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一
（
１
）
本
資
料
の
表
紙
に
ま
ず
注
目
し
よ
う
。
そ
こ
に
は
白
表
紙
の
右
肩

か
ら
〈
自
明
治
六
年
至

同
九
年
〉
と
い
う
記
載
が
あ
り
、
年
代
の
下
に

（
聴
訟
記
録
）
の
記
載
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
左
側
中
央
に
『
裁
判
言
渡
及
之
ニ

類
ス
ル
書
類
綴
』
な
る
本
資
料
の
主
題
が
明
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
し
て
左
肩
に

「
帳
簿
進
行
番
号
」
と
し
て
〈
民
事
第
一
九
號
〉
と
い
う
資
料
の
記
録
番
号
が
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（
聴
訟
記
録
）

『
裁
判
言
渡
及
之
ニ
類
ス
ル
書
類
綴
』（
民
事
第
一
九
號
）
に
つ
い
て
（
一
）

─
─
山
口
地
方
裁
判
所
所
蔵
裁
判
史
料
よ
り
─
─

広
島
修
道
大
学
「
明
治
期
の
法
と
裁
判
」
研
究
会

代
表
　
矢
　
野
　
達
　
雄
　

加
　
藤
　
　
　
高
　

紺
　
谷
　
浩
　
司
　

自 
明
治
六
（
一
八
七
三
）
年

至 
同
　
九
（
一
八
七
六
）
年



付
さ
れ
現
在
の
印
刷
な
ら
ウ
ラ
罫
に
あ
た
る
太
字
枠
で
囲
ま
れ
て
い
る
。
こ

の
太
字
枠
の
下
に
は
〈
山
口
地
方
裁
判
所
〉
と
い
う
裁
判
所
名
で
表
紙
は
結

ば
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
標
題
と
事
件
番
号
の
間
の
上
部
に
は
〈
永
久
保
存
〉

と
朱
書
き
さ
れ
て
い
る
。
本
資
料
の
表
紙
の
大
き
さ
は
、
縦
二
六
・
四
㎝
、

横
一
八
・
九
㎝
、
厚
さ
三
・
二
㎝
で
あ
る
。
な
お
、
本
稿
末
尾
の
写
真
を
参

照
さ
れ
た
い
。
本
資
料
に
は
、
明
治
六
年
か
ら
同
九
年
に
か
け
て
受
理
さ
れ

た
二
五
件
前
後
の
事
件
記
録
が
編
綴
さ
れ
て
い
る
。

（
２
）
こ
の
時
期
は
、
廃
藩
置
県
（
明
治
四
年
七
月
）
後
、
裁
判
所
制
度
史

上
の
い
わ
ゆ
る
府
県
裁
判
所
の
時
代
で
あ
り
、
山
口
県
の
場
合
、
中
国
地
方

で
最
初
に
府
県
裁
判
所
が
開
設
さ
れ
た
も
の
の
、
同
県
聴
訟
課
は
明
治
九
年

三
月
二
七
日
に
廃
止
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
期
に
は
、
山
口
「
地
方
」
裁
判

所
は
未
だ
設
置
さ
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
本
資
料
の
編
綴
の
作
業
は
、
後
年
、

山
口
地
方
裁
判
所
が
設
置
さ
れ
て
か
ら
行
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ

れ
る
。
そ
し
て
、
本
資
料
は
、
い
わ
ゆ
る
府
県
裁
判
所
時
代
以
前
、
山
口
県

庁
の
聴
訟
課
で
取
り
扱
わ
れ
た
事
件
な
い
し
事
務
処
理
の
記
録
の
う
ち
、
そ

の
代
表
的
な
も
の
を
選
ん
で
、
別
途
、
編
綴
さ
れ
た
も
の
ら
し
い
と
推
察
さ

れ
る
の
で
あ
る
。

二
（
１
）
さ
て
、
本
資
料
に
記
録
さ
れ
て
い
る
明
治
六
（
一
八
七
三
）
年
か

ら
同
九
（
一
八
七
六
）
年
の
時
期
区
分
と
〈
聴
訟
記
録
〉
に
つ
い
て
で
あ
る
。

こ
の
時
期
よ
り
わ
ず
か
二
～
三
年
前
の
明
治
四
（
一
八
七
一
）
年
七
月
十
四

日
に
は
廃
藩
置
県
が
実
施
さ
れ
、
そ
の
後
の
統
合
整
理
の
結
果
、
同
年
十
一

月
頃
に
は
全
国
三
府
七
十
二
県
が
成
立
し
た
。
こ
こ
で
は
幕
末
か
ら
明
治
維

新
当
初
の
急
激
な
政
治
的
過
程
を
詳
述
す
る
こ
と
は
必
要
で
は
な
い
。
た
だ

一
言
す
る
な
ら
ば
、
明
治
の
維
新
は
王
政
の
復
古
と
い
う
形
を
と
り
、
江
戸

徳
川
幕
府
の
大
政
奉
還
に
対
し
て
は
そ
れ
を
聴
許
し
た
上
で
、
新
し
く
登
場

し
た
の
が
復
古
的
太
政
官
制
で
あ
っ
た
。
し
か
も
欧
米
各
国
と
の
開
国
を
黙

止
で
き
ず
、
近
代
的
な
三
権
分
立
思
想
を
是
と
し
な
が
ら
も
、
明
治
初
年
代

に
採
用
し
た
政
治
形
態
は
臨
機
の
過
渡
的
措
置
で
あ
っ
た
。
詳
細
は
他
に
譲

る

明
治
四
年
七
月
十
四
日
の
直
前
、
旧
時
代
的
な
刑
部
省
、
弾
正
台
を

合
わ
せ
廃
し
て
、
漸
く
近
代
的
な
司
法
省
が
成
立
し
た
。
し
か
し
こ
の
時
期

か
ら
そ
の
後
の
短
い
年
月
の
間
に
復
古
的
行
政
組
織
が
改
廃
を
く
り
返
し
て

い
る
。

（
２
）
そ
の
一
つ
が
明
治
四
年
十
一
月
二
十
七
日
制
定
の
太
政
官
布
告
第
六

百
二
十
三
号
「
県
治
条
例
」
で
あ
っ

そ
の
中
の
〈
県
治
職
制
〉
に
は
、

県
庁
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
令
以
下
の
官
員
の
地
位
、
職
掌
権
限
が
定
め
ら
れ
、

つ
い
で
県
庁
の
事
務
組
織
と
し
て
、
庶
務
、
聴
訟
、
租
税
、
出
納
の
四
課
が

置
か
れ
た
。
注
目
す
べ
き
は
、
行
政
組
織
の
内
に
〈
聴
訟
課
〉
と
い
う
司
法

権
が
行
政
組
織
内
部
に
組
み
こ
ま
れ
て
い
た
事
で
あ
る
。
即
ち
聴
訟
課
は

「
県
内
ノ
訴
訟
ヲ
審
聴
シ
其
情
ヲ
尽
シ
テ
長
官
ニ
具
陳
シ
及
（
ビ
）
県
内
ヲ
監

視
シ
罪
人
ヲ
処
置
シ
捕
亡
ノ
事
ヲ
掌
（
ツ
カ
サ
ド
）
ル
」
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

こ
れ
は
要
す
る
に
、
司
法
権
が
行
政
権
内
部
に
包
摂
さ
れ
て
い
る
状
態
、
い

わ
ば
行
政
官
が
司
法
権
を
民
政
の
要
具
と
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ

の
状
態
は
、
明
治
八
（
一
八
七
五
）
年
、
大
審
院
・
元
老
院
設
置
の
と
き
ま

で
続
い
た
。
県
治
条
例
に
見
ら
れ
た
県
治
職
制
中
の
聴
訟
（
断
獄
）
の
用
語

（
１
）
が
、

（
２
）
た
。

（
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は
、
翌
明
治
五
（
一
八
七
二
）
年
八
月
三
日
太
政
官
無
号
、
司
法
職
務
定

も
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
内
容
の
紹
介
は
省
略
す
る
。

（
３
）
最
後
に
、
簡
単
に
本
資
料
の
表
紙
に
記
載
さ
れ
て
い
る
「
山
口
地
方

裁
判
所
」
と
い
う
呼
称
に
つ
い
て
で
あ
る
。
実
は
、
右
の
司
法
職
務
定
制
の

第
十
五
章
府
県
裁
判
所
章
程
の
冒
頭
の
条
項
に
は
「
府
県
ニ
置
ク
所
ノ
裁
判

所
ハ
府
名
県
名
ヲ
冒
（
＝
冠
）
ラ
シ
メ
某
裁
判
所
ト
ス
（
以
下
略
）」
と
定
め

か
ぶ

ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
呼
称
に
つ
い
て
「
府
県
裁
判
所
と
い
う
の
は
総

称
で
あ
っ
て
、
個
々
の
裁
判
所
名
に
は
府
県
は
入
ら
な
い
。
即
ち
東
京
裁
判

所
、
神
奈
川
裁
判
所
で
あ
っ
て
、
東
京
府
裁
判
所
、
神
奈
川
県
裁
判
所
で
は

な

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
明
治
八
（
一
八
七
五
）
年
、
現
在

の
最
高
裁
判
所
の
前
身
た
る
大
審
院
と
元
老
院
設
置
を
定
め
た
立
憲
政
体
の

詔
勅
に
も
と
づ
き
、
漸
次
三
権
分
立
の
思
想
が
法
制
上
実
定
化
し
て
い
く
こ

と
に
な
る
。

三
（
１
）
本
資
料
の
表
紙
に
再
度
目
を
転
じ
る
な
ら
ば
、
明
治
九
（
一
八
七

六
）
年
代
、
府
県
の
統
廃
合
と
と
も
に
、
府
県
裁
判
所
の
地
方
裁
判
所
へ
の

改
置
の
結
果
、
は
じ
め
て
全
国
に
大
審
院
を
頂
点
と
す
る
地
方
裁
判
所
網
が

完
備
す
る
に
至
っ
た
。
山
口
県
に
即
し
て
言
え
ば
、
当
初
広
島
裁
判
所
山
口

支
庁
と
な
る
わ
け
で
あ
り
、
広
島
地
方
裁
判
所
あ
る
い
は
山
口
地
方
裁
判
所

で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
表
紙
に
記
載
さ
れ
た
「
山
口
地
方
裁
判
所
」

と
い
う
裁
判
所
名
は
、
後
年
で
あ
る
明
治
二
三
（
一
八
九
〇
）
年
二
月
一
〇

日
公
布
の
裁
判
所
構
成
法
に
お
い
て
漸
く
実
現
し
た
。
明
治
九
年
前
後
の
司

法
の
現
状
を
垣
間
見
る
な
ら
ば
、
例
え
ば
、
前
年
の
明
治
八
（
一
八
七
五
）

（
３
）
制
に（

４
）
い
」

年
十
一
月
、
太
政
官
達
第
二
百
三
号
で
明
治
四
年
の
県
治
条
例
が
廃
止
さ
れ
、

代
わ
っ
て
「
府
県
職
制
並
事
務
章
程
」
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
聴
訟
課
も
廃

止
さ
れ
た
。
と
は
い
え
、
府
県
職
制
の
末
条
で
は
「
令
或
ハ
参
事
ノ
判
事
ヲ

兼
任
シ
タ
ル
諸
県
ニ
於
テ
ハ
裁
判
事
務
取
扱
従
前
ノ
定
規
ニ
ヨ
ル
ベ
シ
」
と

定
め
、
裁
判
所
未
設
の
諸
県
残
存
を
う
か
が
わ
せ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
同
八

年
六
月
八
日
太
政
官
布
告
第
二
百
三
号
〈
裁
判
事
務
心
得
〉
第
三
条
で
は

「
民
事
ノ
裁
判
ニ
成
文
ノ
法
律
ナ
キ
モ
ノ
ハ
習
慣
ニ
依
リ
習
慣
ナ
キ
モ
ノ
ハ
条

理
ヲ
推
考
シ
テ
裁
判
ス
ヘ
シ
」
と
い
う
当
時
の
司
法
の
状
況
が
見
ら
れ
る
。

（
２
）
以
上
で
本
資
料
の
置
か
れ
た
司
法
状
況
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
以
下
で

は
、
こ
の
よ
う
な
時
期
、
新
県
早
々
の
山
口
県
で
は
ど
の
よ
う
な
聴
訟
（
民

事
裁
判
）
事
件
が
ど
の
よ
う
に
取
扱
わ
れ
て
い
た
か
、
を
見
て
い
く
こ
と
に

し
た
い
。
も
っ
と
も
、
事
件
内
容
が
現
時
点
の
筆
者
ら
に
は
多
く
が
難
解
で

あ
り
、
当
時
の
人
々
の
漢
字
漢
文
に
関
す
る
知
識
素
養
に
は
到
底
及
ぶ
と
こ

ろ
で
は
な
か
っ
た
。

四

そ
の
た
め
も
あ
り
、
筆
者
ら
の
力
量
不
十
分
さ
か
ら
記
録
帳
簿
の
全
体

の
内
の
半
数
ほ
ど
を
便
宜
上
区
分
し
て
、
こ
れ
を
前
半
の
部
と
し
て
紹
介
す

る
ほ
か
な
か
っ
た
。
ご
諒
承
頂
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
幸
甚
で
あ
る
。
そ
し
て

末
尾
に
な
っ
て
大
変
恐
縮
だ
が
、
本
資
料
の
読
解
に
あ
た
っ
て
、
何
度
か
解

読
す
る
こ
と
に
つ
き
ご
教
示
頂
い
た
広
島
県
文
書
館
総
括
研
究
員
で
あ
る
西

村
晃
氏
に
は
、
そ
の
ご
厚
意
に
対
し
て
深
甚
の
謝
意
を
表
す
る
こ
と
を
附
記

し
て
お
き
た
い
。

（
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（
聴
訟
記
録
）『
裁
判
言
渡
及
之
ニ
類
ス
ル
書
類
綴
』（
民
事
第
一
九
號
）
に
つ
い
て
（
一
）

自
明
治
六
（
一
八
七
三
）
年

至 
同
　
九
（
一
八
七
六
）
年

一
八
八

一
八
八



（
１
）　
と
り
あ
え
ず
、
加
藤
　
高
「
明
治
初
年
代
、
府
県
裁
判
所
異
聞
─
─
広
島
県

裁
判
所
を
中
心
と
し
て
─
─（
一
）」
修
道
法
学
第
二
二
巻
第
一
・
二
合
併
号
五

一
頁
以
下
（
平
成
一
二
年
三
月
）
を
参
照
。

（
２
）　
県
治
条
例
は
〈
県
治
職
制
〉
と
〈
県
治
事
務
章
程
〉
な
ら
び
に
〈
県
治
官
員

並
常
備
金
規
則
〉
の
三
部
か
ら
成
る
（『
法
令
全
書 
明
治
四
年
』
四
二
頁
参
照
）。

（
３
）　「
司
法
職
務
定
制
」（『
法
令
全
書 
明
治
五
年
』
四
八
八
頁
）

（
４
）　
石
井
良
助
編
纂
『
明
治
文
化
史
２
法
制
』
二
二
〇
頁
（
昭
和
五
五
年
（
新
装

版
））
参
照
。
ほ
か
に
、
瀧
川
叡
一
『
日
本
裁
判
制
度
史
論
考
』
一
〇
頁
（
平
成

三
（
一
九
九
一
）
年
）
参
照
。

（
文
責

加
藤

高
）

二
　
本
文
読
下
し

〔
〇
〇
一
Ａ
〕【
一
】【
漁
業
権

六
年
第
十
一
号*  

*  

朱
書
き

赤
間
關
支
廰

角
嶋*  *  
ゟ
漁
業
願
出
候
処
嶋
戸
ゟ
故
障

*  *  

読
み
は
「
つ
の
し
ま
」

申
立
候
得
共
右
者
〔
は
〕
元
来
和
布
刈*  *  *  
一
件
ゟ
し

*  *  *  

わ
か
め
の
こ
と

て
怒
気
ヲ
含
居
何
分
説
諭
を
も
不
聞

入
候
得
共
外
ニ
致
方
モ
無
之
ニ
付
別
紙
之
通

申
達
候
て
可
然
存
候
此
段
相
伺
候
也

 
（
注
１
）

差
縺
】

八
月
廿
八
日

〔
〇
〇

一

大
敷
之
義
者
〔
は
〕
不
及
沙
汰
候
尤
是
迠
持
場

*  

欄
外
上
部
に
綱

者
大
敷
場
漁
猟
絶
て
無
之
候
て
諸
浦

ノ
字
ニ
書
損
ア

大
敷
ヘ
故
障
無
之
場
所
ヲ
以
テ
願
出
候

リ
改
ム
可
シ
」

ハ
ヽ
詮
議
之
筋
も
可
有
之
候
事

の
注
記
が
あ
る

一

尼
ヶ
瀬
和
布
刈
之
義
者
先
差
留
候
事

尤
其
他
ハ
入
合*  *  
ニ
シ
テ
苅
取
可
申
事

*  *  

入
会
。
以
下
同
じ

一

鯛
網
鰤
網
等
之
義
者
不
及
沙

汰
候
得
共
釣
立
網
其
外
小
網
ヲ
以
漁
業
致
候

義
者
不
苦
候
条
諸
浦
入
合
ニ
し
て
他
大
敷

〔
〇
〇
二
Ａ
〕

場
近
辺
妨
ニ
不
相
成
候
様
心
を
用
ひ
網
者
熟

和
に
漁
業
可
致
決
し
て
争
論
ケ
間
敷
義

無
之
様
可
相
心
得
候
此
段
相
達
候

也
□
□
□*  

*  

三
文
字
は
判
読
困
難
。

九
月
八
日
達
ス

以
下
二
行
は
朱
書
き
。

 
（
注
２
）

一
Ｂ
〕

（
　
　
　
）
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〔
〇
〇

一

書
面
申
立
之
赴
も
有
之
候
ニ
付
角
嶋
ゟ
願
出
候
大
敷
鯛
網
鰤

網
等
之
義
者
免
許
不
相
成
〔
角
ノ
嶌
之
者

共
ヘ
申
渡
候
〕*  

尤
釣
立
網
其
外
小
網
之
漁

*  

カ
ッ
コ
内
傍
点
で
抹
消

業
者
不
苦
段
角
嶋
之
者
ヘ
申
渡
候
条
爾
後
相
方*  *  
共
熟
和

*  *  

双
方

為
て
漁
業
可
致
候
事

一

和
布
刈
之
義
ハ
尼
ヶ
瀬
丈
ハ
先
差
扣
候
様
角

之
嶌
ヘ
申
渡
候
ニ
付
其
余
之
場
所
ハ
相
方

入
合
熟
和
に
し
て
刈
取
可
申
候
決

し
て
争
論
ケ
間
敷
〔
か
ま
し
き
〕
儀
無
之
様
可
致

〔
〇
〇
三
Ｂ
〕

此
段
相
達
候
也

〔
〇
〇
四
Ａ
〕【
二
】【
御
扶
持
方
質
入
借
金
差
縺
ノ
訴
】

明
治
六
年
十
月
八
日
訴

（
注
４
）

御
扶
持
方
質
入
借
金
差
縺
ノ
訴

 
（
注
３
）

三
Ａ
〕

原
告

Ｔ

Ｎ

重
貞

明
治
七
年
済
口
証
文
綴
中
ニ
在
リ

タ
リ

〔
〇
〇
四
Ｂ
〕

（
記
述
な
し
）

〔
〇
〇

別
帋
伺
ニ
対
シ
御
指
令
相
成
致
承

知
候
然
ル
処
罪
案
長
官
御
調
印
無
之
ニ

付
重
而
差
出
申
候
猶
亦
Ｔ
Ｎ
重
真*  
ゟ
申
出
候

*  

重
貞
の
誤
記
か
。

合
印
入
質
中
外
印
章
ヲ
以
給
禄
取
下
ケ

以
下
同
じ

候
段
処
置
振
御
指
図
無
之
右
ハ
如
何

差
図
可
然
ヤ
是
亦
重
而
伺
出
候
間
何

分
之
御
指
揮
奉
願
候
也

七
年四

月
廿
九
日

萩
出
張
所

〔
〇
〇
五
Ｂ
〕

 
（
注
５
）

五
Ａ
〕

（
　
　
　
）

─　　─29

 

 
（
聴
訟
記
録
）『
裁
判
言
渡
及
之
ニ
類
ス
ル
書
類
綴
』（
民
事
第
一
九
號
）
に
つ
い
て
（
一
）

自
明
治
六
（
一
八
七
三
）
年

至 
同
　
九
（
一
八
七
六
）
年

一
八
六

一
八
六

検検検顕

検検検健

鍵検検検検

倹検検検検



本
課御

中

追
テ
擬
律
中
賍
二
十
円
以
上
ヲ
得
ル
重
ト
ナ
シ

詐
欺
取
財
律
ニ
依
ル
ト
キ
ハ
窃
盗
ニ
準
シ
テ
論
シ
杖

八
十
相
当
ノ
様
奉
鄙
考
此
段
為
過
念
伺
出
申
候
間

当
否
御
指
揮
奉
願
候
也

〔
〇
〇

Ｔ
Ｎ
重
真
ゟ
申
越
候
合
印
入
質
中

外
印
章
を
以
云
々
早
速
出
納
課

及
問
合
候
処
先
年
扶
持
方
願
之
分
ハ
合
印

を
以
請
米
致
し
候
儀
ニ
無
之
候
付
六
斗
之
辻
ハ

請
取
ら
れ
候
儀
ニ
有
之
一
統
扶
持
方

給
禄
常
ニ
替
リ
候
而
よ
里
〔
り
〕
ハ
無
論

合
印
無
之
而
ハ
不
相
捌
候
ヘ
共
先
年

迠
ハ
只
吉
田
町
馬
子
頭
ト
申
者
□
瀬

会
計
局
内
ゟ
何
千
何
百
石
ノ
辻
を
御

内
々
ヲ
以
テ
何
某
ニ
ハ
何
石
々
々
と
致
払
不

〔
〇
〇
六
Ｂ
〕

 
（
注
６
）

六
Ａ
〕

都
合
ニ
有
之
た
る
様
子
ニ
付
罰
之

申
付
様
無
之
ニ
相
決
た
る
義

御
承
知
可
被
下
候

五
月
四
日

本
課

高
野
権
少
属
殿

〔
〇
〇

Ｔ
Ｎ
重
貞
ヨ
リ
Ｓ
Ｄ
作
平
相
手
取
質
物
出
入
出
訴
取
糺

候
処
別
紙
口
供
ノ
通
作
平
及
伏
罪
然
ル
ニ
其
原
由
ハ
家

禄
書
入
貸
借
ノ
義
ニ
付
五
年
三
百
号
第

基
キ
此
末
取

引
上
ニ
至
テ
ハ
裁
判
及
ヒ
難
ク
様
モ
相
考
候
得
共
中
尾

為
治
ニ
於
テ
ハ
合
印
入
質
モ
有
之
偽
物
ト
モ
相
考
ヘ
ス

相
対
貸
借
致
シ
候
事
ニ
テ
三
百
号
御
布
告
以
前
ニ
付
六

年
三
百
六
号
第

依
リ
作
平
償
却
不
調
節
ハ
身

代
限
リ
ノ
処
分
ニ
及
ヘ
ク
ヤ
又
ハ
費
用
受
寄
財
産
ノ
賍

ト
看
做
シ
已
ニ
費
用
ス
ル
ニ
依
リ
改
定
律
第
五
十

照

シ
処
置
致
ス
ヘ
ク
ヤ
依
テ
為
治
重
貞
両
人
ヱ
申
渡
書
相
添

〔
〇
〇
七
Ｂ
〕

 
（
注
７
）

七
Ａ
〕

 
（
注
８
）

四
条
ニ

 
（
注
９
）

三
条
ニ

 
（
注
　
）
１０
五
条
ニ （

　
　
　
）
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併
テ
奉
伺
候
間
何
分
ノ
御
指
令
奉
願
候
以
上

四
月
廿
四
日

蘒
出
張
所

追
而
偽
証
文
中
請
人
Ｙ
Ｄ
梅
吉
義
ハ
当
時
失
踪
中
ニ
付
不
及

取
糺
猶
又
作
平
断
獄
廻
ニ
テ
罪
業
等
有
之
事
ニ
付
相
手
夫

々
口
供
取
付
不
申
候
右
邊
（
辺
）
体
裁
ニ
不
叶
不
都
合
ニ
モ
有
之
候

ハ
御
指
揮
可
被
下
候

一

重
貞
合
印
入
質
ノ
処
同
人
留
守
中
別
印
ヲ
以
テ
給
禄
取
下
ケ
候

段
別
紙
具
状
書
ノ
通
申
出
右
ハ
婦
人
ノ
作
舞
ニ
付
無
構
シ
テ

可
然
哉
処
分
ノ
処
是
亦
御
指
図
奉
願
候

本
月
本
日
本
課
ヘ
仕
出
之
印*  

*  

本
行
は
朱
書
き
。「
薫
」
の
丸
朱
印

〔
〇
〇

進

十
六

本
旨

一

萩
出
張
所
ゟ
Ｔ
Ｎ
重
真
ゟ
Ｓ
Ｄ
作
平

マ
マ

相
手
取
質
物
出
入
出
訴
ニ
付
別
紙
第
一
号

之
通
被
出
候
処
作
平
罪
案
擬
律
之
通

Ｎ
Ｏ
為
治
与
〔
と
〕
差
合
偽
券
取
財
之
罪
処

分
可
相
成
就
而
ハ
作
平
之
所
有
物
ヲ
追
徴

為
治
江
給
し
為
治
預
置
候
偽
券
相
印
等

を
追
徴
重
真
江
給
し
重
真
よ
里
〔
り
〕
ハ
先
年

マ
マ

 
（
注
　
）
１１
八
Ａ
〕

〔
〇
〇
八
Ｂ
〕

借
用
金
元
利
作
平
江
返
却
之
都
合
ニ

御
返
可
相
成
哉

右
之
通
伺
願
相
成
付
関
差
迫

候
間
左
様
御
承
知
有
之
度
候
也

四
月
廿
八
日

本
課

萩
出
張
所

〔
〇
〇

第
二
十
大
區
第
一
小
區
萩
□
□
□
町
□
□
□
□
□
番

地
第
三
居
住
士
族

Ｔ
Ｎ

重
貞

其
方
儀
質
物
差
縺
出
訴
取
糺
ス
処
明
治
四
年
十
一
月
中
土
原

農
Ｓ
Ｄ
作
平
ヱ
扶
持
方
一
人
半
書
入
諸
取
下
ケ
合
印
預
ケ
置

キ
金
五
円
二
十
銭
借
受
期
限
返
済
不
埒
ニ
テ
延
期
示
談
ニ
及

ヒ
其
砌
作
平
手
元
差
閊
〔
つ
か
え
〕
ノ
趣
ヲ
以
テ
脇
方
ニ
於
テ
借
替
ノ
儀

申
聞
ケ
置
其
后
右
質
物
書
入
其
方
名
前
ノ
証
文
ヲ
偽
書

シ
士
族
中
尾
為
治
方
ニ
テ
金
二
十
六
円
借
用
悉
皆
家
事
ニ

費
用
シ
其
后
五
年
四
月
五
日
其
方
ヨ
リ
前
借
金
五
円
二
拾
銭
ノ
元

 
（
注
　
）
１２
九
Ａ
〕

（
　
　
　
）

─　　─31

 

 
（
聴
訟
記
録
）『
裁
判
言
渡
及
之
ニ
類
ス
ル
書
類
綴
』（
民
事
第
一
九
號
）
に
つ
い
て
（
一
）

自
明
治
六
（
一
八
七
三
）
年

至 
同
　
九
（
一
八
七
六
）
年

一
八
四

一
八
四



利
調
達
持
参
ノ
節
作
平
借
添
ノ
金
返
済
不
調
ヨ
リ
終
ニ
質

〔
〇
〇
九
Ｂ
〕

物
不
差
返
候
作
平
〔
ノ
〕
申
立
〔
ニ
〕
依
テ
ハ
前
借
金
五
円
二
十
銭
ノ
元
利
為

治
ヱ
返
却
ス
ヘ
シ

同
大
區
第
六
區
□
□
□
□
□
番
地
士
族

Ｎ
Ｏ

為
治

其
方
儀
明
治
五
年
正
月
中
上
原
農
Ｓ
Ｄ
作
平
ヨ
リ
Ｔ
Ｎ
新
之
助

名
前
ノ
証
文
ヲ
以
テ
諸
取
下
ケ
合
印
入
質
ニ
シ
同
人
請
人
相
立
金

貮
拾
六
円
貸
渡
ス
処
右
質
物
出
入
重
貞
ヨ
リ
作
平
相
手
取
及
出

訴
取
糺
処
其
以
前
重
貞
右
合
印
差
入
作
平
方
ニ
於
テ
金
五

円
二
十
銭
借
用
致
シ
其
后
作
平
手
元
差
閊
ヨ
リ
シ
テ
曩
ニ
差

入
ル
処
ノ
証
文
ヲ
偽
書
ニ
借
受
俣
仮
〔
又
借
り
〕
申
立
依
之
同
人
ニ
貸

〔
〇
一
〇
Ａ
〕

渡
ス
高
ノ
内
金
五
円
二
十
銭
元
利
重
貞
ヨ
リ
請
取
ル
ヘ
シ

印*  

*  
「
薫
」
の
朱
丸
印

〔
〇
一
〇
Ｂ
〕

明
治
七
年
五
月
五
日
申
渡
ス

重
貞

事

〔
〇
一
一
Ａ
〕【
三
】【
田
地
受
返
シ
差
縺
レ
】

明
治
七
年
聴
訟
一
件
録
綴
中
ニ
在
リ

〔
〇
一
一
Ｂ
〕

（
記
述
な
し
）

〔
〇
一

第
六
大
區
第
二
區
□
□
□
村

□
□
□
□
□
番
屋
敷
居
住
農

田
地
受

原
告
Ｍ
Ｋ
彌
三
郎

返
出
入

代
言
人

水
木

伊
助

同
大
區
同
區
同
村
□
□
□
□

□
番
屋
敷
居
住
農

被
告
人

Ｎ
Ｏ

又
次
郎

其
方
共
儀
田
地
受
返
シ
差
縺
レ
吟
味
之
上
左

之
通
リ
申
渡
ス

右

 
（
注
　
）
１３
タ
リ

 
（
注
　
）
１４
二
Ａ
〕

（
　
　
　
）

─　　─32

＜

資
　
　
料＞

修
道
法
学
　
四
〇
巻
　
一
号

一
八
三

一
八
三



Ｎ
Ｏ

又
次
郎

〔
〇
一
二
Ｂ
〕

其
方
儀
父
吉
左
衛
門
存
生
中
嘉
永
四
年
亥
ノ

十
二
月*  
Ｍ
Ｋ
平
次
郎
抱
之
田
地
一
反
九
畝
十

*  

西
暦
一
八
五
一
年

六
歩
同
人
ヨ
リ
二
十
五
ヶ
年
切
リ
売
渡
シ
代

銭
一
貫
七
百
六
拾
目
吉
左
ヱ
門
ヨ
リ
相
渡
シ

受
返
之
儀
ハ
二
十
一
ヶ
年
目
ヨ
リ
五
ヶ
年
之
間
代

銭
不
残
相
調
ヒ
候
時
ハ
田
地
可
差
返
ト
ノ
証

書
前
ヲ
以
テ
右
代
金
受
取
候
上
早
々
證
文
田

地
水
木
伊
助
ヘ
引
渡
ス
ヘ
シ

但
其
區
内
之
銭
相
場
八
十
文
銭
百
目
ニ

付
旧
山
口
藩
札
八
十
五
匁
壱
分
六
毛
三

〔
〇
一
三
Ａ
〕

朱
八
味
三
拂
之
割
合
ヲ
以
テ
金
受
取
ル

ヘ
シ

右

水
木

伊
助

其
方
儀
右
之
通
リ
Ｎ
Ｏ
又
次
郎
ヘ
申
渡
ス
間

代
金
相
渡
シ
同
人
ヨ
リ
證
文
田
地
受
取
ル
ヘ
シ

第
十
大
區
第
一
區
堂
之
前
町

三
百
七
番
地
商

代
書
人

吉
賀

源
兵
ヱ

右
之
通
リ
双
方
江
申
渡
ス
間
其
意
ヲ
得
ヘ
シ

〔
〇
一
三
Ｂ
〕

（
記
述
な
し
）

〔
〇
一
四
Ａ
〕【
四
】【
耕
地
受
方
催
促
ノ
訴
】

明
治
七
年
四
月
廿
日

耕
地
受
方
催
促
ノ
訴

同
年
聴
訟
一
件
録

原
告

Ｍ
Ｓ
福
次
郎

綴
中
ニ
在
リ
タ
リ

被
告

Ｈ

栄

〔
〇
一
四
Ｂ
〕

（
記
述
な
し
）

〔
〇
一

本
書
ハ
本
廰
本
課
ヘ

 
（
注
　
）
１５
之
助

 
（
注
　
）
１６
五
Ａ
〕

（
　
　
　
）

─　　─33

 

 
（
聴
訟
記
録
）『
裁
判
言
渡
及
之
ニ
類
ス
ル
書
類
綴
』（
民
事
第
一
九
號
）
に
つ
い
て
（
一
）

自
明
治
六
（
一
八
七
三
）
年

至 
同
　
九
（
一
八
七
六
）
年

一
八
二

一
八
二



留
置
ク
此
分
扣
也*  

*  

欄
外
右
上
部
に
墨
書
き

奉

早
川

貞
祐

長
官

大
属

一

□
□
村
農
□
□
□
□
□
番
地
農
Ｍ
Ｓ

福
次
郎
ヨ
リ
同
村
農
三
百
七
拾
七
番
地

同
Ｈ
栄
之
助
ヘ
掛
る
耕
地
受
返
シ
出
入

訴
出
吟
味
之
末
福
次
郎
詐
偽
之
始
末

伏
罪
ニ
付
入
費
償
却
之
儀
前
帋
ヲ
以
テ

相
伺
候
処
計
算
相
違
有
之
更
ニ
改
正

左
之
通
御
指
令
可
相
成
哉

〔
〇
一
五
Ｂ
〕

（
記
述
な
し
）

〔
〇
一
六
Ａ
〕第

七
大
區
第
拾
五
區
□
□
村

□
□
□
□
□
番
屋
敷
居
住
農

九
月
廿
四
日
申
渡
済*  

原
告
人

Ｍ
Ｓ
福
次
郎

*  

注
記
と
し
て
書
込
み

其
方
儀
同
村
農
Ｈ
栄
之
助
ヘ
掛
る

耕
地
受
返
之
出
入
訴
出
吟
味
之
末
詐

偽
之
始
抹
伏
罪
ニ
付
入
費
金
償
却

マ
マ

之
儀
先
達
而
申
渡
寿
〔
す
〕
処
計
算
相
違
有
之

更
ニ
改
正
金
壱
圓
九
十
銭
ヲ
Ｈ
栄

之
助
ヘ
同
壱
圓
四
十
銭
ヲ
Ｙ
Ｄ
安
次
郎
ヘ

償
不
遍
之*  *  

*  *  

読
み
は
「
償
ふ
へ
し
」

〔
〇
一
六
Ｂ
〕

（
記
述
な
し
）

〔
〇
一
七
Ａ
〕同

大
區
同
區
村
□
□
□
□
□
番

屋
敷
居
住
農

被
告
人

Ｈ

栄
之
助

其
方
儀
Ｍ
Ｓ
福
次
郎
ヨ
リ
耕
地
受

返
シ
出
入
訴
出
吟
味
之
末
福
次
郎
詐
偽

之
始
抹
伏
罪
ニ
付
懲
役
一
百
日
申
付
而
ニ

依
リ
此
旨
会
得
遍
之

但
吟
味
中
入
費
金
壱
圓
九
十
銭

福
次
郎
ヨ
リ
受
取
留
遍
之

同
大
區
同
區
村

〔
〇
一
七
Ａ
〕

Ｙ
Ｄ

安
次
郎

（
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其
方
儀
同
村
農
Ｍ
Ｓ
福
次
郎
ヨ
リ

Ｈ
　
栄
之
助
ヘ 
掛
留
耕
地
受
返
シ
出
入

訴
出
吟
味
之
末
福
次
郎
詐
偽
之
始
抹

伏
罪
ニ
付
懲
役
一
百
日
申
付
ル
ニ
依
里
〔
り
〕

此
旨
会
得
遍
之

但
吟
味
中
入
費
金
壱
圓
四
十

銭
福
次
郎
ヨ
リ
受
取
留
遍
之*  

*  

読
み
は
「
受
取
る
へ
し
」

同
大
區
同
區
村
弐
拾
貮
番
屋
敷

居
住
農

〔
〇
一
七
Ｂ
〕代

書
人

上
原

平
輔

同
大
區
第
拾
二
區
遠
石
村

八
百
三
拾
五
番
屋
敷
居
住
農

〃

広
瀬
豊
左
衛
門

右
之
通
雙
方
江
申
渡
寿
〔
す
〕
間
其
意
ヲ

得
遍
し
べ

〔
〇
一
八
Ａ
〕【
五
】【
加
調
米
金
淹
滞
ノ
訴
】

明
治
七
年
六
月
廿
五
日

加

淹
滞
ノ
訴

同
年
聴
訟
一
件
録

原
告

Ｋ
Ｍ

一
英

綴
中
ニ
在
リ
タ
リ

被
告

Ｎ
Ｏ

熊

〔
〇
一
八
Ｂ
〕

（
記
述
な
し
）

〔
〇
一

奉

早
川

貞
祐

長
官

大
属

一

□
□
□
村
□
□
□
□
□
番
屋
敷
居
住
農

Ｎ
Ｏ
又
次
郎
ゟ
同
村
□
□
□
□
□
番
地
農

Ｎ
Ｏ
熊
次
郎
江
掛
留
同
村
禅
宗
Ｋ
Ｇ
院

る

弟
子
Ｋ
Ｍ
一
英
江
掛
留
加
調
米
金
出
入

る

吟
味
之
末
又
次
郎
詐
偽
之
始
末
伏
罪

ニ
付
入
費
償
却
左
之
通
御
指
令
可

相
成
哉

〔
〇
一
九
Ｂ
〕

 
（
注
　
）
１７
調
米
金

 
（
注
　
）
１８
次
郎

 
（
注
　
）
１９
九
Ａ
〕

（
　
　
　
）
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（
聴
訟
記
録
）『
裁
判
言
渡
及
之
ニ
類
ス
ル
書
類
綴
』（
民
事
第
一
九
號
）
に
つ
い
て
（
一
）

自
明
治
六
（
一
八
七
三
）
年

至 
同
　
九
（
一
八
七
六
）
年

一
八
〇

一
八
〇



屋
敷
居
住
農

其
方
儀
同
村
農
Ｎ
Ｏ
又
次
郎
ゟ
掛
る
同

村
禅
宗
Ｋ
Ｇ
院
抱
之
阿
弥
陀
堂
加

調
米
金
出
入
訴
出
吟
味
之
末
又
次
郎

詐
偽
之
始
末
伏
罪
ニ
付
懲
役
一
百
日

申
付
候
ニ
依
リ
此
旨
会
得
為
可
し

但
吟
味
中
入
費
金
三
円
三
十
銭

又
次
郎
ゟ
受
取
留
遍
し
マ
マ

同
大
區
同
區
村
禅
宗
Ｋ
Ｇ

〔
〇
二
〇
Ａ
〕院

弟
子
阿
弥
陀
堂
守
護

Ｋ
Ｍ

一
英

其
方
儀
西
岡
又
次
郎
ゟ
掛
留
阿
弥
陀
堂

マ
マ

加
調
米
金
出
入
訴
出
吟
味
之
末
又
次
郎

詐
偽
之
始
抹
伏
罪
ニ
付
懲
役
一
百
日
申

マ
マ

付
留
ニ
依
リ
此
旨
会
得
為
可
し

但
吟
味
中
入
費
金
一
円
五
拾
五
銭

又
次
郎
ゟ
受
取
留
可
し

第
七
大
區
第
拾
五
區
末
武
上
村

弐
拾
弐
番
屋
敷
居
住
農

〔
〇
二
〇
Ｂ
〕

已
下
Ｎ
Ｏ
熊
次
郎
ニ
而
申
渡
ニ
付

九
月
十
日
申
越

代
書
人

上
原

平
輔

同
大
區
同
區
村
農

*  

細
字
部
分
は
付
箋
に
記
載

〃

田
中

又
四
郎

右
之
通
双
方
江
申
渡
寿
〔
す
〕
ニ
付
其
意
ヲ

得
遍
し

〔
〇
二
一
Ａ
〕【
六
】【

（
煽
の
誤
り
か
）

替
金
差
縺
之
訴
】

*  

石
偏
に
扇
の
文
字
は
誤
り
で
火
偏
に
扇
の
文
字

〈
煽
石
〉
と
解
す
る
こ
と
に
す
る
。
以
下
同
じ

奉

原
田

豊
印*  

*  

本
行
中
程
に
角
朱
印
。「
豊
」
の
丸
朱
印
の
他
、

長
官
印*  *  

大
属

「
松
原
｣
「
退
」
の
丸
朱
印

な
お
、
欄
外
上
部
に
「
第
拾
壱
号
｣
の
墨
書

筑
前
國
遠
賀
郡
黒
崎
駅
雑
業
原
告
人
惣
代

*  *  
「
木
梨
」
の
丸
朱
印

河
原
德
右
衛
門
ヨ
リ
赤
間
ヶ
關
□
□
町
士
族
Ｏ
Ｔ

魁
輔
以
下
五
名
ヲ
相
手
取
リ

（⇒

煽
）
石
為
替
金
滞
裁
判

後
引
渡
違
約
之
訴
判
決
之
通
裁
判
可
相
成
哉

（
明
治
八
年
民
事
訴
訟
書
類
綴
中
ニ
在
リ 

*  *  *   

*  *  *  

本
行
は
朱
書
き

〔
〇
二
一
Ｂ
〕

屋
敷
追
而
書
入

可
申
候*  

（
注
　
）
２０

*  
石
為

マ
マ

 
（
注
　
）
２１
タ
リ
）

（
　
　
　
）
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（
記
述
な
し
）

〔
〇
二
二
Ａ
〕申

原
告
代
言
人
福
岡
縣
管
下
若
松
商

河
原

德
右
衛
門

被
告
人

長
門
國
豊
浦
郡
赤
間
ヶ
関

Ｂ
Ｓ
會
社

Ｏ
Ｔ

魁
輔

Ｓ
Ｔ

佐
七

Ｔ
Ｊ

德
藏

Ｋ
Ｙ

幸
介

Ｆ
Ｍ

清
藏

〔
〇
二
二
Ｂ
〕

Ｔ
Ｇ

伊
助

其
方
共
訴
訟
審
理
裁
決
ス
ル
左
之
通

第
一
条

原
告
人
ニ
於
テ
ハ

（⇒

煽
）
石
為
替
金
差
縺
一
件
ニ
付

明
治
六
年
六
月
出
訴
ノ
末
同
六
月
被
告
六
名
ヨ
リ
元
利
金

三
百
四
十
円
七
十
六
銭
三
厘
八
毛
受
取
ル
ヘ
ク
ノ
裁
判
ヲ
受
ケ

尚
規
則
ノ
通
リ
十
二
ヶ
月
猶
予
シ
同
七
年
七
月
右
金
受
方
ト
シ
テ

罷
越
ス
処
被
告
ニ
於
テ
裁
判
不
服
ノ
由
ニ
テ
精
算
辻
内
金
百

 

（
注
　
）
２２

渡
案

マ
マ

三
十
二
円
六
十
五
銭
ヲ
両
度
ニ
受
取
リ
残
金
遷
延
際
限
無
之
ニ
付

滞
リ
金
額
及
ヒ
尓
後
百
分
ノ
六
利
息
ヲ
加
ヘ
合
金
二
百
四
十
一
円

四
十
六
銭
六
厘
五
毛
ノ
辻
請
求
ス
ル
旨
申
シ
出
タ
リ

〔
〇
二
三
Ａ
〕

第
二
条

被
告
人
共
ニ
於
テ
ハ
明
治
六
年
六
月
元
利
金
三
百
四
十
円
七

十
六
銭
三
厘
八
毛
引
渡
ス
ヘ
ク
之
裁
判
ヲ
受
ケ
同
七
年
七
月
右
金

引
渡
ス
ヘ
ク
ノ
処
社
中
ニ
於
テ
取
引
有
之
原
告
人
ヘ
示
談
ノ
上
同

八
年
三
月
十
日
引
渡
ス
ベ
キ
約
定
シ
タ
ル
期
限
ヲ
彼
レ
ヨ
リ
違
約

シ
加
之
違
算
ノ
廉
モ
有
之
ニ
付
弁
金
遷
延
ニ
相
成
リ
タ
ル
旨
申

シ
出
タ
リ

第
三
条

被
告
人
明
治
六
年
六
月
初
審
ヲ
受
ケ
其
後
期
日
ニ

至
リ
原
告
人
受
金
ニ
罷
越
サ
ヽ
ル
ヲ
違
約
ト
シ
尚
違
算
等
ノ
廉
モ

有
之
弁
金
遷
延
ス
ト
申
シ
立
ル
ハ
自
己
ノ
苦
情
ヲ
陳
ス
ル
ノ
ミ
ニ
テ

引
渡
シ
ノ
義
務
ヲ
免
ル
ヽ
者
ニ
非
ス
況
ン
ヤ
初
審
不
服
ニ
於

〔
〇
二
三
Ｂ
〕

テ
ハ
期
限
中
控
告
ス
ヘ
キ
ヲ
等
閑
ニ
打
過
ル
上
ハ
被
告
共
申
シ
分

難
相
立
依
テ
最
前
裁
判
申
渡
セ
シ
金
額
及
ヒ
尓
後
ノ
利
子

ヲ
合
算
シ
原
告
人
申
シ
出
ノ
通
リ
合
金
二
百
四
十
一
円
四
十
六
銭

六
厘
五
毛
ノ
辻
Ｏ
Ｔ
魁
輔
以
下
五
名
ヨ
リ
身
代
限
リ
ヲ
以
テ
弁
償

ス
ヘ
シ

但
訴
訟
入
費
ハ
被
告
人
共
ヨ
リ
償
フ
可
シ

右

引
合
人

（
　
　
　
）

─　　─37

 

 
（
聴
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録
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裁
判
言
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及
之
ニ
類
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書
類
綴
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民
事
第
一
九
號
）
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い
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（
一
）

自
明
治
六
（
一
八
七
三
）
年

至 
同
　
九
（
一
八
七
六
）
年

一
七
八

一
七
八



代
書
人

右
之
通
申
渡
ス
条
可
得
其
意

明
治
八
年
十
月

山
口
縣
廰

〔
〇
二
四
Ａ
〕

本
務
百
三
十
六
号*  

*  

欄
外
右
上
部
に
朱
書
き

第
拾
一
号*  *  

原
田

豊
印*  *  *  

*  *  

欄
外
上
部
か
ら
墨
書
き

長
官
印*  
＊

課
長
印
＊

*  *  *  
「
豊
」
と
「
延
三
」
の
丸
朱
印

*  
＊
「
木
梨
信
一
」
の
丸
朱
印

福
岡
縣
下
原
告
代
言
人
河
原
德
右
衛
門
ヨ
リ
赤
間
関

＊
「
進
」
の
丸
朱
印

士
族
大
塚
魁
輔
外
五
名
ヘ
掛
ル

（⇒

煽
）
石
為
替
金
差
縺

一
件
別
紙
之
通
御
申
渡
シ
可
相
成
哉

〔
〇
四
二
Ｂ
〕

（
記
述
な
し
）

〔
〇
四

申

渡
第
十
五
大
區
□
□
町
居
住
士
族

Ｏ
Ｔ

魁
輔

マ
マ

 
（
注
　
）
２３
三
Ａ
〕

同
所
居
住
商

Ｓ
Ｔ

佐
七

同
□
□
□
町
居
住
商Ｔ

Ｊ

徳
藏

同
□
□
町
居
住
商Ｋ

Ｙ

幸
助

Ｆ
Ｍ

清
藏

〔
〇
四
三
Ｂ
〕

同
□
□
□
町
居
住
商Ｔ

Ｇ

伊
助

其
方
共
原
告
人
Ｍ
Ｔ
利
兵
衛
其
外
取
組
為
換
金
出

入
明
治
六
年
六
月
裁
許
申
渡
シ
後
済
方
不
埒
ニ
テ

差
縺
ノ
次
第
双
方
申
立
ル
ト
雖
モ
今
日
ニ
至
リ
聞

届
ケ
不
相
成
依
テ
右
裁
決
ノ
金
額
ニ
尓
後
一
ヶ
年
百
分

六
ノ
利
子
ヲ
加
算
シ
身
代
限
リ
ヲ
以
テ
償
却
申
付

ル

但
訴
訟
入
費
モ
被
告
人
共
ヨ
リ
償
フ
ヘ
シ

原
告
代
言
人

〔
〇
四
四
Ａ
〕

河
原

德
右
衛
門

右
之
通
被
告
人
共
ヘ
申
渡
ス
条
其
意
ヲ
得
ヘ
シ

（
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明
治
九
年

二
月
廿
九
日

山
口
縣
廰

〔
〇
四
四
Ｂ
〕

（
記
述
な
し
）

〔
〇
四
五
Ａ
〕【
七
】【
買
得
山
引
渡

明
治
八
年
四
月
二
日

買
得
山
引
渡
ノ
訴

原
告

Ｋ
Ｙ
嘉
右
エ
門
事

同
年
第
六
号

Ｈ
Ｅ

嘉
右
エ
門

訴
訟
書
類
綴
中
ニ

被
告

Ｔ
Ｈ

新
兵
衛

在
リ
タ
リ

同

Ｍ
Ｔ

直
治
郎

同

Ａ
Ｋ

房
五
郎

同

Ｉ
Ｍ

千
代
松

同

Ｈ
Ｔ

利

吉

〔
〇
四
五
Ｂ
〕

 
（
注
　
）
２４
ノ
訴
】

（
記
述
な
し
）

〔
〇
四
六
Ａ
〕

自
分
儀
嘉
永
六
年
三
月*  
Ｔ
Ｈ
新
兵
衛
ヘ
半
紙
売
払
同
人*  

西
暦
一
八
五
三
年

大
坂
表
ヘ
積
廻
シ
到
底
売
捌
ノ
上
代
価
受
取
可
ク
ノ
約
定
ニ
候
処
彼

地
ニ
於
テ
売
捌
不
相
成
損
亡
ニ
立
至
リ
終
ニ
金
二
十
九
円
余
断
リ

延
候
ニ
付
其
意
ニ
任
セ
置
候
エ
共
際
限
無
之
安
政
二
年
十
二
月*  *  
新
兵
衛

*  *  

西
暦
一
八
五
五
年

所
持
ノ
字
塩
ノ
瀬
山
一
ヶ
所
買
得
約
定
致
シ
テ
手
代
代
人
Ｏ
Ｔ
松
助
受
取

方
ト
シ
テ
差
出
シ
新
兵
衛
并
証
人
利
吉
三
名
立
会
ノ
上
取
極
直
ニ
利
吉
ヘ

山
守
依
頼
置
候
得
共
固
ヨ
リ
扱
所
尚
戸
長
等
ヘ
届
出
置
訳
ニ
テ
ハ
一
切
無
之

其
後

明
治
五
年
地
券
御
調

掲
尚
畔
頭
Ｋ
Ｙ
亀
十
郎
ヘ
掛
合
等
モ
勿
論

不
致
候
テ
明
治
七
年
四
月*  *  *  
最
前
約
定
ノ
字
塩
ノ
瀬
山
境
界
證
書
通
リ
受
取

可
ク
掛
合
ニ

*  *  *  

西
暦
一
八
七
四
年

及
ヒ
候
処
彼
是
紛
紜
申
立
終
ニ
最
前
約
定
場
処
ハ

〔
〇
四
六
Ａ

－

２
〕（
上
部
欄
外
に
朱
書
き
）

元
治
元
年
子

安
政
六
年

金
壱
叺
子
ノ
暮
納
入

未
ノ
十
二
月
算
用
相
済

残
リ
二
十
八
匁
二
歩

子
ノ
節
書

マ
マ
（
査
か
）

（
　
　
　
）
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（
聴
訟
記
録
）『
裁
判
言
渡
及
之
ニ
類
ス
ル
書
類
綴
』（
民
事
第
一
九
號
）
に
つ
い
て
（
一
）

自
明
治
六
（
一
八
七
三
）
年

至 
同
　
九
（
一
八
七
六
）
年

一
七
六

一
七
六



□
□
村

利
吉
ハ
使
而
己

組
合
立
会

〔
〇
四
六
Ｂ
〕

字
長
渡
路
ノ
山
引
渡
ス
可
ク
ト
義
ニ
テ
は
取
調
フ
ヘ
ク
処
安
政
度
約
定
ノ

山
ニ
ハ
安
政
三
年*  
元
右
衛
門
ヘ
売
払
ノ
由
ニ
テ
テ
全
詐
術
ヲ
以
テ
外
場
所
ヲ

仕
向
テ
理
不
尽
申
シ

*  

西
暦
一
八
五
四
年

募
リ
余
義
ナ
ク
致
出
訴
候
事

原
告
人
ニ
於
テ
ハ
元
年
約
定
山
ト
相
違
ニ
テ
右
取
極
ノ
地
所
証
人
利
吉
ヘ

山
守
依
頼
置
ク
ト
雖
モ
扱
所
尚
戸
長
等
ヘ
届
出
サ
ル
上
ハ

証
拠
ニ
不
相
立
候

第
二
条
原
告
地
所
買
得
譲
渡
ノ
証
書
ヲ
受
取
ル
ト

雖
モ
明
治
六
年
第
十
八
号
第

通
戸
長
役
場
奥
書
割
印
〔
等
〕*  *  

無
之
尚
地
券
受
取
ラ
サ
ル
上
ハ
所
有
ノ
権
無
之
候

*  *  

カ
ッ
コ
内
文
字
截
断

但
訴
訟
入
費
ハ
原
告
人
ヨ
リ
消
却
ス
ヘ
シ

右
之
通
申
渡
条
其
旨
得
ヘ
シ*  *  *  

*  *  *  

左
側
欄
外
に
墨
書
き

〔
〇
四
七
Ａ
〕

自
分
父
新
兵
衛
義
嘉
永
六
年*  
三
月
Ｈ
Ｅ
嘉
右
衞
門
ヨ
リ
半
紙

*  

西
暦
一
八
五
三
年

買
得
大
坂
表
積
廻
売
捌
ノ
上
底
致
払
ノ
約
定
致
シ
置
候
処

彼
地
ニ
於
テ
売
捌
不
相
成
損
亡
ニ
立
至
リ
返
弁
相
成
難
ク

 
（
注
　
）
２５
九
条
ノ

終
ニ
二
十
九
円
余
断
延
ヘ
苦
心
折
柄
安
政
二
年
十
二
月*  *  
所
持
ノ

*  *  

西
暦
一
八
五
五
年

字
塩
ノ
瀬
山
一
ヶ
所
売
渡
ノ
約
定
致
シ
置
キ
候
趣
示
談
方
致
存
意
等

〔
金
策
ノ
上
地
所
引
渡
等
閑
ニ
打
過
〕*  *  *  
其
後
追
々

*  *  *  

行
間
に
加
筆
さ
れ
、
判
読
困
難

催
促
ニ
預
リ
〔
固
ヨ
リ
金
策
不
相
成
〕*  

＊
依
テ
明
治
七
年
四
月
約
定
ノ
山

*  
＊
カ
ッ
コ
内
傍
線
に
て
抹
消

受
取
ヘ
ク
ト
ノ
義
ニ
付
引
渡
致
ス
ヘ
ク
ト
畔
頭
証
人
共
立
会
候
処

安
政
度
約
定
ノ
山
ニ
テ
無
之
段
申
募
候
得
共
最
前
約
定
ノ

節
地
名
境
界
等
記
載
有
之
候
ニ
付
相
違
無
之
尚
所
持
ノ
別
段
ノ
山
等
無
之
儀

畔
頭
証
人

共
承
知
ノ
段
申
断
リ
候
ヘ
ト
モ
承
引
不
致
候
事

〔
〇
四
七
Ｂ
〕

右
双
方
争
訟
ス
ル
事
件
審
理
判
決
ス
ル
ヿ
左
ノ
如
シ

第
一
条

原
告
人
ニ
於
テ
先
年
字
塩
ノ
瀬
山
買
得

約
定
之
砌
手
代
Ｏ
Ｔ
松
助
地
処
受
方
ニ
〆
穴
出
シ
方
Ｔ
Ｈ
新
兵
衛

証
人
利
吉
ト
モ
三
名
立
会
ノ
上
直
利
吉
ヘ
山
守
依
頼
ス
ト
雖
モ

扱
処
戸
長
等
ヘ
届
出
ザ
ス
上
ハ
証
拠
ニ
不
相
立

マ

マ

第
二
条

原
告
人
地
所
譲
渡
シ
証
書
受
取
ト
雖
モ

明
治
六
年
第
十
八
号
第
九
条
ノ
通
戸
長
役
場
奥
書

割
印
無
之
尚
地
券
受
取
サ
ル
上
ハ
所
有
ノ
権
無
之
シ

（
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〔
〇
四
八
Ａ
〕

第
三
大
區
□
□
村
農

Ｈ
Ｅ

嘉
右
衞
門

伜

清
兵
衛

同
大
区
□
□
村
農

Ｔ
Ｈ

幸
藏

其
方
共
壱
件
遂
審
理
処

原
告
ハ
先
年*  
ヒ
告
新
兵
衛
所
有
之

*  

下
部
に
朱
書
き
の
注
記
「
紙
代
金
・
・（
切
断
の
た
め
判
読
不
能
）」

字
塩
ノ
瀬
山
代
金
三
拾
円
ニ
テ
買
得
約
定
之
砌
病
気
ニ
付

み
ぎ
り

手
代
Ｏ
Ｔ
松
助
ヲ
以
テ
新
兵
衛

并
ニ
証
人
利
吉
ト
モ
三
名
立
会
ノ
上
地
所
取
極
メ
利
吉
ハ
南
桒
村

居
住
ニ
付
直
ニ
山
守
リ
依
頼
及
ヒ
置
其
後
元
治
元
年
新
兵
衛
ヘ
渡
し
明
治
七
年

四
月
兼
テ
約
定
ノ

〔
〇
四
八
Ｂ
〕

跡
書
掛
合
ノ
処
字
長
渡
路
山
ヲ
引
渡
ス
ヘ
ク
申
ス
ニ
付
篤
与
調
フ
ル
処
先
年
取

と
く
と

極
ノ

地
所
ト
相
違
致
シ
右
ハ
該

区
小
村
絵
図
ニ
判
然
タ
ル
旨
陳
述
セ
リ

被
告
ハ
先
年
売
渡
シ
約
定
ノ
山
ハ
即
チ
字
塩
ノ

瀬
山
ニ
シ
テ
全
ク
長
渡
路
山
ニ
無
之
該
区
ニ
限
リ
往
古
ヨ
リ

小
村
絵
図
ハ
無
之
候
ヘ
ト
モ
最
前
定
約
ノ
砌
組
合
ノ
者
ト
モ

立
会
尚
証
書
ノ
通
境
界
判
然
タ
ル
上
ハ
相
違
無
之
ト

答
ヘ
タ
リ

之
ヨ
リ
下
ノ
一
江
継
ク*  

*  

朱
書
き

引
渡
證
文*  *  

*  *  

以
下
、〔
〇
四
九
Ｂ
〕
一
行
目
ま
で
朱
書
き

一

過
ル
子
ノ
暮
御
借
用
之
銀
子
八
〇
百
五
拾
目
丑
暮
御
仕
入

〔
〇
四
九
Ａ
〕

銀
之
運
上
ヲ
以
テ
御
調
仕
筈
ニ
候
得
共
引
当
之
銀
子
間
違
難
渋

ニ
立
至
リ
御
口
入
早
助
殿
種
々
致
御
頼
候
ヘ
バ
持
場
山
一
ヶ
所

一
ッ
書
之
代
銀
引
渡
御
買
得
被
下
辱
奉
存
候
然
ル
上
ハ

子
孫
ニ
至
ル
迠
聊
申
者
無
御
坐
候
仍
而
御
奥
書
取
附
進
置

如
件

五
助

印

天
保
弐
年

組
合

德
松

印

卯
八
月*  

万
之
助
印

*  

西
暦
一
八
三
一
年

治
兵
衛
殿

早
助

殿

右
之
通
リ
無
紛
存
知
申
候
以
上

〔
〇
四
九
Ｂ
〕

同
日

畔
頭
利
兵
衛

*  *  

本
行
ま
で
朱
書
き

前
条
之
通
ニ
テ
五
助
ヨ
リ
治
兵
衛
ヘ
売
渡
シ
其
後
治
兵
衛

ヨ
リ
元
右
衛
門
ヘ
売
渡
ス
左
之
通
リ

（
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（
聴
訟
記
録
）『
裁
判
言
渡
及
之
ニ
類
ス
ル
書
類
綴
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民
事
第
一
九
號
）
に
つ
い
て
（
一
）

自
明
治
六
（
一
八
七
三
）
年

至 
同
　
九
（
一
八
七
六
）
年

一
七
四

一
七
四



屋
な
ば

永
代
売
渡
証
文

*  

本
行
以
下
朱
書
き

一

山
壱
ヶ
所

代
七
六
五
百
目

右
之
通
売
渡
代
銀
慥
ニ
受
取
申
候
然
ル
上
ハ
子
々
孫
々
ニ

至
ル
迠
聊
申
間
敷
仍
而
正
人
立
合
御
役
所
奥
判
進
置
如
件

マ
マ

〔
〇
五
〇
Ａ
〕

安
政
元

売
主

Ｈ
Ｅ

治
兵
衛

印

三
月

正
人

新
兵
衛

マ
マ組

合

伊
与
松

元
右
衛
門
殿

右
之
通
無
紛
存
知
候
以
上Ｋ

Ｙ

亀
十
郎*  

*  

本
行
ま
で
朱
書
き

原
告
差
添
人
Ｙ
Ｉ
一
策
儀
地
所
相
違
之
儀
ハ
最
前
自
分

并
ニ
組
合
Ｈ
Ｅ
源
次
郎
ヲ
検
証
ニ
相
立
□
□
村
戸
長

田
中
道
平
方
ニ
於
テ
小
村
絵
図
引
合
正
ニ
一
見
ス
ル
ニ
依
リ

〔
〇
五
〇
Ｂ
〕

惣
戸
長
水
谷
清
次
ヘ
及
掛
合
候
処
固
ヨ
リ
小
村
絵
図
ハ

有
之
ニ
付
入
用
ニ
候
ヘ
ハ
貸
渡
シ
申
ヘ
ク
ト
ノ
申
立
ニ
付
有
無

ノ
儀
清
次
ヨ
リ
書
面
取
附
ル
処
左
之
通

境
目
下
ハ
元
右
衛
門

上
ハ
千
槌
下
ハ
道
背
線
限
リ

宝
暦
度*  *  
之
小
村
絵
図
扱
所
ヘ
申
置
候
処
無
之
段
返
答

*  

本
行
以
下
朱
書
き

*  *  

西
暦
一
七
五
一
～
六
四
年

仕
候
間
右
様
御
承
知
可
被
下
候
文
政
度*  *  *  
旧
藩
中
勘
場
焼

*  *  *  

西
暦
一
八
一
八
～
三
〇
年

失
有
之
儀
ニ
付
其
節
焼
亡
ニ
候
及
可
申
哉
何
ト
モ
相
分
不
申

右
趣
御
承
知
被
下
度
候
也

四
月
廿
日

Ｈ
Ｅ
清
兵
衛
殿

水
谷
清
二

御
用*  *  *  *  

*  *  *  *  

本
行
ま
で
朱
書
き

〔
〇
五
一
Ａ
〕

一
右
ノ
如
相
争
ニ
付
戸
長
代
福
田
定
吉
畔
頭
片
山
宗
吉
ト
モ
実
地
取
調
ラ
ベ

候
処被

告
Ｔ
Ｈ
新
兵
衛
所
持
地
ハ
全
ク
字
塩
ノ
瀬
ニ
テ
境

界
等
モ
相
違
無
之
旨
申
立
タ
リ

原
告
人

Ｈ
Ｅ

嘉
右
衛
門

伜

清
兵
衛

被
告
人

Ｔ
Ｈ

幸
藏

〔
右
双
方
争
訟
ス
ル
事
件
審
理
〕*  

依
テ
判
決
ス
ル
ヿ
左
ノ
如
シ

 

 *  

カ
ッ
コ
内
朱
線
で
抹
消

第
一
条

原
告
ニ
於
テ
ヒ
告
新
兵
衛
ト
先
年
約
定
山
ハ

マ
マ

（
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字
違
ニ
テ
現
今
可
渡
ト
ノ
山
ハ
長
渡
路
山
ノ
旨
云
々
申
立
ル
ト
雖

特
ニ
口
頭
ノ
申
争
迠
ニ
必
ラ
□
買
□
定
□*  *  

*  *  

□
は
截
断
に
よ
り

地
所
相
違
ニ
テ
右
地
所
ハ
証
人
利
吉
ヘ
山
守
依
頼
置

判
読
困
難

ク
ト
雖
モ
扱
所
并
ニ
戸
長
等
ヘ
届
出
ザ
ル
上
ハ
証
拠
ニ

〔
〇
五
一
Ｂ
〕

不
相
立
候

〔
第
二
条
〔
原
告
人
地
所
買
得
譲
渡
ノ
証
書
ヲ
受
取

ル
ト
雖
モ
〕*  *  *  
因
テ
明
治
八
年
第
百
六
号

不
履
行
モ
ノ
ニ
付
明
治

六
年
六
十
□*  *  *  *   

 *  *  *  

朱
記
で
抹
消

出
訴
期
限
第

依
リ
原
告
於
テ
請
求
ノ
権
無
之
候
事

*  *  *  *  

判
読
困
難

右
代
書
人
共

右
之
通
申
渡
ス
段
其
旨
ヲ
得
ベ
シ

〔
〇
五
二
Ａ
〕【
八
】〔
地
券
状
并
貢
納
割
戻
金
取
戻

（
明
治
八
年
民
事
訴
訟
書
類
綴
中
ニ
在
リ
タ
リ
）*  

*  
〔
七
九
Ａ
〕
を
参
照

 
（
注
　
）
２６
公
布
ヲ

 
（
注
　
）
２７
二
条
ニ

 
（
注
　
）
２８
ノ
訴
〕

〔
〇
五
二
Ｂ
〕

（
記
述
な
し
）

〔
〇
五

長
官

課
長

係

松
原
佐
久
印*  

*  
「
松
原
」
の
丸
朱
印

副

河
野
忠
三
印*  *  *  *  

「
河
野
」
の
丸
朱
印

第
拾
壱
大
區
拾
小
區
□
□
村
農
Ｔ
Ｔ
庄
吉
ヨ
リ
第
七
大
區
三
小
區
□
□
村

士
族
Ｈ
章
左
エ
門
ニ
掛
地
券
状
并
貢
納
割
戻
金
取
戻
一
件
吟
味
書

第
拾
壱
大
區
拾
小
區
周
防
国
吉
敷
郡

□
□
村
□
□
□
□
□
番
地
農

原
告

Ｔ
Ｔ

庄
吉

第
九
大
區
四
小
區
周
防
国
佐
波
郡

三
田
尻
村
千
百
番
地
士
族

右
代
言

村
上

旗
輔

〔
〇
五
三
Ｂ
〕

地
券
状
貢
納
割
戻
金
取
戻
訴
訟

第
七
大
區
三
小
區
周
防
国
都
濃*  
郡

*  

読
み
は

□
□
村
□
□
□
□
番
地
士
族

「
つ
の
」
郡

被
告

Ｈ

章
左
エ
門

第
十
一
大
區
十
小
區
周
防
国
吉
敷*  *  
郡

 
（
注
　
）
２９
三
Ａ
〕

（
　
　
　
）
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録
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三
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至 
同
　
九
（
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七
六
）
年

一
七
二

一
七
二



*  *  

読
み
は
「
よ
し
き
」
郡

□
□
村
□
□
□
□
番
地
農

引
合
人
　
　 
Ｉ 
Ｄ
　
清 
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
一
大
區
十
小
區
周
防
国
吉
敷
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
□
□
□
□
村
□
□
□
□
□
番
地 
農

　
　
　
　
　
　
　
引
合
人

Ｏ
Ｄ
Ｍ

庄
次
郎

〔
〇
五
四
Ａ
〕

右
一
件
遂
吟
味
候
処
左
ノ
通

原
告
代
言
人
村
上
旗
輔
申
立
候
趣
ハ
原
告
庄
吉
ノ
耕
地
□
□
開
作
場
ハ
文
化

十
二

年*  
被
告
Ｈ
章
左
エ
門
先
代
并
Ｋ
Ｓ
権
右
エ
門
築
立
ノ
地
所
ナ
レ
ト
モ
半
途
右
両

名
手

*  

西
暦
一
八
一
五
年

段
絶
可
相
止
処
百
姓
自
力
相
継
開
発
成
就
ス
ル
ニ
付

限
中
ハ
下
作
ニ
テ

年
限
明
文
久
三
年*  *  
ヨ
リ
ハ
自
分
所
有
地
ト
相
心
得
旨
申
之

*  *  

西
暦
一
八
六
三
年

被
告
林
章
左
エ
門
申
立
候
ハ
□
□
村
開
作
ノ
儀
ハ
旧
藩
士
族
Ｓ
Ｄ
、
Ｓ
Ｚ
両

氏ノ
采
地
ニ
テ
文
政
十
年
丁
亥
二
月
亡
父
Ｏ
Ｇ
権
兵
衛
Ｈ
Ｎ
善
三
郎

 

 
自
費
開
拓
願
立
同
三
月
両
氏
ノ
許
可
ヲ

 
（
注
　
）
３０
鍬
下
年

善
三
ハ
熊

門
ニ
譲
リ

谷
五
右
エ

五
右
ハ
河

崎
権
右
エ
門
ニ
譲
リ
即
今
一
半
ハ

章
左
一
半
ハ
権
右
各
地
ヲ
分
テ
所
有
ス

請
ケ
タ
ル
ハ
汐
留

後
二
十
五
年
ノ
鍬
下
ニ
有
之

証
第
壱
号*  *  *  

*  *  *  

本
行
以
下
朱
書
き

〔
五
四
Ｂ
〕

御
願
申
上
候
事

一

小
郡
御
宰
判
深
溝
於
干
泻
ニ
御
屋
敷
表
御
開
作
地
Ｓ
Ｚ
六
郎
左
エ

門
様
御
開
作
地
一
圓
ニ
〆
築
立
仕
度
奉
存
候
間
御
相
談
申
上
候
処

目
論
見
仕
候
様
被
仰
聞
去
春
以
来
御
場
所
追
々
見
合
候
処
元
来

沼
地
ニ
テ
容
易
ニ
築
立
相
成
苦
敷
種
々
内
積
仕
見
都
合
ノ
趣
御
相
談
仕
去

冬
沖
手
ノ
方
石
垣
土
手
ノ
方
其
々
下
地
敷
松
捨
砂
根
座
木
等
ノ
仕
法
ヲ
以

テ
為

試
相
調
見
候
処
且
々
於
只
今
ハ
積
通
相
調
可
申
哉
此
余
入
川
筋
ノ
儀
ハ

別テ
沼
地
且
水
手
旁
莫
太
ノ
儀
ニ
御
座
候
得
共
乍
此
上
手
ヲ
以
テ
相
調

度
奉
存
候
間
左
一
書
ヲ
以
テ
御
願
申
上
候
事

一

鍬
下
年
限
ノ
儀
ハ
汐
留
年
ヨ
リ
往
キ
貮
拾
五
ヶ
年
御
宥
免
被
仰
付

〔
五
五
Ａ
〕

可
被
遣
候
事

別
紙鍬

下
年
限
ノ
儀
ハ
可
為
申
出
通
候
事

一

鍬
下
年
限
明
貮
拾
六
ヶ
年
目
ヨ
リ
石
盛
ノ
儀
田
方
上
中
下
坪
八
斗
臺

畠

（
　
　
　
）

─　　─44

＜

資
　
　
料＞

修
道
法
学
　
四
〇
巻
　
一
号

一
七
一

一
七
一



方
上
中
下
坪
四
斗
八
升
臺
ニ
シ
テ
御
請
可
申
上
候
尤
穂
ノ
木
別
江
当
リ

厚
簿
詮
議
仕
石
盛
帳
仕
出
置
可
申
候
間
年
限
明
ノ
節
右
帳
面

　
　
前
之
通
御
定
被
仰
付
可
被
遣
候
事

　
　
　
但 
田
方
四
ツ
成
畠
方
石
貫
札
銀
上
納
之
事

別
紙鍬

下
年
限
明
石
盛
并
田
畑
物
成
可
為
申
出
通
候
事

〔
五
五
Ｂ
〕

一

鍬
下
年
限
明
候
テ
田
畠
私
共
名
田
勿
論
ノ
儀
ニ
御
座
候
事

別
紙田

畠
名
田
ノ
儀
可
為
申
出
通
候
事

以
下
略
之

右
前
書
ノ
廉
々
被
遣
御
許
容
御
證
拠
物
私
共
銘
々
頂
戴
被
仰
付

被
遣
候
ハ
ヽ
永
秘
藏
仕
度
奉
存
候
間
都
合
三
通
調
上
申
上
候
間
壱

通
宛
御
裏
判
ヲ
以
テ
私
共
ヘ
御
下
渡
被
仰
付
残
一
通
為
後
日
御
屋

敷
被
留
置
被
遣
候
様
旁
宜
敷
奉
願
上
候
以
上

文
政
十
亥
二
月

Ｏ
Ｇ
権
兵
衛
印

Ｈ
Ｎ
善
三
郎
印

〔
五
六
Ａ
〕

Ｍ
Ｎ
清
太
郎
殿

右
前
書
之
通
御
願
申
出
候
間
宜
敷
被
成
御
沙
汰
可
被
遣
候
以
上

Ｍ
Ｎ
清
太
郎

印

Ｊ

順
治

様

Ｙ
Ｄ
清
左
エ
門
様

同
日

Ｙ
Ｄ
清
左
エ
門
印

裏
ニ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｊ
　 
順
　
治
　 
印

　
　
　 
面 
書
ノ
廉
々
詮
議
ノ
上
別
紙
相
調
両
人
江
壱
通
宛
差
下
候
条
其

お
も
て

沙
汰
可
有
之
候
以
上

文
政
十
亥
三
月*  

Ｋ

九
十
九

印

*  

西
暦
一
八
一
三
年

〔
五
六
Ｂ
〕

Ｓ

謙
次
郎

印

Ｊ

順

治

殿

Ｙ
Ｄ
清
左
エ
門
殿*  

*  

本
行
ま
で
朱
書
き

着
手
ノ
末
十
五
年
ヲ
経
弘
化
二
年
乙
巳
七
月*  *  
ニ
至
リ
文
政
十
三
年
庚
寅*  *  *  

汐
留

*  *  

西
暦
一
八
四
五
年

ノ
後
用
水
詮
議
半
途
ニ
障
ヘ
天
保
八
年
丁
酉*  
＊
ニ
至
リ
八
年
間
開
田
渋
滞

ノ
訳
申
立
残
期
十
年
共
当
己
弘
化
二
年
乙
巳
ヨ
リ
来
子
嘉
永
五
年
壬
子
＊
迠
都
合

二
十
年

*  *  *  

西
暦
一
八
三
〇
年

ノ
増
期
ヲ
請
是
亦
許
可
成
リ
タ
ル
次
第
ニ
テ

*  
＊
西
暦
一
八
三
七
年

証
第
二
号
＊*  

＊
西
暦
一
八
五
二
年

御
願
申
上
候
事

＊*  

本
行
よ
り
朱
書
き

一

去
春
御
開
作
御
検
地
就
被
仰
付
候
為
冥
加
熟
毛
穂
ノ
毛
右
御

〔
五
七
Ａ
〕

検
地
辻
貮
拾
九
町
五
反
余
ノ
内
暮
ニ
対
諸
雑
費
江
九
町
五
反
余
引
之
残
テ

（
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（
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録
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）
年

一
七
〇

一
七
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貮
拾
町
ニ
相
当
八
斗
臺
鍬
下
年
限
中
先
三
ツ
成
ノ
見
積
ヲ
以
テ
貮
歩
方
反

別
四
升
八
合
宛
御
馳
走
米
上
納
申
上
度
奉
存
候
尤
廉
有
大
不
熟
年
ハ
格

別
ノ
御
詮
議
被
仰
付
可
被
遣
候
事

一

畠
并
屋
敷
畠
地
ノ
儀
モ
前
断
田
方
ニ
準
シ
高
四
斗
八
升
臺
ノ
割
ヲ

以
テ
貮
歩
方
反
別
九
分
六
厘
宛
御
馳
走
相
備
可
申
候
事

一

鍬
下
ノ
儀
ハ
初
発
御
願
申
上
候
節
文
政
十
亥
年*  
築
留
ニ
テ
貮
拾
五
ヶ

年

*  

西
暦
一
八
二
七
年

鍬
下
ノ
心
得
ヲ
以
テ
御
願
申
出
候
処
御
免
被
仰
付
候
得
共
只
様
築
留
不

得
仕
漸
同
十
三
寅
年
汐
留
仕
候
ニ
付
寅
ヨ
リ
去
辰
迠
十
五
ヶ
年
相
立
未
御

約
束
ノ
年
限
十
ヶ
年
御
座
候
左
候
処
汐
留
後
用
水
御
詮
議
半
途
ニ
テ

〔
五
七
Ｂ
〕

天
保
八
酉
年
迠
八
ヶ
年
ノ
間
田
方
開
立
不
相
成
ニ
付
植
附
少
モ

不
得
仕
猶
又
過
ル
文
政
十
一
子
年
大
破
ノ
節
ハ
御
開
作
一
円
ノ
海
ニ
相
成

仕
戻
普
請
不
得
仕
ニ
付
御
拝
借
ノ
儀
御
願
申
出
候
処
御
時
節
柄

ノ
儀
ニ
付
テ
ハ
御
銀
御
貸
下
不
被
仰
付
ト
ノ
御
事
ニ
テ
往
々
ニ
至
リ

増
鍬
下
ノ
御
見
割
可
被
仰
付
候
段
歎
書
江
御
別
紙
ヲ
以
テ
御
授

相
成
候
儀
モ
御
座
候
ニ
付
彼
是
ノ
御
見
割
ヲ
以
テ
拾
ヶ
年
増
鍬
下

御
免
被
仰
付
可
被
下
候
左
候
ハ
ヽ
下
地
御
奉
書
鍬
下
年
限
残

十
ヶ
年
共
当
巳
ヨ
リ
子
迠
迠
都
合
貮
拾
ヶ
年
被
遣
御
許
容
可
被
遣

候
様
奉
願
候
事

中
略

〔
五
八
Ａ
〕

一

下
札
名
前
ノ
儀
ハ
Ｏ
Ｇ
屋
十
右
エ
門
Ｋ
Ｓ
菊
三
郎
ト
御
改
被
仰
付

可
被
遣
候
左
候
テ
下
百
姓
ノ
儀
ハ
出
入
帳
御
被
成
置
追
々
御

詮
議
被
仰
付
被
遣
候
様
奉
願
候
全
私
共
抱
百
姓
ノ
義
ニ
付
後

年
御
書
下
物
并
地
下
ヨ
リ
諸
願
書
共
ニ
下
百
姓
何
某
ト
書
記
差

出
申
候
左
候
テ
勿
論
地
下
役
ノ
儀
ハ
古
地
同
様
可
為
奉
遂
其
節

候
間
旁
御
聞
届
被
仰
付
被
遣
候
事

右
ノ
廉
々
御
歎
申
出
候
間
願
ノ
通
被
遂
御
許
容
被
遣
候
様

宜
被
仰
上
被
成
御
沙
汰
可
被
下
候
以
上Ｏ

Ｇ

権
兵
衛
印

Ｋ
Ｓ

権
右
エ
門
印

〔
五
八
Ｂ
〕

小
都
合

Ｍ
Ｎ
清
太
郎
殿

御
庄
屋

Ｉ
Ｔ
傳
左
エ
門
殿

右
前
書
ノ
通
御
歎
申
出
候
ニ
付
宜
様
被
成
御
沙
汰
被
遣
候

以
上

庄
屋

Ｉ
Ｔ
傳
左
エ
門
印

小
都
合
Ｍ
Ｎ
清
太
郎

印

Ｙ
Ｄ
清
右
エ
門

殿

Ｎ
Ｇ
彦
右
エ
門

殿

Ｍ
Ｄ
庄
右
エ
門

殿

Ｋ
Ｙ
官
兵
エ

殿

右
前
書
之
通
願
出
候
間
宜
被
成
御
沙
汰
可
被
下
候
以
上

〔
五
九
Ａ
〕

（
　
　
　
）

─　　─46

＜

資
　
　
料＞

修
道
法
学
　
四
〇
巻
　
一
号

一
六
九

一
六
九



Ｋ
Ｙ
官
兵
衛
印

Ｍ
Ｄ
庄
右
エ
門
印

Ｎ
Ｇ
彦
右
エ
門
印

Ｙ
Ｄ
清
左
エ
門
印

裏
ニ面

書
之
通
差
免
候
条
其
沙
汰
有
有
之
候
以
上

Ｈ

平
左
エ
門
印

Ｇ

市
兵
衛

印

宇

称

印

佐

織

印*  

*  

本
行
ま
で
朱
書
き

元
来
該
地
ハ
海
湾
ノ
一
方
ニ
於
テ
石
垣
土
堤
ヲ
築
造
シ
一
面
ノ
陸
地
ト
ナ
ス

〔
五
九
Ｂ
〕

莫
太
ノ
費
用
故
従
テ
年
期
ノ
容
捨
モ
有
リ
尓
後
流
氓
ヲ
募
リ
殖
民
セ
シ

ニ
ハ
汐
留
賃
銀
ヲ
与
ヘ
小
屋
掛
料
牛
馬
代
等
貸
附
返
済
行
届
サ
ル
ニ
至

ル
ハ
棄
捐
ス
ル
分
不
少
従
来
保
護
ノ
上
漸
成
就
ニ
至
リ
タ
ル
モ
ノ
ニ
テ
聊
中
絶

ノ儀
有
ル
無
シ
殊
ニ
嘉
永
二
年
己
酉
四
月*  
開
作
百
姓
共
ヨ
リ
預
作
加
調

等
ノ
明
文
有
ル
連
印
ノ
證
文

*  

西
暦
一
八
四
八
年

証
第
三
号*  *  

*  *  

以
下
の
行
は
朱
書
き

御
請
状
申
上
候
事

中
略

宍
戸
ノ

家
老
ノ
ヨ
シ

Ｓ ｉＳ ｕ

一

田
方
永
定
免
現
地
反
別
土
貢
米
壱
石
ノ
御
預
ケ
作
ニ
テ
御
見
詰

ニ
被
仰
付
度
ト
ノ
御
事
ニ
御
座
候
得
共
未
御
開
作
一
円
熟
薄

〔
六
〇
Ａ
〕

ノ
御
目
途
モ
難
相
立
ニ
テ
此
度
地
下
御
役
人
衆
中
被
仰
談
御
屋
敷
表

御
伺
ノ
上
先
九
年
ノ
御
預
ケ
免
ニ
御
聞
済
被
仰
付
ト
ノ
御
事
重
畳

被
仰
渡
奉
得
其
旨
候
於
後
年
御
開
作
地
端
々
迠
田
地
及
熟
毛

候
節
ハ
岡
屋
佐
山
御
領
分
并
江
崎
深
溝
両
御
開
作
類
地
ノ
預

ケ
作
ニ
モ
御
引
合
セ
被
仰
付
其
節
下
百
姓
中
難
渋
ノ
筋
モ
無
御

座
事
ニ
候
ヘ
ハ
御
物
筋
被
仰
談
候
上
ハ
少
々
増
加
調
ノ
御
請
江
モ

仕
候
様
ト
ノ
御
事
奉
畏
候
勿
論
廉
立
候
御
事
ニ
候
ヘ
ハ
不
法
ノ

御
断
ハ
申
上
間
敷
候
間
右
様
御
聞
届
被
成
置
可
被
遣
候
事

中
略

一

畠
方
永
代
定
免
現
地
反
別
麦
綿
代
銀
ヲ
銀
単
ニ
〆
三
拾
五
匁

〔
六
〇
Ｂ
〕

ヲ
御
預
ケ
作
被
仰
付
度
ト
ノ
御
事
ニ
ハ
御
座
候
得
共
未
厚
薄
ノ
御

見
詰
未
定
ニ
付
田
方
振
相
ヲ
以
テ
先
銀
三
拾
目
ノ
御
預
ケ
免
ニ
御
聞
済

被
仰
付
ト
ノ
御
事
奉
得
其
旨
候
追
年
一
䋆
熟
地
ニ
相
成
候
節
ハ

田
方
同
様
増
加
調
銀
ノ
御
請
仕
候
様
ニ
ト
ノ
御
事
勿
論
御
見
割
ヲ

以
テ
被
仰
掛
候
儀
ハ
下
百
姓
中
迷
惑
筋
モ
無
御
座
候
得
者
御
請

可
申
事

一

下
百
姓
中
御
開
作
内
現
軒
相
立
居
候
部
ハ
屋
敷
地
ノ
御
納
所

現
畝
数
ニ
当
リ
当
酉
年
ヨ
リ
亥
年
迠
徃
拾
五
ヶ
年
ノ
間
現
麦
御

（
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納
所
御
宥
免
被
仰
付
畠
壱
反
ニ
付
銀
拾
匁
ノ
御
定
ニ
被
仰
付
ト
ノ

御
事
猶
十
六
ヶ
年
目
ヨ
リ
ハ
永
年
定
免
土
貢
麦
壱
年
貮
升
銀
拾

〔
六
一
Ａ
〕

匁
ノ
上
御
定
被
仰
付
段
重
畳
被
仰
渡
御
心
入
ノ
御
事
難
有
奉

存
奉
得
其
旨
候
事

一

水
当
給
出
米
之
事

一

御
開
作
井
手
関
人
夫
仕
役
ノ
事

一

道
橋
取
繕
小
溝
堀
浚
等
ノ
事

一

御
米
藏
米
御
普
請
御
役
人
様
并
ニ
御
地
頭
様
方
御
出
入
ノ
節

其
外
現
御
役
目
ハ
勿
論
諸
普
請
所
仕
役
等
ノ
儀
ハ
私
共
罷
出
相
勤

可
申
候
尤
定
役
賃
銀
ノ
儀
ハ
相
応
ニ
被
立
遣
ト
ノ
御
事
奉
畏
候
事

右
此
度
御
開
作
田
畠
永
年
預
作
納
所
御
米
銀
定
前
書
之
通
廉
々

御
定
被
仰
付
候
段
重
畳
被
入
御
念
被
仰
渡
奉
得
其
意
候
左
御
座

〔
六
一
Ｂ
〕

候
ヘ
ハ
向
後
御
領
法
相
守
猶
御
地
頭
ノ
御
定
辻
少
モ
違
背
申
上
間
敷

候
自
然
私
共
下
作
中
無
拠
難
渋
出
来
就
仕
組
筋
ニ
譲
合
等
仕
候
節

ハ
是
迠
ノ
御
仕
法
ノ
譲
状
其
主
江
相
渡
候
節
前
書
ノ
廉
々
連
綿

仕
候
様
手
堅
申
伝
可
仕
候
依
テ
私
共
一
紙
連
印
ヲ
以
テ
御
請
状
調

上
申
候
以
上

嘉
永
二
年
酉
四
月*  

百
姓
連
名

*  

西
暦
一
八
四
九
年

清
吉
印

在
中
以
下
名
略
之

〔
六
二
Ａ
〕

右
北
ノ
江
御
開
作
前
条
之
通
御
仕
法
治
定
ニ
付
御
請
状

被
仰
付
地
下
人
別
御
請
印
為
仕
差
出
置
申
候
以
上

年
寄

市
右
エ
門

印

吉
屋
銀
藏

印

庄
屋

Ｉ
Ｔ
傳
右
エ
門
印*  

*  

本
行
ま
で

受
取
所
有
致
シ
聊
紛
雑
無
之
旨
申
之

朱
書
き

右
原
告
申
立
ル
中
絶
ノ
時
被
告
ニ
於
テ
抛
棄
シ
原
告
〔
ニ
〕
於
テ
譲
受
タ
ル

契
約
無
キ
ハ
勿
論
旧
役
場
ヘ
届
願
等
モ
無
ク
況
ン
ヤ
被
告
〔
ニ
〕
於
テ

〔
六
二
Ｂ
〕

文
政
十
年
丁
亥*  
三
月
汐
留
後
二
十
五
年
ノ
鍬
下
ヲ
許
サ
レ
十
五
年
ヲ

*  

西
暦
一
八
二
七
年

経
弘
化
二
年
乙
巳*  *  
七
月
ニ
至
リ
更
ニ
八
年
ヲ
加
ヘ
都
合
二
十
ヶ
年
ノ
増

期

*  *  

西
暦
一
八
四
五
年

ヲ
請
フ
願
文
ニ
明
許
ヲ
得
嘉
永
二
年
巳
酉*  *  *  
四
月
開
作
百
姓
ヨ
リ

*  *  *  

西
暦
一
八
四
九
年

預
作
見
詰
云
々
先
九
年
ノ
預
ケ
免
又
増
シ
加
調
ヲ
可
受
等
ノ
小
作

明
文
ア
ル
連
印
證
文
ヲ
請
取
置
中
絶
ノ
跡
可
徴
ナ
キ
ハ
依
然
タ

ル
下
作
人
ナ
ル
ヲ
以
テ
申
分
難
相
立
事

 （
注
　
）
３１
畔
頭

（
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原
告
〔
ニ
〕
於
テ
被
告
章
左
エ
門
〔
ニ
〕
於
テ
地
券
状
願
取
自
分
江
ハ
渡
呉
レ

ス
明
治
六

年
地
価
税
改
正
以
後
代
米
割
戻
金
其
侭
所
得
シ
旁
不
当
ニ
付
屡
々
掛

合
ヘ
ト
モ
地
主
ト
主
張
シ
戸
長
役
場
ニ
テ
モ
下
作
人
ト
取
調
相
成
ル
ハ
難
心

〔
六
三
Ａ
〕

得
旨
申
之

被
告
〔
ニ
〕
於
テ
自
分
名
田
ニ
相
違
無
キ
ヨ
リ
期
明
以
来
指
揮
ノ
如
ク
貢
進
怠

リナ
ク
明
治
三
年
庚
午*  
采
地
返
上
モ
唯
ニ
采
主
Ｓ
Ｄ
氏
ニ
係
リ
タ
ル
儀
ニ
テ

開

*  

西
暦
一
八
七
〇
年

拓
願
主
自
分
ニ
於
テ
ハ
山
口
藩
ニ
願
続
許
可
相
成
リ

証
第
十
号*  *  

*  *  

以
下
の
行
は
朱
書
き

御
願
申
上
候
事

御
当
郡
小
郡
□
□
村
北
ノ
江
御
開
作
采
地
御
奉
還
ニ
付
テ
ハ
御

開
作
地
一
統
御
蔵
入
被
仰
付
奉
得
其
旨
候
右
ニ
付
御
開
作
御
仕

法
ノ
廉
々
巨
細
御
願
可
申
出
筈
ノ
処
未
下
方
申
談
半
途
ノ
趣
有
之

十
口
ノ
内
当
秋
田
方
刈
取
其
外
差
閊
ノ
儀
出
来
仕
候
ニ
付
差
向
取

〔
六
三
Ｂ
〕

捌
筋
ノ
儀
ハ
諸
事
是
迠
行
形
ヲ
以
テ
御
沙
汰
被
仰
付
被
遣
候

様
奉
願
候
左
被
仰
付
被
遣
候
ヘ
ハ
田
方
刈
取
御
米
御
上
納
等

ノ
差
閊
無
御
座
地
下
中
仕
合
ノ
儀
ニ
奉
存
候
間
此
段
宜
敷
被

仰
出
被
成
御
沙
汰
可
被
下
候
以
上

午
ノ
九
月

御
開
作
築
立
銀
主

Ｋ
Ｓ

権
右
エ
門
印

同

Ｈ
　
　
章
左
エ
門 
印

　
　
　
　
　
　
　
畔
頭
　 
和
吉 
殿

　
右
前
書
ノ
通
御
願
申
出
候
間
此
段
宜
敷
被
成
御
沙
汰
可

　
被
下
候 
以
上

　
　
同
　
日
　
　
　
　
　
　
　
　
畔
頭

和
吉

印

〔
六
四
Ａ
〕

御
庄
屋

Ｋ
Ｍ
Ｄ
忠
四
郎

殿

右
前
書
之
通
御
願
申
出
候
間
此
段
宜
敷
被
成
御
沙
汰
可
被

下
候
以
上

庄
屋

Ｋ
Ｍ
Ｄ
忠
四
郎
印

大
庄
屋

Ｈ
Ｍ
次
郎
兵
衛
殿

右
前
書
之
通
申
出
候
間
被
成
御
沙
汰
可
被
遣
候
以
上

大
庄
屋

Ｈ
Ｍ
次
郎
兵
衛
印

Ｕ
Ｎ
武
左
エ
門
殿

Ｈ
Ｔ
淳
藏

殿

別
紙

〔
六
四
Ｂ
〕本

書
当
年
ノ
役
ハ
差
向
儀
ニ
付
先
ツ
行
形
ノ
通
リ
申
付
候

尤
手
子
ノ
者
出
勤
等
ハ
不
申
付
候
条
於
下
ニ
折
合
能
可
令

取
捌
ノ
事*  

*  

本
行
ま
で
朱
書
き

所
有
ノ
権
更
ニ
移
転
無
ク
同
六
年
無
故
障
地
券
申
請
尋
テ
地
価
税
ニ

（
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判
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及
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類
ス
ル
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（
一
八
七
六
）
年

一
六
六

一
六
六



改
リ
代
米
納
割
戻
金
下
附
相
成
ル
ハ
地
主
タ
ル
自
分
ヨ
リ
貢
進
セ
シ
民

費
ノ
余
贏
ニ
付
自
由
ニ
進
退
セ
シ
儀
ニ
テ
固
ヨ
リ
小
作
人
ニ
与
ラ

サ
ル
儀
故
引
渡
サ
ヽ
ル
旨
申
之

右
原
告
於
テ
既
ニ
地
主
ノ
証
ナ
キ
ヨ
リ
請
求
ノ
権
ア
ラ
サ
ル

ニ
付
申
分
難
相
立
事

〔
六
五
Ａ
〕

原
告
〔
ニ
〕
於
テ
右
ハ
畔
頭
Ｆ
Ｙ
治
助
所
持
慶
応
三
丁
卯*  
坪
付
帳
ニ
テ
所
有

地
判
然
致
ス
旨
申
之

*  

西
暦
一
八
六
七
年

被
告
〔
ニ
〕
於
テ
坪
附
相
成
ル
ハ
慶
応
二
年
丙
寅
九
月*  *  
ニ
テ
Ｏ
Ｇ
屋
十
右
エ

門
即

*  *  

西
暦
一
八
六
六
年

亡
父
名
宛
開
作
鍬
下
年
限
満
ニ
付
田
畠
石
盛
被
仰
付
候
旨
明
文
ノ
庄
屋

Ｗ
Ｎ
小
市
郎
畔
頭
Ｆ
Ｙ
治
助
調
印
ノ
下
札
申
受
ル
旨
申
之

証
第
九
号*  *  *  

*  *  *  

本
行
以
下
は
朱
書
き

吉
敷
郡
小
郡
□
□
村
□
□
□
御
開
作
田
畠
御
物
成
春
定
下
札

Ｏ
Ｇ
屋
十
右
エ
門

中
略

〔
六
五
Ｂ
〕

九
ノ
二
印*  

*  

一
行
目
肩
に
注
書
き

一

田
壱
反
四
畝
拾
壱
歩
ハ
壱
石
六
斗
五
升
弐
合

一

田
壱
反
九
畝
三
歩
ハ
貮
石
貮
斗
九
升
貮
合

四
筆
略

　
　
以
上 
田
数
壱
町
八
畝
拾
壱
歩

 
高
拾
壱
石
七
斗
壱
升
三
合

中
略

括
リ

一

田
畠
数
三
拾
三
町
六
反
五
畝
壱
歩

一

高
貮
百
五
拾
四
石
貮
斗
八
升
七
合

　
　
　 
内 
畠
数
四
町
七
反
九
畝
五
歩

　
　
　
　  
高
弐
拾
三
石

〔
六
六
Ａ
〕

　
　
残 
田
数
貮
拾
八
町
八
反
五
畝
二
十
六
歩

　
　
　 
高
貮
百
三
拾
壱
石
貮
斗
八
升
七
合

　
　
　
　
　
中
略

　
　
朱
合
八
拾
四
石
三
斗
七
升
五
合
五
勺

貢
米
高

畠
高
二
十
三
石

銀
貮
百
三
拾
匁

石
貫
畠
銀

現
高
二
百
五
十
四
石
貮
斗
八
升
七
合

銀
五
拾
五
匁
九
分
四
厘
三
毛

浮
役
銀

朱
合
貮
百
八
拾
五
匁
九
分
四
厘
三
毛

貢
銀
高

右
吉
敷
郡
□
□
村
□
□
□
御
開
作
鍬
下
年
限
満
ニ
付
田
畠
御
石

盛
被
仰
付
四
方
未
熟
地
ニ
不
相
成
候
間
当
寅
ノ
年
ヨ
リ
来
ル
午

〔
六
六
Ｂ
〕

（
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ノ
年
迠
免
違
ノ
御
詮
議
被
仰
付
候
辻
前
書
ノ
通
ニ
御
座
候
尚

未
ノ
春
定
ヨ
リ
ハ
又
々
免
直
リ
ヲ
モ
被
仰
付
候
節
ハ
其
辻
ヲ
以

御
米
銀
御
開
済
可
申
上
候
如
件

慶
応
寅
ノ
九
月*   

 *  

慶
応
二
（
一
八
六
六
）
年

畔
頭

Ｆ
Ｙ
治
助

印

庄
屋

Ｗ
Ｎ
小
市
郎
印

右
前
書
之
通
廉
々
清
算
引
合
相
違
無
御
座
候
以
上

同
日

小
都
合

Ｍ
Ｎ
利
吉

印*  

*  

本
行
ま
で
朱
書
き

右
被
告
〔
ニ
〕
於
テ
其
前
年
ニ
成
リ
タ
ル
庄
屋
畔
頭
調
印
ノ
下
札

〔
六
七
Ａ
〕所

持
ス
ル
ニ
付
原
告
申
分
難
相
立
事

原
告
〔
ニ
〕
於
テ
耕
作
地
ノ
内
字
九
ノ
二
反
別
貮
反
歩
ハ
安
政
三
年
辰
十
二

月*  

*  

西
暦
一
八
五
六
年

同
所
百
姓
清
吉
儀
兵
衛
両
人
ヨ
リ
永
代
買
受
ル
地
ニ
テ
当
時
被
告
取

建
置
ク
本
固
屋
ト
称
ス
ル
取
扱
所
ヨ
リ
奥
書
調
印
モ
申
受
自
分

共
所
有
地
相
違
無
之

永
代
売
渡
申
田
地
之
事*  *  

*  *  

本
行
よ
り
朱
書
き

一

九
ノ
二

田
貮
反

代
銀
七
百
拾
四
匁
五
ト
二

右
者
私
近
年
不
作
打
続
御
上
納
方
御
未
進
ニ
相
成
御
座

〔
六
七
Ｂ
〕

候
ニ
付
前
書
ノ
田
地
貴
殿
江 
永
代
売
渡
代
銀
慥
ニ
受
取
御
上

　
　
納
相
済
シ
明
白
ニ
御
座
候
然
ハ
至
後
年
ニ
私
儀
ハ
不
及
申
脇
筋

　
　
ヨ
リ
モ
子
々
孫
々
ニ
至
ル
迠
否
申
者
無
御
座
候
為
其
〆
リ
請

　
　
人
ヲ
立
其
上
御
開
作
証
人
百
姓
衆
御
奥
書
尚
御
地
頭
ノ
御

　
　
聞
届
御
印
形
取
揃
進
置
申
処
仍
テ
証
文
一
筆
如
件

　
　
　
安
政
三
年
　
　
　
　
　
　
　
　
売
主

清

吉
印

辰
十
二
月
日

同

儀
兵
衛
印

請
人

庄
次
郎
印

儀
右
エ
門
殿

右
前
書
ノ
通
後
年
聊
出
来
候
節
ハ
速
ニ
取
捌
可
申
付

〔
六
八
Ａ
〕

候
以
上

同
日

御
開
作
証
人
百
姓

兵

藏
印

同

清

七
印

右
前
書
ノ
通
無
紛
聞
届
申
候
以
上

同
日

Ｏ
Ｇ
元
固
屋

判*  

*  

本
行
ま
で
朱
書
き

尤
鍬
下
中
納
来
期
明
後
貢
進
等
ハ
被
告
方
江
納
タ
ル
ヿ
無
之
従
来
村
役
人

畔
頭
江
貢
納
証
書
取
書
タ
レ
ハ
自
分
ヨ
リ
貢
進
相
勤
ル
ハ
無
相
違

且
追
々
規
定
書
等
調
印
致
来
ル
モ
愚
昧
ノ
細
民
請
求
ノ
次
第
ヲ
不

（
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）
年
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四
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四



弁
圧
制
セ
ラ
ル
ヽ
ニ
テ
心
服
セ
シ
儀
一
円
無
之
開
作
尓
来
願
届
等

ハ
致
サ
ヽ
レ
ト
モ
自
力
開
拓
ノ
田
畠
ニ
シ
テ
地
頭
築
立
ノ
入
費
抔
ハ
年
限

中
十
分
弁
済
シ
タ
ル
筋
ニ
付
即
今
地
券
并
割
戻
金
引
渡
所
有
ノ

〔
六
八
Ｂ
〕

権
保
全
セ
ン
ヲ
請
求
ス
ル
旨
申
之

被
告
〔
ニ
〕
於
テ
原
告
買
受
ノ
字
九
ノ
二
田
貮
反
ノ
證
文
ニ
自
分
開
拓
取
扱

ノ
元
固
屋
ヨ
リ
聞
届
ノ
調
印
シ
タ
ル
ハ
嘉
永
二
年*  
契
約
ニ
是
迠
仕
法

*  

西
暦
一
八
四
九
年

申
伝
下
作
譲
渡
可
致
ト
明
文
有
之
通
百
姓
共
融
通
ノ
為
下
作
譲

渡
ヲ
聞
届
ケ
タ
ル
儀
ニ
テ

証
第
三
号
末
項
明
文
ア
リ
掲
前
略
之*  *  
*  *  

本
行
は
朱
書
き

奥
書
ニ
押
用
セ
シ
印
判
ニ
百
姓
譲
合
窮
ト
彫
刻
セ
シ
ハ
其
證
ニ
有
之
処

*  *  *  

*  *  *  

朱
の
丸
印

〔
六
九
Ａ
〕

出
張
為
致
置
者
魯
鈍
ノ
細
民
ニ
付
稀
ニ
ハ
永
代
売
渡
等
ノ
文
字

有
之
ト
モ
相
互
ニ
心
附
ス
一
様
ニ
調
印
致
ス
モ
当
時
地
主
下
作
ノ
分
判
然

更
ニ
紛
議
無
之
ヨ
リ
自
然
粗
忽
相
生
ス
ル
中
ノ
一
紙
ニ
有
之
既
ニ
原

告
庄
吉
儀
ハ
此
外
同
様
ノ
田
預
ケ
置

百
譲
合
窮

姓

証
無
号*  

*  
「
第
六
｣
を
「
無
｣
に
墨
書
き
で
訂
正

な
お
、
本
行
以
下
は
朱
書
き

明
治
六
酉
年*  *  
庄
吉
分
米
算
用
写
シ

*  *  

西
暦
一
八
七
三
年

田
数
三
反
貮
畝
廿
三
斗
六
九
五
免

一

納
米
貮
石
貮
斗
七
升
七
合
貮
勺
八
才

庄
吉

〃

弐
反
幾
右
エ
門
分

一

同

壱
石
八
斗

〆
四
石
七
升
七
合
弐
勺
八
才

以
下
略*  *  

*  *  

本
行
ま
で
朱
書
き

〔
六
九
Ｂ
〕

明
治
七
年
十
二
月
モ
下
作
株
仕
来
ノ
通
質
入
譲
合
等
差
許
可
呉
云
々
ノ

證
文
差
越
置

証
第
六
号*  

*  

第
「
七
」
を
墨
書
き
で
訂
正

申
上
候
事

本
行
以
下
は
朱
書
き

近
来
御
開
作
中
ニ
モ
色
々
御
座
候
テ
従
前
御
預
ケ
作
御
約
定
申

上
候
処
作
人
中
ノ
内
ニ
モ
不
条
理
申
上
候
族
御
座
候
趣
ニ
付
当
度
古
来

ノ
御
規
則
融
通
為
弁
理
ノ
下
作
株
仕
組
建
ニ
就
テ
ハ
質
入
譲
合
又
ハ
賴

若
質
入
ニ
モ
仕
来
候
処
證
人
衆
尚
御
地
頭
御
聞
印
一
䋆
御
差
止
被

仰
付
然
ル
処
私
共
御
約
定
申
上
候
ノ
御
上
納
向
ハ
是
迠
ハ
勿
論
以

来
無
相
違
御
収
仕
候
間
何
卒
行
形
ノ
通
御
調
印
御
免
被

〔
七
〇
Ａ
〕

下
候
ハ
ヽ
難
有
仕
合
ニ
奉
存
候
後
日
心
底
無
相
違
一
札
差
上
申

（
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所
如
件

明
治
七
年
戌
ノ
十
二
月*  

Ｔ
Ｔ

庄
吉
印

證
人
百
姓
　
Ｗ
Ｎ 
平
助 
殿 

*  

西
暦
一
八
七
四
年

同

Ｓ
Ｔ
和
助
殿

右
前
書
ノ
通
申
出
候
間
御
聞
届
被
下
候
以
上

同
日

證
人
百
姓

Ｗ
Ｎ
平
助
印

同

Ｓ
Ｔ
和
助
印

Ｈ
御
會
所
様*  

*  

本
行
ま
で
朱
書
き

尓
来
聊
故
障
無
之
処
右
貮
反
ノ
ミ
売
渡
ノ
文
字
有
之
ヨ
リ
條
ニ
掲

〔
七
〇
Ｂ
〕

ケ
出
シ
所
有
抔
ト
難
題
申
掛
ル
ハ
曾
テ
無
謂
儀
ニ
付
自
分
所
有
ノ
権

不
失
原
告
下
作
ノ
義
務
相
尽
ス
可
キ
ヲ
請
求
ス
ル
旨
申
之

右
ニ
付
売
渡
證
書
掲
載
ノ
證
人
相
糺
処
売
主
清
吉
死
儀

兵
衛
即
今
存
亡
不
知
兵
藏
死
庄
治
郞
清
七
具
状
左
ノ
通

申
上
候
事*  

*  

本
行
以
下
朱
書
き

過
ル
安
政
三
辰
ノ
十
二
月*  *  
字
九
ノ
二
田
貮
反
先
作
人
清
吉
ヨ
リ
幾
右

エ
門

*  *  

西
暦
一
八
五
五
年

江
永
代
売
渡
證
文
江
證
人
百
姓
ニ
テ
奥
印
致
候
心
得
御
尋
ニ
付

申
上
候

一

元
来
開
作
持
主
Ｈ
章
左
エ
門
抱
ノ
土
地
ニ
候
処
為
融
通
鋤

〔
七
一
Ａ
〕

起
料
ヲ
以
テ
下
作
譲
合
ノ
規
則
被
相
定
候
ニ
付
差
閊
ノ
者
仕
組
立

ノ
節
譲
合
ノ
証
書
江
印
形
致
呉
候
様
先
作
人
ヨ
リ
申
出
ニ
付
元

　
　
證
人
百
姓
相
勤
候
節
私
共
調
印
仕
其
上
地
頭
ノ
聞
印
相

成
候
テ
下
作
名
前
改
替
相
成
候
心
得
ニ
テ
調
印
仕
候

一

御
未
進
御
上
納
ト
有
之
候
処
ハ
下
作
ノ
者
ヨ
リ
地
頭
ノ
Ｈ
章

左
エ
門
ヨ
リ
御
貢
納
相
成
候
ト
心
得
居
候

一

御
地
頭
ト
開
作
築
立
主
Ｈ
章
左
エ
門
田
地
ニ
付
地
頭
ト
心
得

居
申
候

右
ノ
通
リ
ニ
御
座
候

第
十
一
大
區
□
□
村

〔
七
一
Ｂ
〕

□
□
□
□
番
地
農

明
治
九
年
二
月
十
四
日

Ｉ
Ｄ
清
七
印

第
十
大
區
十
一
小
區
上
竪
小
路
町
商

代
書
人

吉
永
清
治
印

第
十
一
大
區
十
小
區
・
・
・

・
・
・
・
・
・

農

Ｏ
Ｄ
Ｍ
庄
次
郎

申
口

自
分
儀
□
□
□
□
村
Ａ
Ｋ
清
吉
□
□
村
農
儀
兵
衛
兄
弟
ノ
者

〔
七
二
Ａ
〕

（
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ハ
兼
テ
懇
意
罷
在
安
政
三
年
辰
十
二
月*  
両
人
ヨ
リ
遠
里
ニ
耕
地
抱
居
不

*  

西
暦
一
八
五
六
年

弁
理
ニ
付
売
払
可
呉
預
賴
北
ノ
江
開
作
村
農
Ｔ
Ｔ
庄
吉
江
申
談
代

金
七
百
拾
四
匁
五
分
ニ
テ
田
貮
反
売
渡
永
代
証
文
ニ
請
人
ニ
相
立
未
納

借
財

等
為
取
片
付
候
然
ル
ニ
此
度
庄
吉
ヨ
リ
出
訴
ニ
付
売
渡
ノ
節
両
人
ノ

者
名
田
ト
心
得
候
哉
ノ
御
吟
味
相
成
候
得
共
開
作
地
鍬
下
中
并
石
盛
ノ

前
後
等
ハ
不
心
附
唯
々
両
人
共
名
田
ト
心
得
候
ヨ
リ
証
人
百
姓
并
地

頭
ヨ
リ
建
置
候
小
川
元
固
屋
等
ニ
売
渡
証
文
持
参
聞
済
印

取
ノ
引
渡
候
儀
ニ
有
之
其
前
ノ
次
第
ハ
一
円
心
得
不
申
候
事

右
之
通
相
違
無
御
座
候
以
上

右

〔
七
二
Ｂ
〕明

治
九
年
二
月
廿
四
日

Ｏ
Ｄ
Ｍ
庄
次
郎
印*  

*  

本
行
ま
で
朱
書
き

右
原
告
證
書
中
上
納
ナ
ル
者
ハ
貢
納
ニ
非
ス
開
拓
主
ニ
納
ム
ル
納
米

ナ
リ
鍬
下
年
限
中
僅
ノ
馳
走
米
ヲ
納
ム
ル
ト
雖
ト
モ
開
拓
主
Ｏ
Ｇ
ト
采

主
Ｓ
Ｄ
ト
ノ
約
ニ
シ
テ
貢
納
ナ
ル
モ
ノ
ナ
シ
故
ニ
作
人
ノ
出
ス
処
開
拓

主所
得
ニ
シ
テ
貢
納
ト
目
ス
可
ラ
ス
地
頭
ナ
ル
者
ハ
采
主
ニ
非
ス
地
主
ノ

謂ナ
リ
Ｏ
Ｇ
ノ
采
主
ニ
非
サ
ル
ハ
勿
論
嘉
永
二
年*  *  
ノ
証
文
中
Ｓ
Ｄ
ヲ
目

シ
テ

*  *  

西
暦
一
八
四
九
年

領
主
ト
シ
Ｏ
Ｇ
ヲ
地
頭
ト
指
其
分
判
然
タ
リ
百
姓
所
有
地
ヲ
売

買
ス
ル
ニ
庄
屋
畔
頭
等
保
証
ス
ル
例
ニ
同
視
ス
ル
ヲ
得
ス
同
證
中
所

謂
是
迠
仕
法
ノ
譲
状
式
ニ
依
リ
地
主
限
リ
下
作
ノ
譲
渡
ヲ
允
了

〔
七
三
Ａ
〕

セ
シ
者
ト
シ
況
ン
ヤ
被
告
ヨ
リ
清
吉
等
ニ
売
渡
シ
タ
ル
証
跡
ナ

キ
ヲ
ヤ
唯
ニ
売
ノ
一
字
ヲ
挙
テ
原
告
所
有
ヲ
証
ス
ル
申
分

ハ
難
相
立
依
テ
被
告
地
主
原
告
ハ
小
作
人
證
文
ハ
小
作
譲
渡

ヲ
徴
ス
ル
者
ト
心
得
ヘ
シ

右
之
通
相
見
込
候
条
別
紙
裁
許
書
ノ
通
申
渡
可
然
乎

相
伺
候
也

明
治
九
年
三
月

日

〔
七
三
Ｂ
〕

（
記
述
な
し
）

〔
七
四
Ａ
〕

裁
許
言
渡
書
案

周
防
國
吉
敷
郡
□
□
村
農
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原
告
人
　

Ｔ
Ｔ

庄
吉

周
防
國
佐
波
郡
三
田
尻
村
士
族

右
代
言
人
　
　
村 
上
　
旗 
輔

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
周
防
國
都
濃
郡
□
□
村 
士
族

　
　
　
　
　
　
　
　
　
被
告
人

Ｈ

章
左
エ
門

地
券
状
貢
納
割
戻
金
取
戻
ノ
訴
訟
遂
吟
味
処

原
告
訴
フ
ル
趣
ハ
自
分
耕
地
深
溝
開
作
場
ハ
文
化
十
二
年*  
被
告
先
代
并

*  

西
暦
一
八
一
五
年

Ｋ
Ｓ
権
右
エ
門
築
立
ノ
地
所
ナ
レ
ト
モ
半
途
右
両
名
手
段
絶
可
相
止
ヲ
百
姓

〔
七
四
Ｂ
〕

自
力
相
継
開
発
成
就
ス
ル
ニ
付
鍬
下
年
限
中
ハ
下
作
ニ
テ
年
限
明
文
久
三

年*  
ヨ
リ
ハ
自
分
所
有
地
ト
相
心
得
タ
ル
ニ
被
告
〔
ニ
〕
於
テ
ハ
地
券
状
願
ヒ
主

取
自

*  

西
暦
一
八
六
三
年

分
江
ハ
渡
呉
レ
ス
明
治
六
年
地
価
税
改
正
以
後
代
米
割
戻
金
其
侭
所

得
セ
ラ
ル
ヽ
ハ
不
当
ニ
付
畔
頭
Ｆ
Ｙ
治
助
所
持
慶
応
三
年
丁
卯*  *  
坪
付

*  *  

西
暦
一
八
六
七
年

帳
ニ
拠
テ
審
判
ヲ
得
度
且
耕
地
ノ
内
字
九
ノ
二
反
別
貮
反
歩
ハ
安
政
三
年

辰
十
二
月*  *  *  
深
溝
百
姓
清
吉
儀
兵
衛
両
人
ヨ
リ
永
代
買
受
ル
地
ニ
テ
当
時

*  *  *  

西
暦
一
八
五
六
年

被
告
取
建
置
ク
元
固
屋
ト
称
ス
ル
取
扱
所
ヨ
リ
奥
書
調
印
モ
申
受
自

分
所
有
地
相
違
無
之
尤
鍬
下
中
納
米
期
明
後
貢
進
等
ハ
被
告

方
江
納
タ
レ
ト
モ
従
来
ノ
続
ニ
テ
唯
被
告
ノ
手
ヲ
経
ル
ノ
ミ
追
々
規

定
書
調
印
シ
来
ル
ハ
愚
昧
ノ
細
民
請
求
ノ
次
第
ヲ
不
弁
圧

〔
七
五
Ａ
〕

制
セ
ラ
ル
ヽ
ニ
テ
更
ニ
心
服
セ
ス
開
作
尓
来
願
届
等
ハ
致
サ
ヽ
レ
ト
モ
自
力

開
拓
ノ
田
畠
ニ
シ
テ
地
頭
築
立
ノ
入
費
ハ
年
限
中
十
分
弁
償
済
タ

ル
筋
ニ
付
地
券
状
并
割
戻
金
引
渡
所
有
ノ
権
保
全
セ
ン
ヲ
請
求
ス
ル

旨
申
出
タ
リ

被
告
答
ル
所
ハ
該
地
ハ
旧
山
口
藩
士
族
Ｓ
Ｄ
、
Ｓ
Ｚ
両
氏
ノ
采

地
ニ
テ
文
政
十
年
丁
亥*  
二
月
亡
父
Ｏ
Ｇ
権
兵
衛
Ｈ
Ｎ
善
三
郎

*  

西
暦
一
八
二
七
年

自
費
開
拓
願
主
同
三
月
両
氏
ハ
許
可
ヲ
請
ケ
着
手
シ
弘
化

二
年
乙
酉
七
月*  *  
猶
八
年
ノ
増
期
ヲ
得
タ
ル
モ
ノ
ニ
テ
其
土
海
湾
ノ

*  *  

西
暦
一
八
四
五
年

一
方
ニ
於
テ
石
垣
土
堤
ヲ
築
造
シ
一
面
ノ
陸
地
ト
ナ
ス
莫
太
ノ

費
用
ナ
ル
ヲ
以
テ
年
期
ノ
容
捨
モ
有
之
尓
後
流
氓
ヲ
募
リ

〔
七
五
Ｂ
〕

殖
民
セ
シ
ニ
ハ
汐
留
賃
銀
ヲ
与
ヘ
小
屋
掛
料
牛
馬
代
等
貸
附

返
済
行
届
サ
ル
ニ
至
ル
ハ
棄
捐
ス
ル
分
不
少
従
来
保
護
ノ
上
漸

成
就
ニ
至
リ
タ
ル
モ
ノ
ニ
テ
聊
〔
モ
〕
中
絶
ノ
儀
無
之
殊
ニ
嘉
永
二
年
己
酉
四

月*  
*  

西
暦
一
八
四
九
年

開
作
百
姓
共
ヨ
リ
預
作
加
調
等
ノ
明
文
有
ル
連
印
ノ
證
文
受
取

紛
雑
ノ
儀
無
之
自
分
名
田
ナ
ル
ヨ
リ
期
明
以
来
指
揮
ノ
如
ク
貢
進

怠
リ
ナ
ク
明
治
三
年
庚
午*  *  
Ｓ
Ｄ
氏
采
地
ヲ
奉
還
ス
ル
ノ
際
山
口

（
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*  *  

西
暦
一
八
七
〇
年

藩
ニ
願
続
旧
ノ
如
ク
許
可
相
成
所
有
ノ
権
更
ニ
移
転
ナ
ク
同

六
年
地
券
状
申
請
ケ
尋
テ
地
価
税
ニ
改
リ
代
米
納
割
戻
金
下
附

相
成
ル
ハ
地
主
タ
ル
自
分
ヨ
リ
貢
進
セ
シ
民
費
等
ノ
余
贏*  *  *  
ニ
付
自
由

*  *  *  

贏
（
え
い
）
は
、
余
り
の
意
。

ニ
進
退
ス
ル
モ
固
ヨ
リ
小
作
人
ニ
与
ラ
サ
ル
儀
ニ
付
引
渡
不
申
原
告

〔
七
六
Ａ
〕

買
受
ケ
ノ
字
九
ノ
二
田
貮
反
ノ
證
文
ニ
自
分
元
固
屋
ヨ
リ
聞
届
ノ

調
印
シ
タ
ル
ハ
嘉
永
二
年
契
約
ニ
拠
リ
融
通
ノ
為
下
作*  
譲
渡
ヲ

*  

西
暦
一
八
四
九
年

聞
届
ケ
タ
ル
儀
ニ
テ
印
文
ニ
百
姓
譲
合
窮
ト
彫
刻
セ
シ
ハ
其
證
ナ
リ

既
ニ
庄
吉
儀
ハ
此
外
同
様
ノ
田
預
置
明
治
七
年
十
二
月*  *  
モ
下
作

*  *  

西
暦
一
八
七
四
年

来
ノ
通
質
入
譲
合
等
差
許
可
呉
云
々
ノ
證
文
差
越

置
尓
来
故
障
無
之
処
右
貮
反
ノ
ミ
売
渡
ノ
文
字
有
之
ニ
付
條
ニ

掲
ケ
出
シ
所
有
地
抔
ト
難
題
申
掛
ル
ハ
曾
テ
無
謂
儀
ニ
付
自
分

所
有
ノ
権
不
失
原
告
下
作
ノ
義
務
尽
サ
ン
ヿ
ヲ
請
求
ス
ル
旨

答
出
タ
リ

〔
七
六
Ｂ
〕

引
合
人
石
田
清
七
申
具
ス
ル
所
ハ
原
告
幾
右
エ
門
事
Ｔ
Ｔ
庄
吉
所

マ
マ

持
ノ
證
文
ニ
調
印
セ
シ
ハ
兼
テ
定
タ
ル
規
定
ニ
ヨ
リ
下
作
ノ
譲
合
ヲ

（
注
　
）
３２
株
仕

証
セ
シ
者
ニ
テ
上
納
ト
ハ
下
作
ノ
者
ヨ
リ
地
頭
Ｈ
章
左
エ
門
ニ
納
ル

モ
ノ
ニ
テ
固
ヨ
リ
貢
米
ノ
儀
ニ
ハ
無
之
旨
申
出
タ
リ

Ｏ
Ｄ
Ｍ
庄
次
郎
ハ
清
吉
儀
兵
衛
ヨ
リ
庄
吉
江
売
渡
タ
ル
時
代

金
受
授
未
納
借
財
等
相
済
タ
ル
ヲ
保
証
ス
ル
迠
ニ
テ
当
時
該
地

ノ
鍬
下
年
限
中
并
石
盛
等
ノ
訳
更
ニ
不
存
旨
申
出
タ
リ

依
テ
判
決
ス
ル
左
ノ
如
シ

第
一
条

原
告
申
立
ル
中
絶
ノ
時
被
告
〔
ニ
〕
於
テ
抛
棄
シ
原
告
〔
ニ
〕
於
テ

譲
受
タ
ル
契
約
無
キ
ハ
勿
論
旧
役
場
ヘ
届
願
等
モ
不
致
況
ン

〔
七
七
Ａ
〕

ヤ
文
政
十
年
丁
亥
三
月*  
及
ヒ
弘
化
二
年
乙
巳
七
月*  *  
両
度
ノ
願
面
ニ

*  

西
暦
一
八
二
七
年

*  *  

西
暦
一
八
四
五
年

許
可
ヲ
受
ケ
嘉
永
二
年
己
酉
四
月*  *  *  
小
作
明
文
ア
ル
連
印
證
文

*  *  *  

西
暦
一
九
四
九
年

受
取
置
其
跡
陸
続
相
視
ヘ
ク
中
絶
ノ
證
無
之
ハ
依
然
タ
ル
小
作
人

ナ
ル
ヲ
以
テ
申
分
難
相
立
事

第
二
条

原
告
〔
ニ
〕
於
テ
既
ニ
地
主
ノ
証
ナ
キ
ヨ
リ
ハ
地
券
状
并
割

戻
金
請
求
ノ
権
ア
ラ
サ
ル
ニ
付
申
分
難
相
立
事

第
三
条

原
告
〔
ニ
〕
於
テ
慶
応
三
年
丁
卯*  *  
坪
付
帳
ヲ
挙
ル
ト
雖
ト
モ

*  *  

西
暦
一
八
六
七
年

被
告
〔
ニ
〕
於
テ
既
ニ
慶
応
二
年
丙
寅
九
月
役
場
調
印
ノ
下
札
所

持
ス
ル
以
上
ハ
事
画
餅
ニ
属
シ
申
分
難
相
立
事

（
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第
四
条

原
告
證
書
中
上
納
ナ
ル
者
ハ
貢
納
ニ
非
ス
開
拓
主
ニ

〔
七
七
Ｂ
〕

納
ル
納
米
ナ
リ
鍬
下
年
期
中
僅
ノ
馳
走
米
ヲ
納
ル
ト
雖
ト
モ
開
拓

主
Ｏ
Ｇ
ト
采
主
Ｓ
Ｄ
ト
ノ
約
ニ
シ
テ
貢
納
ナ
ル
モ
ノ
ナ
シ
故
ニ
作
人
ノ
出
ス

マ
マ

処
開
拓
主
所
得
ニ
シ
テ
貢
納
ト
目
ス
可
ラ
ス
地
頭
ナ
ル
者
ハ
采
主
ニ

非
ス
地
主
ノ
謂
ナ
リ
Ｏ
Ｇ
ノ
采
地
ニ
非
サ
ル
ハ
勿
論
嘉
永
二
年
ノ

証
文
中
Ｓ
Ｄ
ヲ
目
シ
テ
領
主
ト
シ
Ｏ
Ｇ
ヲ
地
頭
ト
指
其
分
判
然
タ

リ
百
姓
所
有
地
ヲ
売
買
ス
ル
ニ
庄
屋
畔
頭
等
保
証
ス
ル
例
ニ
同
視

ス
ル
ヲ
得
ス
同
證
中
所
謂
是
迠
仕
法
ノ
譲
状
式
ニ
依
リ
地
主
限
リ
下

作
ノ
譲
渡
ヲ
允
了
セ
シ
者
ト
ス
況
ン
ヤ
被
告
ヨ
リ
清
吉
等
ニ
売
渡

タ
ル
証
跡
ナ
キ
ヲ
ヤ
唯
ニ
売
ノ
一
字
ヲ
挙
テ
原
告
所
有
ヲ
証
ス
ル
申

分
ハ
難
相
立
事

〔
七
八
Ａ
〕

第
五
条

右
ノ
次
第
ニ
付
被
告
ハ
地
主
原
告
ハ
小
作
人
證
文
ハ

小
作
譲
渡
ヲ
徴
ス
ル
者
ト
心
得
可
シ

但
訴
訟
入
費
ハ
規
則
ノ
通
原
告
人
ヨ
リ
償
フ
ヘ
シ

右
引
合
人

共

代
書
人

右
之
通
申
渡
條
其
意
を
得
ヘ
シ

明
治
九
年
三
月*  

日

山
口
縣
廰

*  

西
暦
一
八
七
六
年

〔
七
八
Ｂ
〕

（
記
述
な
し
）

〔
七
九
Ａ
〕【
八
】【
地
券
状
并
貢
納
割
戻
金
取
戻

明
治
八
年
第
五
百
四
十
六
号*  

*  

本
行
は
朱
書
き
。

山
口
縣
第
十
一
大
區
周
防
国
吉
敷
郡

□
□
村
平
民
Ｔ
Ｔ
庄
吉
代
言
人
村
上

籏
輔
ヨ
リ
同
縣
第
七
大
區
都
濃
郡

マ
マ□

□
村
士
族
Ｈ
章
左
エ
門
ヘ
掛
リ
地
券
状

貢
納
割
戻
金
取
戻
之
訴
裁
許
一
件
帳

（
明
治
八
年
民
事
訴
訟
書
類
中
ニ
在
リ
タ
リ
）*  *  

*  *  

本
行
は
朱
書
き

〔
七
九
Ｂ
〕

（
記
述
な
し
）

〔
八
〇
Ａ
〕

原
告
代
言
人
村
上
旗
輔
申
立
候
趣
原
告
庄
吉
儀
耕
地
□
□
開
作
場

ハ
文
政
十
二
年*  
被
告
Ｈ
章
左
エ
門
先
代
并
Ｋ
Ｓ
権
右
エ
門
築

 
（
注
　
）
３３
之
訴
】

（
　
　
　
）

─　　─57

 

 
（
聴
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録
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判
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及
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類
綴
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民
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い
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一
）
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明
治
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八
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三
）
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至 
同
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（
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八
七
六
）
年

一
五
八

一
五
八



*  

西
暦
一
八
二
九
年

立
ノ
地
所
ニ
候
得
共
半
途
右
両
名
手
順
絶
可
取
止
候
処
百
姓
自
力

相
継
開
発
成
就
致
候
ニ
付
鍬
下
年
限
中
ハ
下
作
ニ
テ
年
限

明
文
久
三
年*  
ヨ
リ
ハ
自
分
所
有
地
ト
相
心
得
旨
申
之
候
処
被
告
章
左
エ
門

*  

西
暦
一
八
六
三
年

地
券
状
願
取
自
分
江
ハ
渡
呉
不
申
明
治
六
年*  *  
地
価
税

御
改
正
以
後
代
米
割
戻
金
其
侭
所
得
致
シ
旁

*  *  

西
暦
一
八
七
三
年

不
当
ニ
付
屡
々
掛
合
候
得
共
地
主
ト
申
御
戸
長
役

場
ニ
テ
モ
自
分
儀
ハ
下
作
人
ト
取
調
相
成
候
難
渋
儀
ニ
テ
右
ハ
畔
頭
Ｆ
Ｙ
治
助

所
持

慶
応
三
丁
卯
坪

テ
所
有
地
判
然
致
候
旨
申
之
殊
ニ
耕
作
地
ノ

〔
八
〇
Ｂ
〕

内
字
九
ノ
二
反
別
貮
反
歩
ハ
安
政
三
年
辰
十
二
月*  
同
処
百
姓
清

*  

西
暦
一
八
五
六
年

吉
儀
兵
衛
両
人
ヨ
リ
永
代
買
受
候
地
ニ
テ
当
時
被
告
取
建
置
候

本
小
屋
ト
申
取
扱
所
奥
書
調
印
モ
申
受
自
分
共
所
有
地
相
違
無

之
證
尤
鍬
下
中
納
米
期
明
後
貢
進
等
ハ
被
告
方
ニ
相
納
候
得

ト
モ
従
来
ノ
続
ニ
テ
唯
被
告
ノ
手
ヲ
経
候
ノ
ミ
ニ
テ
自
分
ヨ
リ
貢

進
相
務
候
筋
ニ
有
之
且
追
々
規
定
書
等
調
印
致
来
ル
モ

愚
昧
之
細
民
請
求
ノ
次
第
ヲ
不
弁
圧
制
セ
ラ
ル
ヽ
迠
ニ
テ
心
服
致
セ
シ

儀
一
円
無
之
開
作
尓
来
願
届
等
不
致
サ
レ
自
力
開
拓
之
田
畠
ニ

シ
テ
地
頭
築
立
ノ
入
費
抔
ハ
年
限
中
十
分
弁
済
タ
ル
筋
ニ
付
即
今
地
券

 
（
注
　
）
３４
付
帳
ニ

并
割
戻
金
引
渡
所
有
ノ
権
保
全
仕
候
様
御
裁
判
奉
願
旨
申
之

〔
八
一
Ａ
〕

農
善
三
郎
ハ
商
熊
谷
五
右
エ
門
ニ
譲
リ
□
ハ
権
右
衛
門
ニ
渡
リ

即
今
一
半
ハ
章
左
一
半
ハ
権
右
地
ヲ
分
ツ
テ
所
有
ス*  

*  

以
上
二
行
は
欄
外
上
部

に
朱
書
き
で
挿
入

被
告
Ｈ
章
左
エ
門
申
上
候
ハ
□
□
村
開
作
ノ
儀
ハ
旧
藩
士
族

Ｓ
Ｄ
、
Ｓ
Ｚ
両
氏
ノ
采
地
ニ
テ
文
政
十
年
丁
亥*  *  
二
月
亡
父
Ｏ
Ｇ

権
兵
衛
Ｈ
Ｎ
善
三
郎
自
費
開
拓
願
立
同
三
月
両
氏
ノ

*  *  

西
暦
一
八
二
七
年

許
可
ヲ
請
ケ
タ
ル
ハ
汐
留
後
二
十
五
年
ノ
鍬
下
ニ
テ
着
手
ノ
末

十
五
年
ヲ
経
弘
化
二
年*  *  *  
乙
巳
七
月
ニ
至
リ
文
政
十
三
年*  
＊

*  *  *  

西
暦
一
八
四
五
年

*  
＊
西
暦
一
八
三
〇
年

庚
寅
汐
留
ノ
後
用
水
詮
議
半
途
ニ
障
ヘ
天
保
八
年
丁

酉
＊
ニ
至
リ
八
年
間
開
田
渋
滞
ノ
侭
申
立
残
期
十
年
共
当
巳
＊*  

＊
西
暦
一
八
三
七
年

＊*  
弘
化
二
（
一
八
四
五
）
年
の
注
記

ヨ
リ
来
子
＊*  *  
迠
都
合
二
十
年
ノ
増
期
ヲ
請
是
亦
許
可
成
リ
タ
ル

＊*  *  
「
嘉
永
五
（
一
八
五
二
）
年
壬
子
」
の
注
記

次
第
ニ
テ
＊*  *  *  
元
来
該
地
ハ
海
湾
ノ
一
方
ニ
於
テ
石
垣
土
堤
ヲ

＊*  *  *  
「
第
一
證
ヲ
載
」
の
注
記

築
造
シ
一
面
ノ
陸
地
ト
ナ
ス
莫
大
ノ
費
用
故
従
テ
年

〔
八
一
Ｂ
〕

（
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期
ノ
容
捨
モ
有
リ
尓
後
流
氓
ヲ
募
リ
殖
民
セ
シ
ニ
ハ
汐
留

賃
銀
ヲ
与
ヘ
小
屋
掛
料
牛
馬
代
等
貸
附
返
済
行
届
サ
ル

ニ
至
ル
ハ
棄
捐
ス
ル
分
不
少
従
来
保
護
之
上
漸
成

就
ニ
至
リ
タ
ル
モ
ノ
ニ
テ
聊
中
絶
ノ
儀
有
ル
無
シ
殊
ニ
嘉
永
二
年

己
酉
四
月*  
開
作
百
姓
共
ヨ
リ
預
作
加
調
等
ノ
明
文
有
ル
連

*  

西
暦
一
八
四
九
年

印
ノ
證
文*  *  
受
取
所
有
致
シ
聊
紛
雑
無
之
旨
申
之
自
分

*  *  
「
第
一
證
」
の
注
記

名
田
ニ
相
違
無
キ
ヨ
リ
期
明
以
来
指
揮
ノ
如
ク
貢
進
怠
リ

ナ
ク
明
治
三
年
庚
午*  *  *  
采
地
返
上
モ
唯
ニ
采
主
Ｓ
Ｄ
氏
ニ

*  *  *  

西
暦
一
八
七
〇
年

係
リ
タ
ル
儀
ニ
テ
開
拓
願
主
自
分
ニ
於
テ
ハ
本
藩
ニ
願
続
許
可
相
成
所
有
ノ
権

更
ニ
移

転
無
ク
同
六
年
無
故
障
地
券
申
請
尋
テ
〔
つ
い
で
〕
地
価
税
ニ

〔
八
二
Ａ
〕

改
リ
代
米
納
割
戻
金
下
附
相
成
ル
ハ
地
主
自
分
ヨ
リ
貢
進
セ
シ
民
費
ノ
余
贏

ニ
付
自
由
ニ
進
退

セ
シ
儀
ニ
テ
固
ヨ
リ
小
作
人
ニ
与
ラ
サ
ル
儀
故
引
渡
等
致
サ
ヽ
ル
旨
申
之

右
坪
附
相
成
ル
ハ
慶
応
二
年
丙
寅
九
月*  
ニ
テ
Ｏ
Ｇ
屋

*  

西
暦
一
八
六
六
年

十
右
エ
門
即
亡
父
名
宛
開
作
鍬
下
年
限
満
ニ
付
田
畠
石

盛
被
仰
付
候
旨
明
文
ノ
庄
屋
脇
永
小
市
郎
畔
頭
Ｆ
Ｙ
治
助

調
印
ノ
下
札
申
受
ル
旨
申
之
候
原
告
買
受
候
字
九
ノ
二
田
弐
反
ノ

證
文
ニ
自
分
開
拓
取
扱
ノ
元
固
屋
ヨ
リ
聞
届
ノ
調
印

シ
タ
ル
ハ
嘉
永
二
年*  *  
契
約
ニ
是
迠
仕
法
申
伝
下
作
譲
渡

可
致
ト
明
文
有
之
通
百
姓
共
融
通
ノ
為
下
作
譲
渡

*  *  

西
暦
一
八
四
九
年

ヲ
聞
届
ケ
タ
ル
儀
ニ
テ
奥
書
ニ
押
用
セ
シ
印
判
ニ
百
姓
譲

〔
八
二
Ｂ
〕

渡
窮
ト
彫
刻
セ
シ
ハ
其
證
ニ
有
之
処
出
張
為
致
置
者
モ

曽
所
ノ
細
民
ニ
付
稀
ニ
ハ
永
代
売
渡
等
ノ
文
字
有
之
ト
モ

相
互
ニ
心
附
ス
一
様
ニ
調
用
致
ス
ト
モ
当
時
地
主
下
作
ノ
分

判
然
ニ
付
更
ニ
紛
議
無
之
ヨ
リ
自
然
粗
忽
相
生
ス
ル
中
ノ

一
紙
ニ
有
之
既
ニ
原
告
庄
吉
儀
ハ
此
外
同
様
ノ
田
預
ケ
置*  

*  
「
其
證
二
有
之
」
と
続
く

明
治
七
年
十
二
月
其
下
作
株
仕
来
ノ
通
質
入
譲
合

等
差
許
可
呉
云
々
ノ
證
文
差
越
置
尓
来
聊

故
障
無
之
処
右
二
反
ノ
ミ
売
渡
ノ
文
字
有
之
ヨ
リ
条
々
掲
ケ
出
シ
所
有
地
抔

ト
難
題
申
掛
ル
ハ
曾
テ
無
謂
儀
ニ
付
自
分
所
有
ノ
権

不
失
原
告
下
作
ノ
義
務
相
尽
候
様
乃
裁
判
奉
願
候

〔
八
三
Ａ
〕

第
一
条

原
告
〔
ニ
〕
於
テ
文
政
十
二
年*  
被
告
并
Ｋ
Ｓ
権
右
エ
門
築
立
ノ

*  

西
暦
一
八
二
九
年

開
拓
場
ナ
レ
ト
モ
中
廃
ニ
垂
ン
ト
シ
下
作
人
自
力
ヲ
継
キ
成
就

シ
タ
レ
ハ
鍬
下
年
限
中
ハ
下
作
ニ
テ
年
限
明
タ
ル
文
久
三
年*  *  

*  *  

西
暦
一
八
六
三
年

（
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年
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ヨ
リ
ハ
下
作
人
ノ
所
有
地
ト
成
タ
ル
者
ト
心
得
タ
リ
ト
申
立
ハ

右
原
告
申
立
ル
中
絶
ノ
時
被
告
ニ
於
テ
抛
棄
シ
原
告
〔
ニ
〕
於
テ
譲
受
タ
ル

　
契
約
無
キ
ハ
勿
論
旧
役
場
ヘ
届
願
等
モ
無
ク
況
ン
ヤ

　
被
告
〔
ニ
〕
於
テ
文
政
十
年
丁
亥
三
月*  *  *  
汐
留
後
二
十
五
年
ノ
鍬

*  *  *  

西
暦
一
八
二
七
年

下
ヲ
許
サ
レ
十
五
年
ヲ
経
弘
化
二
年
乙
巳
七
月*  
＊
ニ
至
リ

*  
＊
西
暦
一
八
四
五
年

更
ニ
八
年
ノ
期
加
ヘ
文
政
十
三
年
庚
寅
＊
汐
留
シ
汐
留
後
用
水
詮
議
半
途

ニ
テ
天
保
八
年
丁
酉
＊*  
迠
八
ヶ
年
間
開
田
不
相
成
云
々
鍬
下

＊
西
暦
一
八
三
〇
年

〔
八
三
Ｂ
〕

＊*  

西
暦
一
八
三
七
年

年
限
残
十
ヶ
年
共
当
巳*  
ヨ
リ
子*  *  
迠
都
合
二
十
ヶ
年
ノ
増
*  

弘
化
二
（
一
八
四
五
）
年

*  *  

一
八
六
四
（
元
治
元
）
年

限
リ
請
フ
願
文
ニ
明
許
ヲ
得
嘉
永
二
年
己
酉*  *  *  
四
月
開

*  *  *  

西
暦
一
八
四
九
年

作
百
姓
中
ヨ
リ
預
作
見
詰
云
々
先
九
斗
ノ
預
ケ
免
又
増
シ
加

調
ヲ
可
受
等
ノ
小
作
明
文
ア
ル
連
印
證
文
ヲ
請
取
置
中

絶
ノ
跡
可
徴
ナ
キ
ハ
依
然
タ
ル
下
作
人
ナ
ル
ヲ
以
テ
申
分
難

相
立
事

第
二
条

原
告
〔
ニ
〕
於
テ
被
告
地
券
状
ヲ
取
下
ケ
テ
渡
サ
ス
明
治

六
年
以
後
貢
納
割
戻
シ
ヲ
ナ
サ
ス
ト
申
立
ル
ハ
既
ニ
地
主

ノ
証
無
キ
ヨ
リ
ハ
請
求
ノ
権
ア
ラ
サ
ル
ニ
付
申
分
難
相
立
事

第
三
条

原
告
〔
ニ
〕
於
テ
畔
頭
Ｆ
Ｙ
治
助
所
持
慶
応
三
丁
卯*  
ナ

〔
八
四
Ａ
〕

*  

西
暦
一
八
六
七
年

ル
坪
付
帳
ヲ
検
セ
ン
ヲ
請
フ
ハ
其
前
年
丙
寅
九
月
小
川
屋

十
右
エ
門
名
田
ト
シ
開
作
鍬
下
年
限
満
ニ
付
田
畠
石
盛
被

仰
付
ト
明
言
シ
タ
ル
被
告
〔
ニ
〕
於
テ
所
持
ス
ル
庄
屋
畔
頭
ノ

調
印
セ
シ
下
札
ハ
原
告
申
立
ノ
前
年
ニ
成
ル
者
ニ
付
申
分
難
相
立
事

第
四
条

原
告
〔
ニ
〕
於
テ
所
有
ヲ
証
ス
ル
安
政
三
年
辰
十
二
月*  *  
付

*  *  

西
暦
一
八
五
六
年

九
ノ
二
田
貮
反
近
年
不
作
打
続
上
納
未
進
ニ
付
云
々

地
頭
聞
届
ヲ
得
永
代
売
渡
等
ノ
文
言
有
リ
テ
売
主

清
吉
儀
兵
衛
請
人
庄
次
郎
証
人
百
姓
兵
藏
清
七

聞
届
奥
書
ニ
Ｏ
Ｇ
元
固
屋
即
被
告
ノ
開
作
取
扱
所
等

各
調
印
ア
ル
証
書
ヲ
以
テ
買
受
タ
ル
ハ
即
清
吉
儀
兵
衛

〔
八
四
Ｂ
〕

ノ
私
有
地
タ
ル
ヲ
Ｏ
Ｇ
元
固
屋
ノ
予
テ
承
知
ナ
レ
ハ
社
奥
印

シ
テ
保
証
シ
タ
リ
ト
申
立
ル
ト
雖
モ
被
告
相
駁
シ
テ
嘉
永
二

年
己
酉
四
月*  *  *  
規
定
書
中
ニ
私
共
下
作
中
無
拠
難
渋
出
来
仕
組

*  *  *  

西
暦
一
八
四
九
年

筋
ニ
テ
下
作
譲
合
等
ノ
節
ハ
是
迠
仕
法
ノ
譲
状
其
主
江
渡
シ

前
書
ノ
廉
ニ
連
綿
手
竪
申
伝
フ
ヘ
シ
ト
契
約
シ
タ
リ
即
下
作

ノ
譲
渡
ニ
テ
押
印
モ
其
為
調
製
シ
置
タ
ル
百
姓
譲
合
窮 （

　
　
　
）

─　　─60

＜

資
　
　
料＞

修
道
法
学
　
四
〇
巻
　
一
号

一
五
五

一
五
五



ト
刻
シ
タ
ル
者
ニ
テ
小
作
永
代
譲
ヲ
允
了
ス
ル
証
ニ
テ
地
所
ノ

若
キ
ハ
下
作
中
ノ
一
部
分
ニ
テ
九
ノ
二
二
反
ノ
ミ
清
吉
等
江
渡

　
シ
タ
ル
儀
無
之
旨
又
請
人
庄
次
郎
ハ
清
吉
地
頭
ノ
際
ニ
於

　
テ
ノ
事
情
ハ
嘗
テ
知
ラ
ス
独
リ
清
吉
儀
兵
衛
ヨ
リ
幾
右
エ

〔
八
五
Ａ
〕

　
門
事
被
告
庄
吉
ニ
売
渡
シ
タ
ル
時
金
田
交
換
ノ
相
違
ナ
キ
ヲ
保

　
証
ス
ル
ノ
ミ
ト
証
人
百
姓
兵
藏
ハ
死
失
ス
清
七
ハ
曰
ク
全
ク
小
作

　
ノ
譲
渡
シ
ヲ
證
ス
ル
者
ニ
テ
下
作
ノ
者
比
々
是
ナ
リ
ト
依
テ

　
之
ヲ
要
ス
ル
ニ
右
上
納
ナ
ル
者
ハ
貢
納
ニ
非
ス
開
拓
主
ニ
納
ム
ル
納
米
ナ

　
リ
鍬
下
年
限
中
貢
納
ナ
シ
僅
ノ
馳
走
米
ヲ
納
ル
ト
雖
ト
モ
Ｏ
Ｇ
ト
Ｓ
Ｄ
ノ

約
　
ニ
シ
テ
作
人
ノ
出
ス
処
ハ
開
拓
主
ノ
所
得
ナ
レ
ハ
ナ
リ

　
地
頭
ナ
ル
者
ハ
采
主
ニ
非
ス

　
地
主
ノ
謂
ナ
リ
Ｏ
Ｇ
ノ
采
地
ニ
非
サ
ル
ハ

　
勿
論
嘉
永
二
年*  
ノ
証
文
中
領
主
地
頭
ノ
分
判
然
明
記
ス
レ
ハ
ナ
リ
故
ニ
百

姓
相
互
ノ

*  

西
暦
一
八
四
九
年

所
有
地
売
買
ニ
庄
屋
畔
頭
等
ノ
保
証
ス
ル
例
ニ
拠
ル

ヲ
得
ス
嘉
永
二
年
証
文
ニ
所
謂
是
迠
仕
法
ノ
譲
状
式
ニ
依

リ
地
主
限
リ
下
作
ノ
譲
渡
シ
ヲ
允
了
セ
シ
者
ト
ス
況

ン
ヤ
被
告
ヨ
リ
清
吉
等
ニ
売
渡
シ
タ
ル
証
跡
ナ
キ
ヲ
ヤ

〔
八
五
Ｂ
〕

売
ノ
一
字
ヲ
挙
テ
原
告
所
有
ヲ
証
ス
ル
申
分
ハ
難
相
立
事

第
五
条

右
ノ
次
第
ニ
付
被
告
ハ
地
主
原
告
ハ
小
作
人
証

文
ハ
小
作
譲
渡
ヲ
徴
ス
ル
者
ト
可
心
得
ヘ
シ

但
訴
訟
入
費
ハ
原
告
人
ヨ
リ
規
則
之
通
可
償

右
代
書
人

共

引
合
人

右
之
通
申
渡
条
可
得
其
意

明
治
九
年
二
月

山
口
縣
廰

〔
八
六
Ａ
〕【
九
】【
出
産
児
差
縺
ノ
訴
】

明
治
七
年
第
十
六
号
（
九
年

出
産
児
差
縺
ノ
訴

原
告

Ｏ
Ｄ
仙
左
衞
門

同
年
訴
訟
書
類
綴

被
告

Ｙ
Ｋ
仙
兵
衛

中
ニ
在
リ
タ
リ

 
（
注
　
）
３５
番
外
）

（
　
　
　
）
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記
録
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裁
判
言
渡
及
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ス
ル
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綴
』（
民
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三
）
年

至 
同
　
九
（
一
八
七
六
）
年

一
五
四

一
五
四



〔
八
六
Ｂ
〕

（
記
述
な
し
）

〔
八

奉

伏
見

孝
廉

長
官

大
属

□
□
住
士
族
Ｏ
Ｄ
仙
左
衞
門
ヨ
リ
Ｙ
Ｋ
仙
兵
衛
ヘ

掛
ル
小
児
引
取
差
縺
一
件
昨
年
中
聴
訟
掛
ニ

於
テ
取
調
之
上
刑
事
ニ
関
ス
ル
処
ヲ
以
テ
断
獄

掛
ニ
受
取
糺
弾
之
末
夫
々
口
書
相
済
候
処

独
仙
兵
衛
押
印
ヲ
差
拒
ニ
依
リ
先
達
而
司
法

省
御
伺
之
処
本
年
第
三
百
号

依
リ

所
置
可
致
旨
御
指
令
相
成
候
依
而
者
右
一
件

〔
八
七
Ｂ
〕

之
内
仙
左
衞
門
養
女
キ
ン
犯
姦
ノ
見
込
者
無
之

候
得
共
無
謂
人
之
名
ヲ
指
シ
候
詫
書
相
認
候

罪
相
当
御
所
行
有
之
乎
而
一
件
聴
訟
掛
ヘ

引
戻
別
帋
案
文
之
通
裁
許
可
相
成
哉

奉
伺
候
也

 
（
注
　
）
３６
七
Ａ
〕

 
（
注
　
）
３７
公
布
ニ

明
治
八
年
十
一
月

〔
八

裁
許
申
渡
案

原
告

Ｏ
Ｄ

仙
左
衞
門

被
告

Ｙ
Ｋ

仙
兵
衛

右
仙
左
衞
門
養
女キ

ン

〔
八
八
Ｂ
〕

引
合
人

Ｎ
Ｄ

朝
吉

一

其
方
共
出
入
遂
吟
味
処
原
告
人
Ｏ
Ｄ

仙
左
衞
門
申
立
候
養
女
キ
ン
出
産
之
女
児
者

 
（
注
　
）
３８
八
Ａ
〕

（
　
　
　
）
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被
告
Ｙ
Ｋ
仙
兵
衛
妻
之
節
懐
胎
セ
シ
モ
ノ
ニ
而

離
別
後
出
生
致
ス
ト
雖
モ
小
児
ハ
可
引
渡
旨

　
　
掛
合
ニ
及
フ
処
被
告
Ｙ
Ｋ
仙
兵
衛
ニ
於
テ
ハ

キ
ン
儀
夫
婦
之
節
Ｎ
Ｄ
朝
吉
ト
姦
通

〔
八
九
Ａ
〕

之
見
込
有
之
ニ
付
難
引
取
段
相
答
フ
ル
ニ
付
夫
々

及
吟
味
処
明
治
六
年
七
月
廿
八
日
Ｋ
Ｓ
勝
助

方
ニ
依
テ
日
没
後
キ
ン
戸
外
ニ
罷
在
ル
趣
ハ

相
違
ナ
シ
ト
雖
モ
右
者
同
家
ノ
幼
児
ヲ
抱
キ

眠
リ
ニ
就
カ
シ
ム
ル
為
ニ
出
ル
ト
相
聞
ユ
ル
処

其
場
ニ
於
テ
通
姦
致
ス
ノ
見
込
有
之
上
者

確
証
差
押
可
申
処
現
場
瞳
見
モ
不
致

殊
ニ
姦
夫
ト
思
ヒ
做
シ
タ
ル
朝
吉
江
者
前
後

一
応
之
掛
合
モ
不
相
遂
総
テ
一
己
之
想
像

迠
ニ
テ
証
跡
無
之
然
ル
ニ
後
日
ニ
至
リ
キ
ン

〔
八
九
Ｂ
〕

ヨ
リ
自
書
ノ
詫
書
ヲ
取
リ
以
テ
的
証
ト
申
立
ル
ナ
レ
ト
モ

其
時
合
ニ
於
テ
家
ニ
ハ
養
祖
母
モ
有
之
処
更
ニ
相
談

不
致
ル
ニ
依
リ
離
別
之
根
由
モ
不
相
弁
次
第
且
親
類

媒
酌
人
等
之
内
一
人
之
立
合
モ
取
リ
置
カ
サ
ル
ハ
不
都

合
之
至
リ
詫
書
ニ
於
テ
ハ
キ
ン
儀
其
節
験
案

相
迫
ラ
レ
遂
ニ
ハ
詐
取
及
ハ
レ
候
由
愁
告
之
次
第

モ
有
之
旁
証
拠
ニ
ハ
難
相
立
依
之
キ
ン
出
産

女
児
者
被
告
仙
兵
衛
ニ
於
テ
受
取
ル
可
ク
且
引
留

　
　
置
ク
衣
類
道
具
等
原
告
人
江
差
返
ス
可
シ

但
小
児
出
産
後
ノ
諸
費
相
当
金
算
之
上
原
告
人
ヘ*  

*  

以
下
綴
込
み
の
た
め
判
読
不
能

〔
九七

月
十
二
日
ノ
席

一

相
手
ノ
者
ヲ
道
具
ニ
掛
ケ
テ
モ
吟
味
致
ス

云
々

七
月
十
七
日

一

密
通
ノ
児
又
密
通
者
ニ
引
取
ル
様
申

聞
云
々

一

市
口
少
属
利
解
中
兼
テ
御
利
解

マ
マ

ノ
趣
ハ
引
当
ニ
不
相
成
ト
申
シ
不
引
当
ニ
於
テ
ハ

引
下
リ
可
申
ト
ノ
利
解
有
之
左
ス
レ
ハ
最
早

御
吟
味
ハ
無
之
事
ト
存
シ
答
書
御

下
ケ
有
之
度
ト
申
候
処
口
上
ニ
テ
ハ
難
相

成
書
面
ヲ
以
テ
申
立
ネ
ハ
不
相
成
ト
申

授
ケ
ラ
レ
候
事

 
（
注
　
）
３９
〇
Ａ
〕

（
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（
聴
訟
記
録
）『
裁
判
言
渡
及
之
ニ
類
ス
ル
書
類
綴
』（
民
事
第
一
九
號
）
に
つ
い
て
（
一
）

自
明
治
六
（
一
八
七
三
）
年

至 
同
　
九
（
一
八
七
六
）
年

一
五
二

一
五
二



右
者
仙
兵
衛
不
服
之
廉

十
一
月
十
四
日
十
五
日
課
長
進
大
属

臨
席
利
解
之
大
意

利
解

一

追
々
申
立
候
趣
ニ
依
リ
口
供
取
調
ヘ

判
形
申
付
候
処
書
中
廉
々
分
而
願
之

趣
モ
有
之
処
依
テ
自
身
存
意
之

通
口
書
認
而
差
出
可
ト
相
達
ス
ル
処

仙
兵
衛
申
立

御
詮
議
未
半
途
ニ
付
御
吟
味

結
之
上
申
諭
之
通
口
供
可
差
出

申
之

利
解

依
テ
詮
議
半
途
ト
存
候
上
者
猶

更
右
詮
議
半
途
ト
存
候
廉
々

明
細
ニ
認
差
出
ス
可
ク
段
再
々

利
解
候
得
共
承
伏
セ
ス

同依
之
承
伏
不
致
ニ
於
テ
ハ
一
件

之
者
一
同
モ
口
書
印
判
モ
相
済

事
右
仙
兵
衛
一
人
心
得
違
ヨ
リ

無
益
ニ
區
当
キ
難
為
致
ニ
付

一
同
者
一
旦
帰
郷
申
付
候
間
敷
条

　
利
解
之
趣
滞
宿
勘
弁
致
シ

　
承
伏
相
成
ル
節
者
何
時
ニ
テ
モ

其
段
可
申
立
旨
申
渡
候
事

〔
九

申
渡原

告

Ｏ
Ｄ
仙
左
衞
門

被
告

Ｙ
Ｋ
仙
兵
衛

其
方
共
一
件
聴
訟
ニ
於
テ
審
理
及
条
同
係
江

引
渡
ス
刑
事
ニ
付
願
之
趣
有
之
者
ハ
裁
判
為
致

テ
当
係
江
可
申
出
之

〔
九
一
Ｂ
〕

（
記
述
な
し
）

〔
九

裁
判
申
渡
案

 
（
注
　
）
４０
一
Ａ
〕

 
（
注
　
）
４１
二
Ａ
〕
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長
門
国
□
□
郡
住

山
口
縣
士
族

原
告

Ｏ
Ｄ

仙
左
エ
門

同
国
同
郡
住

同
縣
同

被
告

Ｙ
Ｋ

仙
兵
衛

其
方
共
離
姻
後
分
娩
ノ
女
子
引
渡
訴
訟
及
審
理
処
左
ノ
如
シ

原
告
訴
候
趣
ハ
養
女
キ
ン
儀
被
告
ニ
嫁
シ
明
治
六
年
九
月
六
日*  

*  

西
暦
一
八
七
三
年

家
風
ニ
適
〔
か
な
わ
〕
サ
ル
旨
ヲ
以
テ
離
姻
セ
ラ
ル
時
既
ニ
妊
身
ナ
ル
ヲ
以
テ

〔
九
二
Ｂ
〕

翌
七
年
二
月
廿
二
日
分
娩
シ
女
子
ヲ
挙
タ
リ
右
離
姻
ノ
際
出
生
ノ

上
ハ
其
児
ヲ
引
渡
サ
ン
ト
掛
合
タ
ル
ニ
キ
ン
儀
七
月
廿
九
日
犯
姦

セ
シ
ニ
付
引
取
リ
難
キ
趣
ヲ
以
テ
終
ニ
肯
セ
ス
剰
ヘ
持
参
ノ
衣

服
粧
具
ヲ
拘
留
シ
返
却
セ
サ
ル
ハ
旁
以
テ
不
条
理
ニ
付
児
ハ
引
渡

シ
拒
ミ
タ
ル
ヨ
リ
生
ス
ル
養
育
費
及
拘
留
ノ
物
品
ヲ
併
セ
テ
請
求

ス
ル
旨
申
立
タ
リ

被
告
ニ
於
テ
ハ
明
治
六
年
一
月
キ
ン
ヲ
娶
リ
同
六
月
ニ
至
リ

五
月
ヨ
リ
娠
セ
シ
ヿ
ヲ
承
知
シ
タ
レ
ト
モ
七
月
廿
八
日
同
伴
シ
テ
我

実
家
ニ
至
リ
小
宴
ス
ル
際
キ
ン
座
傍
ニ
在
ラ
サ
ル
ヨ
リ
姦
事
ヲ

謀
ル
者
ト
思
量
シ
タ
リ
然
レ
ト
モ
其
実
蹟
ヲ
撞
見
セ
サ
レ
ハ
次
日
詰

〔
九
三
Ａ
〕

問
セ
シ
ニ
輙
〔
た
や
す
〕
キ
情
ヲ
吐
カ
ス
悶
絶
ス
ル
ニ
至
テ
止
ミ
后
詢
々
説
諭

終
ニ
甘
結
シ
証
書
ヲ
載
シ
テ
謝
ス
果
テ
其
実
ヲ
得
タ
リ

然
レ
ト
モ
直
ニ
姦
罪
ヲ
斥
〔
さ
〕
サ
ス
家
風
不
適
ヲ
目
シ
テ
離
姻
セ
シ
ハ
幾
多

ノ
慈
悲
ナ
ル
ニ
其
醜
骸
中
ヨ
リ
産
出
シ
タ
ル
児
ヲ
押
付
ン
ヲ
謀
ル

ニ
付
嘗
テ
胚
胎
ス
ル
所
モ
亦
我
真
胤
ナ
ル
ヲ
信
シ

難
キ
趣
ヲ
以
テ
決
テ
引
請
難
シ
ト
相
断
タ
リ
衣
服
粧
具
ノ
若
キ
ハ
帰
寧
ニ
託

シ
絶
放
セ
シ
ナ
レ
ハ
錯
雑
散
置
彼
我
ヲ
弁
シ
難
シ
来
テ
調
査

シ
持
去
ヘ
シ
ト
回
答
セ
シ
ノ
ミ
敢
テ
拒
ミ
タ
ル
ニ
非
ス
需
ニ
応
シ
引

渡
ス
可
キ
旨
ヲ
答
出
タ
リ

依
テ
判
決
ス
ル
ヿ
左
ノ
如
シ

〔
九
三
Ｂ
〕第

一
条

原
告
ニ
於
テ
養
女
キ
ン
所
生
ノ
女
子
ヲ
娠
ス
ル
ハ
明
治
六
年

五
月
ト
申
立
ル
ハ
翌
七
年
二
月
分
娩
ス
ル
ヲ
以
テ
実
蹟
ナ
リ

被
告
ニ
於
テ
七
月
廿
八
日
姦
事
ノ
疑
似
ア
ル
ヲ
口
実
ト
シ
嘗
テ
胚
胎

ス
ル
児
モ
亦
我
真
胤
ナ
ル
ヲ
信
シ
難
キ
ト
申
立
ル
ハ
無
稽
ノ

想
像
タ
リ
想
像
ヲ
以
テ
実
蹟
ヲ
誣
〔
そ
し
〕
ユ
可
カ
ラ
サ
ル
ニ
付
被

告
申
分
採
用
シ
難
シ

第
二
条

原
告
ニ
於
テ
衣
服
粧
具
ヲ
拘
留
セ
ラ
レ
タ
リ
ト
申
立
被
告

ニ
於
テ
ハ
来
テ
調
査
ス
ル
ヲ
待
ト
相
答
候
ハ
共
ニ
無
証
拠
ニ

〔
九
四
Ａ
〕

（
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（
聴
訟
記
録
）『
裁
判
言
渡
及
之
ニ
類
ス
ル
書
類
綴
』（
民
事
第
一
九
號
）
に
つ
い
て
（
一
）

自
明
治
六
（
一
八
七
三
）
年

至 
同
　
九
（
一
八
七
六
）
年

一
五
〇

一
五
〇



付
採
用
シ
難
ト
雖
モ
于
今
現
物
ヲ
差
置
実
蹟
在
ル
ニ

於
テ
ハ
被
告
申
分
難
相
立

第
三
条

被
告
ニ
於
テ
旧
妻
キ
ン
明
治
七
年
二
月
廿
二
日
分
娩
ノ
女

子
ハ
引
取
リ
従
テ
生
ス
ル
養
育
費
及
持
参
ノ
衣
服

粧
具
ヲ
併
テ
原
告
人
ニ
引
渡
ス
ヘ
シ

但
シ
訴
訟
入
費
ハ
訟
断
両
処
ノ
分
共
規
則
ノ
通

リ
被
告
人
ヨ
リ
償
フ
ヘ
シ

〔
九
四
Ｂ
〕

（
記
述
な
し
）

〔
九断

獄
ニ
於
テ
申
之
ハ

*  

*  

朱
書
き

Ｙ
Ｋ
仙
兵
衛

其
方
儀
吝
嗇
ノ
余
リ
キ
ン
妻
タ
ル
時
明
治
六
年
五
月
ヨ
リ
妊

娠
セ
シ
ハ
尓
来
養
育
ノ
入
費
嵩
ラ
ン
ヲ
患
ル
迚
同
年
七
月
廿

八
日
実
家
Ｋ
Ｓ
勝
助
招
ニ
応
シ
懐
妊
ノ
キ
ン
同
伴
罷
越

シ
酒
宴
ノ
際
キ
ン
ハ
其
家
ノ
小
児
ヲ
抱
キ
庭
内
ヲ
散
歩
シ
手

伝
居
タ
ル
農
Ｎ
Ｄ
朝
吉
沽
酒
ニ
走
ヲ
口
実
ト
シ
翌
廿
九
日
キ
ン

 
（
注
　
）
４２
五
Ａ
〕

ヲ
捕
ヘ
右
朝
吉
ト
屋
背
ニ
於
テ
姦
通
シ
タ
ル
証
書
ヲ
差
出
ス
ヘ

シ
而
ラ
サ
レ
ハ
堕
胎
セ
ヨ
ト
迫
ル
ヨ
リ
キ
ン
癪
気
ニ
取
詰
悶
絶
ス
ル
ニ

至
リ
一
旦
逞
ニ
ス
ル
能
サ
ル
ヨ
リ
諧
和
シ
夫
妻
初
メ
ノ
如
キ
所

〔
九
五
Ｂ
〕

九
月
一
日
終
ニ
証
書
ヲ 

得*  
シ
同
六
日
家
風
ニ
適
セ
サ
〔
ル
〕
ヲ
目
シ

*  

だ
ま
し
取
る

離
別
ス
ル
ハ
キ
ン
里
方
Ｏ
Ｄ
仙
左
エ
門
承
諾
ス
ル
ト
雖
モ
離
別
後
出

生
ノ
小
児
ハ
我
真
胤
ヲ
信
シ
難
キ
趣
ヲ
以
テ
引
取
ラ
ス
加
之
キ
ン

所
有
ノ
衣
服
粧
具
ヲ
指
押
ヘ
タ
ル
ヨ
リ
仙
左
エ
門
出
訴
ニ
及
ニ
至
ツ

マ
マ

テ
旧
妻
キ
ン
及
ヒ
Ｎ
Ｄ
朝
吉
ヲ
犯
姦
ナ
リ
ト
告
ケ
糺
訊
ノ
末

語
詰
リ
テ
口
供
ニ
拇
印
ヲ
拒
ム
ト
雖
モ
衆
証
明
白
有
夫
姦
誣

告
ノ
科
訴
訟
律
誣
告
条
ニ
依
リ
除
族
ノ
上

役

一
年
申
付
ル

但
シ
小
児
ハ
下
附
ス

小
児
出
生
ー
ー
ー
ヨ
リ
ー
ー
ー
迠
養
育
費
金
何
円

〔
九
六
Ａ
〕

及
原
告
引
合
人
訴
訟
入
費
何
円
并
衣
服
粧
具
ヲ

追
徴
シ
夫
々
下
付
ス

〔
九
六
Ｂ
〕

れ
ん

 
（
注
　
）
４３
反
坐
懲

（
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（
記
述
な
し
）

〔
九
七
Ａ
〕【
一
〇
】【
身
代
限

明
治
八
年
Ｔ
Ｎ
藤
六
分
民
事
訴

　
　
　
訟
一
件
綴
中
ニ
在
リ
タ
リ

〔
九

申

渡
東
京
第
一
大
区
拾
四
小
区
□
□
町
□
丁
目
□
番
地
寄
留

山
口
縣
管
下
周
防
國
佐
波
郡
□
□
□
商
Ｔ
Ｎ
東
三*  

代

*  
「
病
気
ニ
付
」
の
注
記

Ｆ
Ｉ

勝
三

Ｔ
Ｎ
東
三
儀
召
仕
佐
野
屋
幸
次
郎
等
去
ル
庚
午
年*  *  
箱
舘
在
留
丁
抹
人*  *  *  

テ

*  *  

明
治
三
（
一
八
七
〇
）
年

*  *  *  

デ
ン
マ
ー
ク
人

ユ
ー
ス
江
干
鮑
可
売
渡
旨
之
約
定
取
組
為
前
金
貮
千
両
請
取
其
後
品
物

 
（
注
　
）
４４
申
立
】

 
（
注
　
）
４５
八
Ａ
〕

不
足
違
約
及
ン
ダ
故
ニ
去
ル
辛
未
年*  
＊
東
三
儀
原
告
テ
ユ
ー
ス
江
示
談
ヲ
遂

ケ

*  
＊
明
治
四
年

差
引
残
金
高
江
利
足
ヲ
加
ヘ
壬
申
＊
八
月
迠
ニ
元
利
合
金
計
算
可
相
立

＊
明
治
五
（
一
八
七
二
）
年

其
他
云
々
再
約
及
ヒ
出
訴
イ
タ
ス
ニ
付
吟
味
ヲ
遂
ル
処
佛
國
人
フ
ァ
ー
ブ
ル

方
ニ
モ
多
分
之
負
債
有
之
調
達
之
見
込
無
之
身
代
限
済
方
之
儀

申
立
右
フ
ァ
ー
ブ
ル
江
モ
配
当
之
儀
神
奈
川
裁
判
所
ヨ
リ
申
越
ニ
付
今
般

身
代
限
済
方
申
付
ル

但
證
文
申
付

明
治
六
年
十
月
三
日

〔
九
八
Ｂ
〕掲

示

東
京
・
・
・

Ｔ
Ｎ
東
三

右
之
者
儀
存

館
在
留
丁
抹
人*  
テ
ユ
ー
ス
ヨ
リ
前
金
請
取
干
鮑
可

*  

デ
ン
マ
ー
ク
人

売
渡
之
処
再
応
違
約
ニ
及
候
壱
件
同
人
ヨ
リ
訴
ニ
及
吟
味
之
上
身
代
限

申
付
ル
ニ
付
若
シ
・
・
・
・
当
十
八
日
ヨ
リ
来
ル
十
二
月
十
六
日
ま
て

日
数
六
十
日
内
ニ
・
・
・

明
治
六
年
十
月
十
八
日

司
法
裁
判
所

 
（
注
　
）
４６
生
中
函

（
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（
聴
訟
記
録
）『
裁
判
言
渡
及
之
ニ
類
ス
ル
書
類
綴
』（
民
事
第
一
九
號
）
に
つ
い
て
（
一
）

自
明
治
六
（
一
八
七
三
）
年

至 
同
　
九
（
一
八
七
六
）
年

一
四
八

一
四
八



〔
九
九
Ａ
〕【
一
一
】【
貸
金
催
促
ノ
訴
】

明
治
八
年
第
四
百
三
十
三
号

明
治
九

年
二
月
五
日
宣
告

右
ハ
其
一
件
訴
訟
記
録
中
ニ
在
リ 

〔
一
〇

長
官

印*  

課
長

印*  *  

係
松
原
佐
久
印*  *  *  

*  
「
南
田
右
弌
」
の
丸
朱
印

副
鈴
木
圓
平

*  *  
「
進
」
の
丸
朱
印

*  *  *  
「
松
原
」
の
丸
朱
印

第
十
大
区
一
小
区
周
防
国
吉
敷
郡
□
□
□
□
町
商
Ｏ
Ｍ
雄
藏

ゟ
第
十
一
大
区
九
小
区
同
国
同
郡
□
□
農
Ｔ
Ｎ
平
兵
衛
係
貸
金

催
促
一
件
吟
味
書

第
十
大
区
一
小
区
周
防
国
吉
敷
郡
□
□

□
□
町
□
□
□
番
地
商

原
告

Ｏ
Ｍ
雄
藏

同
区
同
国
同
郡
久
保
吉
嶋
四

〔
一
〇
〇
Ｂ
〕

百
拾
九
番
地
商

 
（
注
　
）
４７

タ
リ

 
（
注
　
）
４８
〇
Ａ
〕

右
代
言
人

井
原
清
吉

貸
金
催
促
訴
訟

第
十
一
大
区
九
小
区
同
国
同
郡
□
□

□
□
□
番
地
農

被
告

Ｔ
Ｎ
平
兵
衛

同
人
所
労
ニ
付
長
男

右
代
理

Ｔ
Ｎ
金
吉

右
訴
訟
遂
審
理
候
処

〔
一
〇
一
Ａ
〕

原
告
代
言
人
申
立
候
ハ
原
告
Ｏ
Ｍ
雄
藏
明
治
四
年
辛

未
三
月*  
被
告
Ｔ
Ｎ
平
兵
衛
ヨ
リ
塩
濱
反
別
二
町
六
反
八
畝
ノ

*  

西
暦
一
八
七
一
年

沽

預
リ
札
銀
百
七
十
八
貫
五
百
匁
利
息
月
壱
割

六
月
期
限
ニ
テ
貸
呉
タ

ル
ニ

覚*  
*  

本
行
以
下
は
朱
書
き

一
札
銀
百
七
拾
八
貫
五
百
目

 
（
注
　
）
４９
券
状
ヲ

月
一
割
ト
ハ
里
俗
習
慣
年
割
ノ
モ
ノ
ヨ
リ
起
ツ
テ
年
壱
割
二
分
ナ
ル
モ
ノ
ヲ

月
ニ
配
ス
レ
ハ
月
一
割
ノ
数
ナ
リ
ト
シ
単
ニ
月
字
ヲ
冒
ラ
シ
メ
月
壱
割
ト
書
ス
実
ハ
月

一
分
割
ニ
テ
元
金
百
円
年
利
十
二
円
月

利
一
円
ナ
ル
モ
ノ
ナ
リ
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〔
一
〇
一
Ｂ
〕此

質
物
と
し
て

古
濱

塩
濱
貮
丁
六
反
八
畝

高
九
拾
六
石
七
斗
六
升

右
榊
原
方
ゟ
酒
場
御
壁
書
入
質
と
し
て
一
ッ
書
之
辻

借
用
申
候
処
此
度
拙
者
ヨ
リ
払
替
可
致
筈
ニ
候
得

共
、
差
当
リ
不
回
ニ
御
座
候
間
当
六
月
末
迄
御
延

引
可
被
下
候
左
候
ハ
バ
期
限
迠
ニ
堅
固
ニ
御
納
方
可
致

〔
一
〇
二
Ａ
〕

右
ニ
付
質
物
ニ
シ
テ
腰
書
之
通
入
置
申
候
、
万
一
物
限

不
埒
之
節
者
御
勝
手
ニ
御
取
捌
可
被
遣
候
、
其
節
ニ

至
リ
否
申
者
無
御
座
候
為
後
日
林
友
右
衛
門

様
御
奥
書
を
以
進
置
申
処
如
件

明
治
四
年
三
月

Ｔ
Ｎ
平
兵
衛
印

Ｏ
Ｍ
雄
蔵
殿

右
前
書
之
通
存
知
申
候
此
一
条
ニ
付
故

障
出
来
候
ハ
バ
迷
惑
無
之
様
拙
者
取
捌
可
申

候
以
上 但 

利
足
月
別
壱
割
付
当
未
四
月

元
右
之
辻

 
但 
伊
豫
屋
太
四
郎
名
前
券
状 
壱
通

以
上

同

日

Ｈ

友
右
エ
門
印

〔
一
〇
二
Ｂ
〕

　  

　
　
　  

古
濱

Ｉ
Ｙ
屋
太
四
郎

塩
濱
弐
丁
六
反
八
畝

高
九
拾
六
石
七
斗
六
升

金
四
百
九
拾
印

但
右
丑
乙

右
天
保
十
四
年*  
春
定
名
寄
帳
引
合

*  

西
暦
一
八
四
三
年

相
違
無
御
座
候
石
貫
銀
其
外
御
帳
面
石
当

之
前
を
以
上
納
被
仰
付
候
、
依
テ
答
状
調
渡

候
処
如
件

〔
一
〇
三
Ａ
〕

卯
三
月

庄
屋太

郎
右
衛
門

印

右
前
書
之
通
相
違
無
御
座
候
以
上

大
庄
屋

Ｓ
Ｎ
庄
右
衛
門
印

右
無
紛
存
知
申
候
以
上

（
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（
聴
訟
記
録
）『
裁
判
言
渡
及
之
ニ
類
ス
ル
書
類
綴
』（
民
事
第
一
九
號
）
に
つ
い
て
（
一
）

自
明
治
六
（
一
八
七
三
）
年

至 
同
　
九
（
一
八
七
六
）
年

一
四
六

一
四
六



Ｔ
Ｎ
甚
兵
衛

同
日

Ｈ
Ｔ
Ｏ
傳
吉
印

裏
書面

書
無
紛
候
以
上

お
も
て同

日

Ｎ
Ｍ
清
左
エ
門
印

*  
本
行
ま
で
朱
書
き

〔
一
〇
三
Ｂ
〕

返
済
滞
リ
示
談
ノ
上
右
券
状
ニ
テ
Ｍ
Ｗ
惣
右
エ
門
ヨ
リ
金
二

千
五
百
円
ヲ
借
用
シ
惣
右
エ
門
モ
亦
転
借
シ
テ
一
時
融
通
セ
リ

然
ル
ニ
惣
右
エ
門
ノ
転
借
頗
ル
利
安
緩
期
ナ
ル
ヲ
以
テ
平
兵
衛

ノ
為
ニ
謀
リ
テ
譲
リ
タ
ル
際
元
貸
ノ
銀
価
ヲ
計
算
セ
シ
テ

右
金
額
ニ
不
足
ス
ル
ヲ
以
テ
足
シ
銀
五
貫
目
ヲ
追
貸
シ
加
判

人
Ｈ
友
右
エ
門
ニ
渡
シ
明
文
ア
ル
請
取
書
ヲ
領
収
セ
リ

請
取*  

*  

本
行
以
下
は
朱
書
き

一

札
銀
貮
貫
目
之
辻

右
Ｔ
Ｎ
平
兵
衛
方
残
銀
之
内
慥
ニ
受
取
申
候

〔
一
〇
四
Ａ
〕七

月
八
日

村
内
Ｈ

印

請
取

一

札
銀
三
貫
目
辻

右
Ｔ
Ｎ
平
兵
衛
方
残
金
之
内
右
書
之

辻
慥
ニ
受
取
申
候
以
上

七
月
十
三
日

村
内
Ｈ

印*  *  

*  *  

本
行
ま
で
朱
書
き

益
々
銀
員
ハ
高
低
有
リ
テ
後
来
紛
議
ヲ
生
セ
ン
ヲ
予

〔
一
〇
四
Ｂ
〕

防
シ
当
時
ノ
相
場
ヲ
以
テ
金
ニ
換
則
合
金
二
千
五
百
円
ニ

結
ヒ
利
足
八
朱
五
味
ニ
引
下
ケ
且
ツ
一
半
ハ
元
居
一
半
ハ

十
ヶ
年
賦
ノ
緩
期
ヲ
以
テ
直
ニ
惣
右
エ
門
ニ
接
待
セ
ン
ヿ
ヲ

申
送
リ
タ
ル
ハ
疾
ク
承
諾
シ
テ
割
済
ノ
入
金
セ
シ
ニ

尋
テ
銀
価
低
下
ス
ル
ニ
違
約
シ
二
千
五
百
円
ノ
書
改
メ
ヲ

拒
ミ
従
テ
紛
議
ヲ
生
シ
惣
右
エ
門
ヨ
リ
断
リ
ヲ
請
不
得

止
雄
藏
ヨ
リ
一
時
返
却
シ
テ
貸
株
ヲ
引
戻
シ
タ
リ
如
此

書
改
メ
ヲ
拒
ム
ヨ
リ
書
入
規
則
ヲ
遵
行
セ
ス
終
ニ
預
リ
地

所
ノ
権
利
ヲ
失
ハ
シ
ム
ル
ハ
旁
不
当
ニ
付
二
千
五
百
円
タ
ル

ヲ
申
シ
遣
シ
タ
ル
以
後
ノ
入
金
ハ
其
違
約
ト
倶
ニ
消

〔
一
〇
五
Ａ
〕

散
シ
タ
ル
条
理
ニ
付
扣
除
ニ
不
加
改
テ
証
文
面
之
通
リ

元
利
悉
皆
一
時
返
済
セ
シ
メ
ン
ヿ
ヲ
請
求
ス
ル
旨

申
之
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被
告
代
理
人
相
答
候
ハ
被
告
Ｔ
Ｎ
平
兵
衛
明
治
四
年
三
月

Ｏ
Ｍ
雄
三
ヨ
リ
札
銀
百
七
十
八
貫
五
百
匁
利
息
月
壱
割

マ
マ

六
月
限
借
請
塩
濱
二
町
六
反
八
畝
ノ
券
状
ヲ
預
ケ
タ
ル
未
返

済
滞
其
四
月
示
談
ノ
上
Ｍ
Ｗ
惣
右
エ
門
ヲ
経
利
安
緩
期

ノ
転
借
ヲ
譲
請
ケ
タ
ル
ハ
利
息
八
朱
ニ
シ
テ
一
半
ハ
元
居

一
半
ハ
十
ヶ
年
賦
済
ナ
ル
ニ
尚
請
フ
ニ
任
セ
五
味
ノ
加

利
ヲ
手
数
料
ニ
加
ヘ
引
請
タ
ル
ハ
相
違
ナ
シ
尓
後
其
義

〔
一
〇
五
Ｂ
〕

務
ヲ
遂
行
セ
シ
ニ
原
告
勝
手
ニ
計
算
シ
テ
覚
ヘ
サ
ル
五
貫
匁

ヲ
追
貸
ト
シ
金
員
ニ
換
二
千
五
百
円
ノ
證
書
ヲ
求
ム
ル
ハ
転

借
ノ
金
員
也
ト

一*  

昨
年
御
撫

テ
口
入
金
二
千
五
百
両
ノ
内

半
方
千
二
百
五
十
両
元
居
ニ
当
ル
利
足
金
六

*  

本
行
以
下
朱
書
き

十
二
両
ト
銀
七
匁
ノ
辻
残
リ
半
方
千
二
百
五
十
両

十
ヶ
年
賦
同
員
数
成
崩
昨
年
分
百
九
十
両
ト

銀
三
十
五
匁
八
分
五
厘
ノ
辻
明
日
御
役
所
御
用

始
メ
ニ
付
上
納
仕
不
申
テ
ハ
甚
不
都
合
ニ
候

〔
一
〇
六
Ａ
〕

間
右
之
二
角
何
卒
此
者
ヘ
御
渡
可
被
下
候
以
前
可

マ
マ

申
上
積
リ
ニ
御
座
候
ヘ
共
御
主
留*  *  
彼
是
私
義
モ
多

*  *  

留
主

用
取
紛
其
義
不
能
差
掛
リ
ケ
様
ノ
義
申
上
候

 
（
注
　
）
５０
育
方
ニ

段
恐
縮
ノ
至
ニ
奉
存
候
尚
證
文
案
書
相
調
差

出
申
候
間
是
亦
御
調
可
被
下
候
尤
証
文
丈

ケ
者
急
ニ
無
之
而
モ
宜
敷
御
座
候
委
細
ハ

杜
口
氏
ゟ
御
申
越
ニ
候

正
月
九
日

Ｏ
Ｍ
雄
藏
印

Ｔ
Ｎ
金
吉
様尊

下*  *  

*  *  

本
行
ま
で
朱
書
き

〔
一
〇
六
Ｂ
〕

覚*  

*  

本
行
以
下
朱
書
き

一

札
銀
拾
貫
五
百
目

右
Ｔ
Ｎ
平
兵
衛
江
入
金
弐
千
五
百
両
之
利

足
納
崩
金
引
当
ニ
シ
テ

右
之
通
慥
ニ
受
取
申
候
金
子
両
替
和
市

相
当
算
用
仕
法
之
儀
ハ
後
日
可
仕
候
以
上

申
正
月
十
一
日*  *  

Ｏ
Ｍ
雄
蔵
印

*  *  

壬
申
（
明
治
五
年
）

Ｈ

友
右
衛
門
様侍

史*  *  *  

*  *  *  

本
行
ま
で
朱
書
き

覚*  
＊

*  
＊
本
行
以
下
朱
書
き

〔
一
〇
七
Ａ
〕中

略

有
別
記

右
暮
ニ

（
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（
聴
訟
記
録
）『
裁
判
言
渡
及
之
ニ
類
ス
ル
書
類
綴
』（
民
事
第
一
九
號
）
に
つ
い
て
（
一
）

自
明
治
六
（
一
八
七
三
）
年

至 
同
　
九
（
一
八
七
六
）
年

一
四
四

一
四
四



弐
百
九
十
六
両
七
合
六
勺
弐
才
弐
味
○
弐
六
二
五
ニ
当
ル

内百
三
十
両
去
十
二
月
廿
日
岡
本
ゟ
受
取
之

右
之
通
御
座
候
以
上

酉
四
月*  

三
輪

*  

己
酉
（
明
治
六
年
）

Ｔ
Ｎ
殿*  *  

*  *  

本
行
ま
で
朱
書
き

覚*  *  *  

*  *  *  

本
行
以
下
朱
書
き

〔
一
〇
七
Ｂ
〕

一

金
六
拾
両

一

金
札
五
十
両

一

藩
札
三
貫
八
十
目

已
上
七
拾
七
貫

以
上

右
元
御
撫
育
署
ニ
テ
催
訴
仕
候
年
賦
上
納

ノ
内
ニ
シ
テ
壱
ツ
書
之
辻
慥
ニ
直
受
取
候
以
上

酉
五
月
十
四
日

Ｍ
Ｗ
惣
右
エ
門

Ｔ
Ｎ
金
吉
様*  *  

*  *  

本
行
ま
で
朱
書
き

〔
一
〇
八
Ａ
〕覚*  

*  

本
行
以
下
朱
書
き

酉
ノ
暮
上
納
分

一
金
弐
百
九
十
六
両
七
百
六
夕
弐
才
弐
味

申
年
御
上
納
不
足
元
リ
〔
利
〕
酉
十
二
月
迠

一
同
弐
拾
七
両
口
五
夕
壱
才
九
味

右
戌
三
月
仕
法
受
取
書
ト
相
覚

右
之
通
榊
方
相
済
手
帳
ニ
慥
ニ
記
之
如
件

下
略

八
月
廿
七
日

Ｈ

友
衛

Ｔ
Ｎ
金
吉
様*  *  

*  *  

本
行
ま
で
朱
書
き

〔
一
〇
八
Ｂ
〕

依
テ
該
所
ニ
就
テ
質
セ
ハ
惣
右
エ
門
ノ
我
〔
地
〕
券
状
ヲ
用
テ
借
用

セ
シ
ハ
礼
銀
百
七
十
貫
匁
ニ
シ
テ
金
員
ノ
出
処
ナ
シ
況
ン
ヤ
其

借
金
ハ
尋
テ
無
利
十
ヶ
年
済
ト
ナ
リ
又
利
引
一
時
返
済

ト
ナ
ル
皆
以
テ
我
〔
地
〕
券
状
ノ
権
利
ナ
リ

第
百
五
十
五
号*  

*  

本
行
以
下
朱
書
き

明
治
四
未
ノ
五
月
元

一

銀
百
七
十
貫
目

Ｍ
Ｗ
惣
右
エ
門

内
銀
拾
弐
〆
八
百
九
十
七
貫
六
ト

元
入

〆
銀
百
五
十
七
〆
百
弐
貫
四
ト

但
一
円
ニ
付

七
十
七
貫
一
リ
〔
厘
〕
九
毛

（
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〔
一
〇
九
Ａ
〕

此
新
貨
弐
千
三
十
九
円
七
十
八
銭
四
厘

一
金
弐
千
三
十
九
円
七
十
八
銭
八
厘

明
治
六
年
ゟ

同
十
五
年
迄

取
立
無
之

明
治
六
年
ヨ
リ

年
利
弐
百
三
円
九
十
七
銭
八
厘
三
毛

八
厘
増
上
納

壱
割
利
引

此
様
上
ケ
金
千
弐
百
五
十
三
円
三
十
六
銭
弐
厘

八
年
三
月

右
明
治
四
年
未
五
月*  
於
元
御
撫
育
為
相
借
仕
*  

西
暦
一
八
七
一
年

其
後
御
改
正
ニ
付
明
治
五
申
年
一
月*  *  
ゟ
無

*  *  

西
暦
一
八
七
二
年

〔
一
〇
九
Ｂ
〕

利
足
被
仰
付
十
ヶ
年
賦
納
崩
候
ニ
上
係
対
応

ニ
付
明
治
八
年
二
月
惣
右
エ
門
ゟ
一
時
採
上
ケ
上

納
相
済
候
段
公
債
掛
ニ
於
テ
承
之*  

*  

本
行
ま
で
朱
書
き

然
ル
ニ
転
借
ノ
義
務
ヲ
其
侭
負
フ
ヘ
キ
ハ
責
任
ナ
レ
ト
モ
虚
数

ナ
ル
二
千
五
百
円
ヲ
課
セ
ラ
ル
ヽ
ハ
無
謂
求
メ
ニ
付
弁
駁
シ

テ
肯
セ
サ
リ
キ
其
虚
喝
ニ
委
従
セ
サ
ル
ヲ
口
実
ト
シ
前
約

ヲ
破
毀
シ
併
テ
入
金
ヲ
引
去
セ
ラ
ル
ヽ
ノ
理
ナ
シ
乃
チ
約

定
通
リ
元
借
銀
員
ニ
シ
テ
辛
未
四
月
迠
ハ
壱
割
利

十
二
月
以
後
ハ
八
朱
五
味
一
半
元
居
一
半
十
ヶ
年
済
ヲ

以
テ
既
ニ
入
金
ヲ
計
算
ス
レ
ハ
銀
三
百
五
十
七
匁
余
ノ
過

〔
一
一
〇
Ａ
〕

払
ナ
ル
ニ
付
義
務
ヲ
怠
リ
タ
ル
所
為
毫
モ
無
之
ト

申
立
候

右
原
告
〔
ニ
〕
於
テ
證
文
外
銀
五
貫
匁
ハ
Ｈ
友
右
エ
門
ノ
請
取
ノ

ミ
ニ
テ
被
告
ノ
証
書
無
之
ニ
付
貸
添
ノ
証
拠
ニ
不
相
立

被
告
ニ
於
テ
原
告
ヨ
リ
利
下
ケ
ノ
年
賦
済
ヲ
周
旋
シ
タ

ル
ハ
元
高
ヲ
千
五
百
円
ニ
改
メ
タ
ル
書
改
証
文
ヲ
求
ム
ル

ト
俱
ニ
割
引
ヲ
謀
リ
タ
ル
モ
ノ
ニ
テ
其
求
ニ
応
セ
サ
ル

以
上
ハ
単
ニ
割
引
ノ
ミ
ヲ
固
執
ス
ル
被
告
申
分
ハ
難
相
立

原
告
〔
ニ
〕
於
テ
二
千
五
百
円
ヲ
申
込
タ
ル
以
後
ノ
入
金
ハ
右
ニ
対

〔
一
一
〇
Ｂ
〕

ス
ル
返
金
ナ
レ
ハ
証
文
元
貸
ノ
差
引
ニ
当
難
シ
ト
申
立

ル
ハ
被
告
ニ
於
テ
二
千
五
百
円
ヲ
承
諾
セ
シ
証
跡
無
之
ニ
付

申
分
難
相
立
被
告
ニ
於
テ
原
告
一
旦
転
借
ヲ
申
越

シ
我
沽
券
状
ヲ
Ｍ
Ｗ
惣
右
エ
門
ニ
入
レ
惣
右
エ
門
又
転
借
シ

タ
ル
銀
百
七
十
貫
匁
ニ
シ
テ
尋
テ
一
時
利
引
ノ
返
弁
済

タ
ル
ニ
付
年
賦
割
合
ヲ
以
テ
返
済
セ
ン
ト
求
ル
ハ
原
告
ニ
於

テ
預
リ
タ
ル
沽
券
状
ヲ
流
通
シ
タ
ル
ノ
ミ
ニ
テ
証
文
上
ノ

義
務
ニ
変
遷
無
之
被
告
申
分
難
相
立
被
告
〔
ニ
〕
於

テ
辛
未
六
月*  
以
後
緩
期
ヲ
得
タ
リ
ト
思
量
セ
シ
証

（
　
　
　
）
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（
聴
訟
記
録
）『
裁
判
言
渡
及
之
ニ
類
ス
ル
書
類
綴
』（
民
事
第
一
九
號
）
に
つ
い
て
（
一
）

自
明
治
六
（
一
八
七
三
）
年

至 
同
　
九
（
一
八
七
六
）
年

一
四
二

一
四
二



*  

西
暦
一
八
七
一
（
明
治
四
）
年

文
書
改
メ
ニ
怠
リ
タ
ル
ヨ
リ
示
談
整
ハ
ス
原
告
金
員

〔
一
一
一
Ａ
〕

ニ
改
メ
以
後
銀
価
ノ
高
低
ヲ
防
カ
ン
ト
謀
リ
タ
ル
ハ
被
告
承

諾
セ
ス
依
テ
双
方
証
書
外
口
頭
ノ
約
束
ハ
倶
ニ
結
果
セ

サ
ル
者
ト
ス
右
ノ
次
第
ニ
付
被
告
ニ
於
テ
証
文
通
元
利

計
算
シ
追
々
返
弁
セ
シ
入
金
ヲ
扣
除
シ
残
額
二

千
百
七
十
八
円
四
十
銭
ハ
原
告
ヘ
返
済
シ
訴
訟

入
費
ハ
被
告
償
ヘ
キ
儀
ト
見
込
候
ニ
付
別
紙
裁
許

案
之
通
判
決
致
シ
可
然
乎
相
伺
候
也

明
治
九
年
一
月

〔
一
一
一
Ｂ
〕

（
記
述
な
し
）

〔
一
一

裁
許
言
渡
書
案

周
防
国
吉
鋪
郡
□
□
□
□

マ
マ

町
商

 
（
注
　
）
５１
二
Ａ
〕

原
告

Ｏ
Ｍ

雄
藏

同
国
同
郡
久
保
小
路
商

右
代
言

井
原

清
吉

同
国
同
郡
□
□
農

被
告

Ｔ
Ｎ

平
兵
衛

〃

同
人
所
労
ニ
付
長
男

〔
一
一
二
Ｂ
〕右

代
理

Ｔ
Ｎ

金
吉

貸
金
催
促
訴
訟
遂
審
理
処

〔
一
一
三
Ａ
〕

原
告
代
言
訴
候
趣
ハ
原
告
Ｏ
Ｍ
雄
藏
明
治
四
年
辛
未
三
月*  
被

*  

西
暦
一
八
七
一
年

告
Ｔ
Ｎ
平
兵
衛
ヨ
リ
塩
濱
反
別
二
町
六
反
八
畝
ノ
沽
券
状
ヲ
預
リ

札
銀
百
七
十
八
貫
五
百
匁
利
息
月
壱
歩
六
月
期
限
ニ
テ
貸
与
タ
ル
ニ

返
済
滞
リ
示
談
ノ
上
右
券
状
ニ
テ
Ｍ
Ｗ
惣
右
エ
門
ヨ
リ
金
二
千
五
百

円
ヲ
借
用
シ
惣
右
エ
門
モ
亦
転
借
シ
テ
一
時
融
通
セ
リ
然
ル
ニ
惣

右
エ
門
ノ
転
借
頗
ル
利
安
緩
期
ナ
ル
ヲ
以
テ
平
兵
衛
ノ
為
ニ
謀
リ
テ
引

譲
リ
タ
ル
際
元
貸
ノ
銀
価
ヲ
計
算
セ
シ
ニ
右
金
額
ニ
不
足
ス
ル
ヲ
以
テ
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足
シ
銀
五
貫
匁
ヲ
追
貸
シ
加
判
人
Ｈ
友
右
エ
門
ニ
渡
シ
明
文
ア
ル
請

取
書
ヲ
領
収
セ
リ
蓋
シ
銀
員
ハ
高
低
ア
リ
テ
後
来
紛
議
ヲ
生
セ
ン
ヲ
予
防
シ

当
時
ノ
相
場
ヲ
以
テ
□*  *  
ニ
□*  *  
則
合
金
二
千
五
百
円
ニ
結
ヒ
利
足
八
朱
五

味

*  *  

用
紙
截
断
に
よ
り
判
読
不
能

ニ
引
下
ケ
且
一
半
ハ
元
居
一
半
ハ
十
ヶ
年
賦
ノ
緩
期
ヲ

〔
一
一
三
Ｂ
〕

以
テ
直
ニ
惣
右
エ
門
ニ
接
得
セ
ン
ヿ
ヲ
申
送
リ
タ
ル
ハ
疾
ク
承
諾
シ
テ

割
済
ノ
入
金
セ
シ
ニ
尋
テ
銀
価
低
下
ス
ル
ニ
違
約
シ
二
千
五
百
円
ノ

書
改
メ
ヲ
拒
ミ
従
テ
紛
議
ヲ
生
シ
惣
右
エ
門
ヨ
リ
断
リ
ヲ
請
不
得
止

雄
藏
ヨ
リ
一
時
返
弁
シ
テ
貸
株
ヲ
引
戻
シ
タ
リ
如
此
書
改
メ
ヲ
拒

ム
ヨ
リ
書
入
規
則
ヲ
遵
行
セ
ス
終
ニ
預
リ
地
所
ノ
権
利
ヲ
失
ハ
シ
ム

旁
不
当
ニ
付
二
千
五
百
円
タ
ル
ヲ
申
シ
遣
タ
ル
以
後
ノ
入
金
ハ
其
違

約
ト
倶
ニ
消
散
シ
タ
ル
條
理
ニ
付
扣
除
ニ
不
加
改
テ
証
文
面
之
通

リ
元
利
悉
皆
一
時
返
済
セ
シ
メ
ン
ヿ
ヲ
請
求
セ
リ

被
告
代
理
相
答
ル
旨
ハ
被
告
Ｔ
Ｎ
平
兵
衛
明
治
四
年
辛
未

〔
一
一
四
Ａ
〕

三
月
原
告
Ｏ
Ｍ
雄
藏
ヨ
リ
札
銀
百
七
十
八
貫
五
百
匁
利
息
月

壱
分
六
月
限
借
請
塩
濱
二
町
六
反
八
畝
ノ
券
状
ヲ
預
ケ
タ
ル
未

返
済
滞
其
四
月
示
談
ノ
上
Ｍ
Ｗ
惣
右
エ
門
ヲ
経
利
安
緩
期
ノ
転

借
ヲ
譲
請
ケ
タ
ル
ハ
利
息
八
朱
ニ
シ
テ
一
半
ハ
元
居
一
半
ハ
十
ヶ

年
賦
済
ナ
ル
ニ
尚
請
フ
ニ
任
セ
五
味
ノ
加
利
ヲ
手
数
料
ニ
加
ヘ

引
請
タ
ル
ハ
相
違
ナ
シ
尓
後
其
義
務
ヲ
遂
行
セ
シ
ニ
原

告
勝
手
ニ
計
算
シ
テ
覚
ヘ
サ
ル
五
貫
匁
ヲ
追
貸
ト
シ
金

員
ニ
換
二
千
五
百
円
ノ
證
書
ヲ
求
ム
ル
ハ
転
借
ノ
金
員
ナ
リ

ト
依
テ
該
所
ニ
就
テ
質
セ
ハ
惣
右
エ
門
ノ
我
券
状
ヲ
用

テ
借
用
セ
シ
ハ
札
銀
百
七
十
貫
匁
ニ
シ
テ
金
員
ノ
出
処
ナ

〔
一
一
四
Ｂ
〕

シ
況
ン
ヤ
其
借
金
ハ
尋
テ
無
利
十
ヶ
年
済
ト
ナ
リ
又
利
引

一
時
返
済
ト
ナ
ル
皆
以
テ
我
券
状
ノ
権
利
ナ
レ
ハ
転
借
ノ
義

務
ヲ
其
侭
負
フ
ヘ
キ
ハ
責
任
ナ
レ
ト
モ
虚
数
ナ
ル
二
千
五
百

円
ヲ
課
セ
ラ
ル
ヽ
ハ
無
謂
求
メ
ニ
付
弁
駁
シ
テ
肯
セ
サ
リ
キ

然
ル
ニ
其
虚
喝
ニ
委
従
セ
サ
ル
ヲ
口
実
ト
シ
前
約
ヲ
破
毀
シ
併

テ
入
金
ヲ
掠
奪
セ
ラ
ル
ヽ
ノ
理
ナ
シ
乃
チ
約
定
通
リ
元
借
銀

員
ニ
シ
テ
辛
未
四
月
迠
ハ
壱
分
利
十
二
月
以
後
ハ
八
朱
五
味

一
半
元
居
一
半
十
ヶ
年
済
ヲ
以
テ
既
ニ
入
金
ヲ
計
算
ス

レ
ハ
銀
三
百
五
十
七
匁
余
ノ
過
払
ナ
ル
ニ
付
義
務
ヲ
怠
リ
タ
ル
所

為
毫
モ
無
之
ト
申
出
タ
リ

〔
一
一
五
Ａ
〕

依
テ
判
決
ス
ル
左
ノ
如
シ

第
一
条

原
告
〔
ニ
〕
於
テ
證
文
外
銀
五
貫
匁
ヲ
加
判
人
ナ
ル
Ｈ
友
右
エ
門

ニ
渡
シ
被
告
ニ
係
ル
明
文
有
ル
請
取
書
二
枚
ヲ
収
領
ス
ル
ヲ
以

テ
被
告
ニ
貸
添
タ
リ
ト
申
立
ル
ハ
原
告
加
判
間
ノ
証
拠
ニ
シ

テ
被
告
ヲ
責
ル
ノ
証
拠
ニ
ハ
不
相
立
事

（
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第
二
条

被
告
〔
ニ
〕
於
テ
壬
申*  
正
月
九
日
附
原
告
調
印
ノ
手
翰
ヲ
以
テ

*  

明
治
五
（
一
八
七
二
）
年

利
下
ケ
年
賦
ノ
借
替
ヲ
許
シ
タ
レ
ハ
以
後
右
割
合
ニ
テ
漸
済

セ
リ
ト
ノ
申
立
ハ
原
告
元
高
ヲ
貮
千
五
百
円
ニ
改
メ
タ
ル
書
改

メ
証
文
ヲ
求
ル
ト
倶
ニ
割
引
ヲ
許
サ
ン
ト
謀
リ
タ
ル
ニ
其
求

ニ
応
セ
ス
シ
テ
単
ニ
割
引
ノ
ミ
ヲ
固
執
セ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
ニ
付

〔
一
一
五
Ｂ
〕

難
相
立
事

第
三
条

原
告
〔
ニ
〕
於
テ
二
千
五
百
円
ヲ
被
告
ニ
申
込
タ
ル
以
後
ノ

入
金
ハ
右
金
額
ニ
対
シ
タ
ル
返
弁
ニ
付
証
文
元
貸
ノ
差
引
ニ

当
難
シ
ト
申
立
ル
ハ
被
告
承
諾
ノ
跡
無
之
ニ
付
申
分
難
相

立
事

第
四
条

被
告
〔
ニ
〕
於
テ
原
告
一
旦
借
替
ヲ
申
越
シ
我
沽
券
状

ヲ
以
テ
Ｍ
Ｗ
惣
右
エ
門
ニ
転
借
シ
惣
右
ヨ
リ
又
転
借
シ
タ
ル
銀

百
七
十
貫
匁
ニ
シ
テ
尋
テ
一
時
利
引
ノ
返
弁
済
タ
ル
ニ
付

年
賦
割
合
ヲ
以
テ
返
済
セ
ン
ト
ノ
求
メ
ハ
原
告
ニ
於
テ
預
リ
タ
ル
沽
券
状

ヲ
流
通
シ
タ
ル
ノ
ミ
ニ
テ
証
文
上
ノ
義
務
ニ
変
遷
無
之

〔
一
一
六
Ａ
〕

被
告
申
分
難
相
立
事

第
五
条

被
告
〔
ニ
〕
於
テ
證
書
掲
載
返
済
期
限
辛
未
六
月
以

後
緩
期
ヲ
得
タ
リ
ト
思
量
セ
シ
ハ
証
文
書
改
メ
ニ
怠
リ
タ

ル
ヨ
リ
示
談
整
ハ
ス
原
告
金
員
ニ
改
メ
以
後
銀
価
ノ
高
低
ヲ

防
カ
ン
ト
謀
リ
タ
ル
ハ
被
告
承
諾
セ
ス
依
テ
双
方
証
書
外

口
頭
ノ
約
束
ハ
倶
ニ
結
果
セ
サ
ル
者
ト
ス

第
六
条

被
告
〔
ニ
〕
於
テ
証
文
ノ
通
元
銀
百
七
拾
八
貫
五
百

文
目
ヘ
月
別
壱
歩
ノ
利
息
ヲ
石
算
シ
追
々
返
弁
セ
シ

マ
マ

入
金
五
百
六
拾
三
円
八
拾
壱
銭
三
厘
四
毛
ト
銀
四
拾
五
貫

五
百
八
拾
文
目
ヲ
扣
除
シ
其
残
額
ヲ
通
用
金
円
ニ
算

定
シ
原
告
人
ヘ
一
時
返
済
ス
ヘ
シ

但
シ
訴
訟
入
費
ハ
規
則
ノ
通
リ
被
告
ヨ
リ
償
ヘ
シ

〔
一
一
六
Ｂ
〕

明
治
九
年

山 
口 
縣 
廰

二
月
五
日*  

*  

日
付
は
朱
書
き

〔
一
一
七
Ａ
〕【
一
二
】【
屋
敷
受
返
差
縺

明
治
八
年
第
五
百
二
十
一
号

同
年
一
月
廿
八
日

屋
敷
受
返
差
縺

原
告

Ｔ
Ｂ
八
十
兵
衛

 
（
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）
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訴
】
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ノ
訴

被
告

Ａ
Ｋ

幸
助

却
下
訴
状
編
冊
綴
中
ニ
在
リ
タ
リ

〔
一
一
七
Ｂ
〕

（
記
述
な
し
）

〔
一
一

課
長
印*  

松
原
佐
久
印*  *  

*  
「
進
」
の
丸
朱
印

*  *  
「
松
原
」
の
丸
朱
印

都
濃
郡
□
□
村
平
民
Ｔ
Ｂ
八
十
兵
衛
ヨ
リ
同
村
同
Ａ
Ｋ
幸
助
江

掛
ル
屋
舗
請
返
詞
訴
目
安
糺
左
之
通

原
告
庄
左
エ
門
事
八
十
兵
衛
安
政
四
年
丁
巳
三
月*  *  *  
永
代
売
渡
証

*  *  *  

西
暦
一
八
五
七
年

文
差
入
屋
敷
藁
屋
蓮
田
等
被
告
幸
助
亡
父
Ａ
Ｋ
新
助

江
売
渡
買
処

賣
券
證
文*  
＊

*  
＊

本
行
以
下
朱
書
き

一

明
屋
敷
貮
畝
拾
五
歩
米
七
斗
五
合

但
間
口
五
間
裏
行
二
十
三
間
半
高
木
家
壱
軒
其
外
有

 
（
注
　
）
５３
八
Ａ
〕

掛
リ
共
尤
立
割
境
目
ハ
屋
鋪
之
石
垣
通
リ
切
此
外

〔
一
一
八
Ｂ
〕

裏
ニ
蓮
田
地
方
支
配
之
分
相
添
候
事

此
代
八
〇
壱
貫
目

右
ハ
御
未
進
御
上
納
方
便
不
相
成
ニ
付
前
書
之
通
リ
家

屋
敷
貴
殿
江
売
渡
代
銀
慥
ニ
受
取
御
上
納
候
相
伝

申
候
処
実
正
也
然
ル
上
ハ
貴
殿
永
代
御
支
配
ニ
可
成
候
於

其
時
一
言
聊
申
者
無
御
座
候
為
後
念
堅
請
人
相

立
候
其
上
町
御
役
人
衆
中
御
奥
判
取
附
進
置
申
候

処
如
件

安
政
四
年

下
札
名

巳
ノ
三
月

嘉

七

判

売
主

庄
左
エ
門
判

〔
一
一
九
Ａ
〕

受
人

為

吉

判

新
助

殿

前
書
之
通
リ
無
紛
存
候
条
巳
来
相
違
有
之
候
ハ
ゝ

其
沙
汰
可
申
附
候
以
上

同
　
日

Ｎ
Ｍ
理
左
エ
門
判

Ｍ
Ｙ
善
七

判*  

*  

本
行
ま
で
朱
書
き

（
　
　
　
）
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請
返
約
定
書
取
置
ニ
付

手
形*  *  

*  *  

本
行
以
下
朱
書
き

一

八
〇
壱
貫
目

但
半
屋
敷
藁
家
付
之
事

〔
一
一
九
Ｂ
〕外

ニ
屋
敷
寸
〔
す
〕
そ
蓮
田
相
添

右
御
未
進
御
座
候
ニ
付
一
ツ
書
之
辻
私
買
方
仕
候
処
実
正
也

然
ル
上
ハ
此
涉
壱
貫
目
之
辻
書
掛
御
調
方
相
成
候
節
ハ

無
利
ニ
シ
テ
何
時
茂
売
戻
可
申
候
為
其
請
人
相
立
一
札
相

渡
可
申
候
依
テ
如
件

巳
三
月

請
人
Ｆ
Ｊ
屋

為
吉
判

Ｍ
Ｋ
屋

新
助
判

Ｙ
Ｇ
屋

庄
左
衞
門
殿*  

*  

本
行
ま
で
朱
書
き

明
治
三
年
庚
午*  *  
ニ
至
リ
旧
德
山
藩
出
願
シ
テ
売
戻
ヲ

*  *  

西
暦
一
八
六
九
年

〔
一
二
〇
Ａ
〕

請
フ
同
藩
町
年
寄
目
代
ニ
達
シ
テ
請
返
約
定
面
ヲ
以
テ

売
返
ヲ
許
ス

覚*  

*  

本
行
以
下
朱
書
き

□
□
□
町

Ｙ
Ｇ
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
庄
左
エ
門

　
右
Ｍ
Ｋ
屋
新
助
ゟ
家
屋
敷
之
儀
ニ
付
其
継
筋

　
有
之
候
処
右
證
文
書
ヲ
以
右
家
屋
敷
庄
左
エ
門
江
引

渡
候
抔
新
助
ゟ
進
沙
汰
候
間
請
取
方
及
同
請
庄

左
エ
門
江
可
与
進
沙
汰
候
為
此
申
達
候
以
上

午
八
月
廿
八
日

Ｔ
Ｄ
多
作
判

〔
一
二
〇
Ｂ
〕

□
□
□
町

年
寄

印

目
代

右
無
紛
候
以
上

同

日

Ｅ
Ｍ

純
一
郎
判*  *  

*  *  

本
行
ま
で
朱
書
き

然
ル
ニ
被
告
新
助
承
引
セ
ス
荏
苒
新
縣
ニ
弥
ル
新
縣

部
署
ヲ
置
キ
旧
藩
官
ヲ
シ
テ
百
事
ヲ
調
理
セ
シ
ム
ル
際
被

告
亦
沙
汰
状
ヲ
得

□
□
□
町
商*  

*  

本
行
以
下
朱
書
き

〔
一
二
一
Ａ
〕

Ｍ
Ｋ
屋
新
助

（
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右
Ｙ
Ｇ
屋
庄
左
エ
門
ゟ
家
屋
敷
買
得
之
義
ニ
付
申

古
之
〔
こ
し
〕
趣
一
々
詮
議
候
処
券
状
之
願
其
方
可
為

　
所
持
候
事

　
　
　
壬
申
八
月*  *  

*  *  

明
治
五
年
。
本
行
ま
で
朱
書
き

故
ナ
ク
屋
敷
家
屋
ヲ
引
渡
サ
ヽ
ル
ニ
付
旧
德
山
藩

裁
判
通
リ
受
取
度
旨
明
治
八
年
一
月
廿
八
日

花
岡
出
張
所
ニ
訴
フ
対
決
ノ
末
本
課
ニ
上
達
ス

右
熟
考
ス
ル
ニ
売
渡
證
文
ニ
シ
テ
返
證
文
ア
ル
者
ハ
質

〔
一
二
一
Ｂ
〕

地
一
般
ナ
リ
質
地
ヲ
以
テ
裁
決
ス
ル
ヲ
至
当
ト
ス
ル
ハ
却
実

ニ
安
政
四
年
丁
巳
巳
三
月*  
ニ
係
レ
ハ
始
テ
旧
德
山
藩
ニ
出

*  

西
暦
一
八
五
七
年

願
ス
ル
明
治
三
年
庚
午*  *  
ヲ
距
ル
十
四
年
ナ
リ
何
時
ニ
テ
モ
売

*  *  

西
暦
一
八
七
〇
年

戻
ス
ノ
明
文
ア
ル
者
ハ
質
地
ニ
於
テ
無
期
或
ハ
金
子
出
来

次
第
ナ
ル
者
ト
一
般
ナ
リ
之
ヲ
裁
ス
ル
法
ニ
曰
ク

*  *  *  
年
季
限
無
之
金
子
有
合
次
第
可
受
戻
旨
ノ
証
文
ハ
質
入

ノ
日
ヨ
リ
十
ヶ
年
ヲ
過
候
ハ
ゝ
流
地
タ
ル
ヘ
シ

右
明
治
六
年
中
伺
比
ニ
有
之

*  *  *  

本
行
以
下
三
行
は
朱
書
き

十
年
ヲ
過
レ
ハ
流
地
タ
ル
ヘ
シ
然
則
当
時
已
ニ
買
戻
ノ
権
利

ヲ
失
ス
ル
者
ナ
リ
況
ン
ヤ
此
法
享
保*  
＊
ニ
成
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
藩

〔
一
二
二
Ａ
〕

*  
＊
西
暦
一
七
一
六
～
三
五

亦
依
ル
ヲ
可
ト
ス
唯
ニ
返
證
文
ニ
依
リ
沙
汰
ス
ル
モ
ノ
当
レ
リ

ト
ス
ヘ
カ
ラ
ス
反
テ
部
署
ノ
令
ヲ
暗
合
ト
ス
然
レ
ト
モ
一
旦

旧
藩
ニ
於
テ
裁
判
ス
ル
モ
ノ
新
縣
部
署
ノ
所
断
ヲ

以
テ
破
毀
ス
ル
権
無
キ
ノ
嫌
無
カ
ル
可
カ
ラ
ス
再
三
校

訂
ス
ル
ニ
一
説
ヲ
得
タ
リ

旧
藩
ノ
裁
判
ト
云
フ
者
ハ
裁
判
ナ
ル
モ
ノ
ニ
非
ス
地
方

ニ
付
テ
ノ
差
図
書
ナ
リ
故
ニ
覚
ト
ア
リ
且
本
人
ニ

直
当
ニ
モ
非
ス
町
年
寄
至
沙
汰
セ
シ
ノ
ミ
ナ
リ
公

正
ノ
裁
判
状
ト
看
做
ス
可
カ

況
ン
ヤ
其
指
揮
当
ラ
ス
且
被
告
承
服
セ
サ
ル
ヲ
ヤ

〔
一
二
二
Ｂ
〕

第
二
ノ
部
署
令
モ
亦
其
局
丈
ケ
ノ
差
図
ニ
テ

マ
マ

不
服
ナ
レ
ハ
更
ニ
裁
判
ヲ
乞
フ
ノ
権
有
リ
ト
ス

共
ニ
伺
書
ノ
付
紙
ト
見
テ
可
ナ
ラ
ン

今
之
ヲ
裁
ス
ル

安
政
四
年
丁
巳
三
月*  
永
代
売
渡
ノ
地
所
返
請

*  

西
暦
一
八
五
七
年

テ
何
時
ニ
テ
茂
売
戻
ス
可
キ
明
文
有
ル
ヲ
以
テ

明
治
三
年
庚
午*  *  
ニ
至
リ
旧
德
山
藩
ニ
出
願
シ
同*  *  

西
暦
一
八
七
〇
年

 
（
注
　
）
５４
ラ
ス

（
　
　
　
）
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藩
町
年
寄
ニ
沙
汰
シ
テ
其
願
ヲ
許
可
ス
ト
雖
ト
モ

債
主
不
服
ニ
シ
テ
差
戻
サ
ル
末
部
署
ヨ
リ

〔
一
二
三
Ａ
〕

債
主
ニ
所
有
ス
ル
ヲ
許
セ
リ
共
ニ
行
政
上
ノ
指
令
ニ
テ
法
衙

ニ
於
テ
審
判
セ
シ
裁
許
状
ナ
ル
者
ニ
非
サ
レ
ハ
採
用
致
シ
難

シ
仮
令
德
山
藩
江
訴
出
ル
年
月
ニ
テ
モ
已
ニ
十
年

ヲ
過
タ
ル
売
地
ニ
付
負
債
者
ニ
於
テ
買
戻
ス

可
キ
権
利
ナ
シ
況
ン
ヤ
尓
后
追
々
公
布
有
之
規
則

ヲ
照
依
セ
サ
ル
遵
行
セ
サ
ル
ニ
付
〔
慶
応
二
年
丙

寅
三
月
以
後
ハ
〕
＊
採
上
裁
判
ニ
不
及
儀
ト
可

心
得
依
テ
却
下
ス

＊
カ
ッ
コ
内
朱
線
に
て
抹
消

但
答
書
ニ
依
リ
明
瞭
セ
シ
訴
状
ナ
ル
ヲ
以
テ

〔
受
理
人
ニ
失
ナ
シ
原
告
人
ヲ
シ
テ
〕*  *  
被
告
人
ノ
訴

〔
一
二
三
Ｂ
〕

*  *  

カ
ッ
コ
内
朱
点
に
て
抹
消

訟
入
費
ハ
規
則
之
通
原
告
人
ヨ
リ
償
却
セ
シ
ム
ヘ
シ

〔
一
二
四
Ａ
〕【
一
三
】【
貸
金
催
促
之

明
治
八
年
四
月
九
日

 
（
注
　
）
５５
訴
状
】

貸
金
催
促
之
訴
状

　
　
　
　
　
　
第
三
小
區
江
向
居
住 
士
族

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 
瀧 
野
　
善 
次

（
訴
状
願
下
綴
中
ニ
在
リ
タ
リ
）*  

*  

カ
ッ
コ
と
も
本
行
は
朱
書
き

〔
一
二
四
Ｂ
〕

（
記
述
な
し
）

〔
一
二

第
二
十
大
區
第
三
小
區
江
向
二

百
九
十
五
番
地
第
壹
居
住
士
族

原
告
代
言
人

瀧
野

善
次

貸
金
催
促
之
訴

同
大
區
第
七
小
區
□
□
浦
□
□

□
□
□
番
地
居
住
士
族

被
告
人

Ｓ
Ｇ

金
一

一

元
金
貮
拾
円

但
明
治
八
年
三
月*  
貸
付

*  

西
暦
一
八
七
五
年

〔
一
二
五
Ｂ
〕

一

利
金
六
拾
銭

 
（
注
　
）
５６
五
Ａ
〕

但 
明
治
八
年
三
月
ヨ
リ
四
月
迠
貮
ヶ

月
分
利
足
月
別
壹
割
五
歩

（
　
　
　
）
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合
金
貮
拾
円
六
拾
銭

右
證
券
写
左
之
如
シ

證

文

一

金
貮
拾
円
也

但
利
足
壹
割
五
歩
月
別

右
無
拠
差
添
之
趣
有
之
一
ッ
書
金
借

用
仕
候
所
実
正
也
然
ル
上
者
旧
暦
二

〔
一
二
六
Ａ
〕

月
中
ヲ
限
リ
元
利
共
ニ
速
ニ
返
済
可

仕
候
此
質
物
ト
シ
テ
家
財
書
入
置
申

候
間
若
不
埒
仕
候
節
者
御
引
渡
可
致

候
為
後
日
請
人
相
建
奥
書
印
形
取
付

差
出
置
申
候
所
如
件

第
七
區
□
□
□
□
□
番
屋
敷
居
住

Ｓ
Ｇ

金
一
印

明
治
八
年
中

旧
暦
正
月

右
前
書
之
通
無
紛
存
知
申
候
若
本
人

〔
一
二
六
Ｂ
〕

不
埒
之
節
ハ
私
罷
出
取
捌
可
致
候
也

同
日

Ｙ
Ｄ
駒
之
進
印

Ｙ
Ｚ
良
輔
殿

右
原
告
代
言
人
瀧
埜
善
次
申
上
候
第
七

小
區
□
□
居
住
士
族
Ｓ
Ｇ
金
一
ヨ
リ
過

ル
旧
正
月
金
入
用
ニ
付
貸
呉
候
様
申
来

リ
候
ニ
付
金
貮
拾
円
之
辻
用
達
遣
候
然

〔
一
二
七
Ａ
〕

ル
所
私
方
金
入
用
出
来
致
候
故
前
以
返

済
之
儀
金
一
エ
入
割
申
越
候
所
彼
者
申

分
ニ
早
速
返
済
可
仕
与
ノ
及
決
答
候
得

共
所
詮
等
閑
ニ
打
過
厳
重
催
促
相
迫
候

所
一
切
調
達
不
仕
無
余
儀
御
厄
害
申
出

候
萬
々
御
繁
務
之
御
中
深
ク
奉
恐
縮
候

此
段
宜
被
遂
御
詮
議
被
下
候
様
奉
歎
願

候〔
一
二
七
Ｂ
〕

瀧
野
善
次
印

第
二
十
大
區
第
三
小
區
江
向
三

百
九
番
地
第
二
居
住
士
族

代
書
人

平
野
時
資
印

前
書
之
儀
私
ヨ
リ
御
願
可
申
上
筈
ニ
御

座
候
所
病
気
ニ
付
瀧
野
善
次
エ
代
言
相

頼
候
然
上
ハ
善
次
申
上
候
事
柄
并
ニ
御

受
申
上
候
事
柄
共
後
日
至
リ
私
ヨ
リ
異

明
治
八
年

　
四
月
九
日

（
　
　
　
）
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〔
一
二
八
Ａ
〕

議
申
上
間
敷
候
為
後
證
奥
印
仕
候

　
　
第
二
十
大
區
第
三
小
區
□
□
□

　
　
□
□
□
□
□
番
地
居
住 
士
族

　
　
　
原
告
人
　
　
Ｙ
Ｚ 
良
輔 
印

山
口
縣
令 
中
野 
梧
一 
殿

〔
一
二
八
Ｂ
〕

負
債
者
本
年
三
月
廿
一
日
家
出
ノ
末
行
衛
相
分
ラ
サ*  

本
葉
の
記
載
は
朱
書
き

ル
ニ
付
追
テ
本
人
見
当
ル
カ
又
ハ
三
十
六
ヶ
月
ノ
満
月

後
跡
相
続
ヲ
為
ス
ヘ
キ
者
ニ
掛
リ
此
表
書
ヲ

以
テ
再
ヒ
訴
出
ヘ
シ

八
年
四
月
廿
三
日

下
戻
ス
印*  

*  
「
ワ
タ
ル
」
と
読
め
る
丸
朱
印

〔
前
半
読
下
し
了
〕

三
　
注
　
　
の
　
　
部

一
（
１
）
本
簿
冊
は
、
山
口
地
方
裁
判
所
の
所
蔵
に
か
か
る
裁
判
記
録
で
あ

る
（
写
真
を
参
照
さ
れ
た
い
）。
表
紙
に
は
、
標
題
等
の
ほ
か
「
永
久
保
存
」

と
い
う
朱
書
き
が
あ
る
。
解
題
で
も
記
し
た
と
お
り
、
表
紙
の
大
き
さ
は
、

縦
二
六
・
四
㎝
、
横
一
八
・
九
㎝
、
厚
さ
三
・
二
㎝
で
あ
る
。

本
簿
冊
の
標
題
は
、
表
紙
の
中
央
に
『
裁
判
言
渡
及
之
ニ
類
ス
ル
書
類
綴
』

と
墨
書
さ
れ
、
そ
の
左
側
に
朱
書
き
の
「
永
久
保
存
」
と
あ
り
、
標
題
の
右

肩
の
位
置
に
、
二
行
の
「
自
明
治
六
年

至
同

九
年
（
聴
訟
記
録
）」、

左
側
に
「
山
口
地
方
裁
判
所
」
の
墨
書
と
そ
の
上
部
に
印
刷
文
字
の
「
帳
簿

進
行
番
号

民
事
第
一
九
號
」
と
い
う
シ
ー
ル
が
貼
っ
て
あ
り
、「
一
九
」

の
文
字
が
半
書
き
さ
れ
て
い
る
。

中
身
に
つ
い
て
、
用
紙
の
多
く
は
藍
色
の
罫
紙
で
袋
綴
じ
に
綴
ら
れ
て
い

る
、
片
葉
一
〇
行
で
中
央
柱
の
下
部
に
は
「
縣
廰
」「
山
口
縣
」「
山
口
裁
判

所
」
な
ど
の
印
刷
が
あ
り
、
さ
ら
に
「
赤
間
關
支
廰
」
や
「
萩
出
張
所
」
な

ど
の
印
刷
が
あ
る
も
の
も
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
の
用
紙
は
大
き
さ
は
ほ

ぼ
揃
っ
て
い
る
が
、
事
件
名
の
標
題
の
用
紙
（
内
扉
と
し
て
記
し
た
）
や

「
東
京
上
等
裁
判
所
」
名
の
用
紙
な
ど
大
版
の
紙
が
挟
ま
れ
て
お
り
、
ま
た
、

巻
紙
を
期
日
調
書
記
載
用
に
使
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
よ
う
な

用
紙
も
挟
み
込
ま
れ
て
い
る
の
で
、
簿
冊
と
し
て
は
用
紙
は
不
揃
い
で
あ
る
。

（
２
）
本
簿
冊
に
は
、
明
治
六
年
か
ら
同
九
年
に
か
け
て
受
理
さ
れ
た
二
五

件
前
後
の
事
件
記
録
が
編
綴
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
時
期
は
廃
藩
置

（
　
　
　
）
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県
（
明
治
四
年
七
月
）
後
の
い
わ
ゆ
る
府
県
裁
判
所
の
時
代
で
あ
り
、
山
口

県
の
場
合
、
中
国
地
方
で
最
初
に
府
県
裁
判
所
が
開
設
さ
れ
た
も
の
の
、
聴

訟
課
は
明
治
九
年
三
月
二
七
日
に
廃
止
さ
れ
て
い
る
。
表
紙
に
記
載
さ
れ
て

い
る
山
口
地
方
裁
判
所
は
未
だ
設
置
さ
れ
て
い
な
い
。
本
簿
冊
中
の
記
録
は
、

裁
判
所
構
成
法
（
明
治
二
三
年
一
一
月
施
行
）
に
よ
り
山
口
地
方
裁
判
所
が

設
置
さ
れ
た
後
に
編
綴
さ
れ
た
も
の
か
、
あ
る
い
は
表
紙
だ
け
が
新
た
に
つ

け
替
え
ら
れ
た
も
の
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
本
簿
冊
は
、
い
わ

ゆ
る
府
県
裁
判
所
時
代
に
、
山
口
県
庁
の
聴
訟
課
で
取
り
扱
っ
た
事
件
な
い

し
事
務
処
理
の
記
録
を
、
ひ
ょ
っ
と
し
て
後
世
に
伝
え
る
た
め
に
そ
の
代
表

的
な
も
の
を
選
ん
で
、
別
途
、
編
綴
し
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
と
想
像
し
た

り
し
て
い
る
。「
裁
判
言
渡
書
（
案
）」
の
末
尾
に
「
山
口
縣
廰
」
と
記
さ
れ

て
い
る
こ
と
や
、
事
件
名
を
記
し
た
用
紙
に
「
明
治
○
年
聴
訟
録
（
裁
許
）

帳
簿
綴
中
ニ
在
リ
タ
リ
」
と
い
う
注
記
が
見
受
け
ら
れ
る
の
は
、
そ
う
し
た

想
像
を
め
ぐ
ら
す
手
が
か
り
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
３
）
本
簿
冊
に
収
め
ら
れ
て
い
る
事
件
に
は
、
入
漁
権
や
入
会
権
、
干
拓

土
地
の
所
有
権
、
貸
金
催
促
（
返
還
）、
子
供
の
引
取
り
と
養
育
料
の
支
払
い

（
こ
れ
は
同
時
に
離
婚
に
関
す
る
当
時
の
意
識
が
窺
え
る
）
な
ど
を
め
ぐ
る
民

事
訴
訟
事
件
の
「
裁
判
言
渡
（
案
）」
の
ほ
か
、
身
代
限
り
、
願
下
げ
（
取
下

げ
）
や
訴
状
却
下
な
ど
の
事
件
記
録
も
あ
り
、「
刑
事
廻
し
」
の
注
記
が
あ
る

も
の
も
あ
る
の
で
、「
之
ニ
類
ス
ル
書
類
」
と
標
題
に
書
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う

か
（
も
っ
と
も
「
裁
判
」
の
語
義
の
捉
え
方
に
よ
っ
て
、
区
分
は
多
少
異

な
っ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
）。

（
４
）
本
簿
冊
は
、
聴
訟
課
時
代
の
「
裁
判
言
渡
案
」
を
中
心
に
、
済
口
、

願
下
げ
（
取
下
げ
）
や
却
下
原
案
等
の
一
件
記
録
を
含
ん
で
い
る
。
裁
判

（
言
渡
）
案
を
示
し
て
上
司
あ
る
い
は
上
級
官
庁
に
伺
い
を
立
て
て
指
令
を
仰

い
で
い
た
こ
と
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
し
た
い
わ
ば
裁
判
案
と

最
終
的
な
申
渡
書
の
両
方
が
綴
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
間
の
考
え
や
表

現
の
変
遷
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
も
興
味
深
い
。

（
５
）
本
稿
は
、
標
題
の
簿
冊
を
二
回
に
分
け
て
、
そ
の
前
半
部
分
の
紹
介

を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
本
簿
冊
に
は
全
部
で
二
五
件
前
後
の
事
件
記
録
が

綴
込
ま
れ
て
い
る
が
、
双
方
当
事
者
の
申
立
や
書
証
（「
覚
（
え
）」）
が
綴
込

ん
で
あ
る
た
め
、
事
件
に
よ
っ
て
は
、
記
録
は
か
な
り
の
枚
数
に
な
る
。
内

容
も
同
一
の
事
柄
に
つ
い
て
共
通
の
記
述
や
似
た
表
現
が
あ
る
。
ま
た
、「
裁

判
申
渡
案
」
も
記
録
の
前
に
置
か
れ
て
い
る
も
の
と
後
ろ
に
置
か
れ
て
い
る

も
の
が
あ
る
。

二
（
１
）
整
理
の
都
合
上
、
頁
番
号
や
事
件
番
号
を
つ
け
た
。〔
○
○
Ａ
／

Ｂ
〕
に
よ
る
頁
番
号
は
、
袋
綴
じ
の
た
め
、
右
側
の
半
葉
を
Ａ
と
し
、
左
側

半
葉
を
Ｂ
と
し
た
。
ま
た
、【
□
□
】
に
よ
る
事
件
番
号
は
綴
じ
込
み
の
順
序

に
従
っ
て
事
件
ご
と
に
記
し
た
。
事
件
名
は
記
録
中
の
表
現
を
写
し
た
。

（
２
）
本
文
の
体
裁
に
合
わ
せ
て
表
記
す
る
よ
う
に
し
た
。
一
つ
の
事
件
の

な
か
で
、
文
末
よ
り
三
行
以
上
用
紙
に
空
白
が
あ
る
と
き
は
三
行
を
お
き
、

次
が
別
の
事
件
の
場
合
は
、
四
行
を
明
け
る
よ
う
に
し
た
。

（
３
）
本
文
中
、
文
字
の
大
小
を
意
識
し
て
書
い
た
と
見
ら
れ
る
箇
所
の
文

（
　
　
　
）
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字
は
、
本
稿
に
お
い
て
も
そ
れ
を
示
す
よ
う
に
試
み
た
（
例
、「
ニ
付
」、

「
候
」、
片
仮
名
の
文
字
な
ど
）。

（
４
）
人
名
に
つ
い
て
、
誤
記
ま
た
は
略
記
と
見
ら
れ
る
表
記
が
見
受
け
ら

れ
る
が
（
例
、「
藏
」
→「
造
」「
三
」、「
貞
」→「
眞
」、「
○
右
衛
門
」→「
○

右
エ
門
」）、
そ
の
ま
ま
記
し
マ
マ
と
横
に
注
記
し
た
。

（
５
）
な
お
、
こ
れ
ま
で
江
戸
時
代
の
年
号
に
西
暦
の
年
号
を
脚
注
に
記
し

て
き
た
が
、
本
稿
で
は
明
治
期
一
〇
年
頃
ま
で
の
年
号
も
西
暦
の
年
号
を
注

記
す
る
よ
う
に
し
た
。

（
６
）
漢
字
の
表
記
に
つ
き
、
人
名
と
地
名
は
出
来
る
だ
け
原
文
の
表
記
に

従
っ
た
。
た
だ
し
、
個
人
情
報
保
護
の
観
点
か
ら
、
原
則
と
し
て
、
人
名
は
、

姓
／
氏
の
頭
文
字
を
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
大
文
字
で
示
し
、
地
名
は
、
町
村

以
下
は
伏
字
に
し
た
。
そ
の
他
の
記
述
は
常
用
漢
字
を
用
い
た
。

（
７
）
本
文
中
、
片
仮
名
や
平
仮
名
で
小
さ
く
表
記
さ
れ
て
い
る
文
字
は
一

ポ
イ
ン
ト
小
さ
く
記
し
た
。

（
８
）
読
み
が
難
し
い
と
思
わ
れ
る
個
所
に
は
〔
〕
で
読
み
を
示
し
た
。

（
９
）
本
文
脚
注
の
半
角
ア
ス
テ
リ
ス
ク*  
は
、
頁
ご
と
に
一
個
か
ら
始
ま

る
よ
う
に
し
た
。
な
お
、
全
角
ア
ス
テ
リ
ス
ク
＊
は
、
半
角
の
そ
れ
の
五
個

分
の
表
記
に
代
え
た
。

三（
注
１
）　
半
葉
一
〇
行
藍
色
罫
紙
、
中
央
下
部
に
同
色
の
「
赤
間
關
支
廰
」
の
印
刷

が
あ
る
。

（
注
２
）　
半
葉
一
〇
行
藍
色
罫
紙
、
中
央
下
部
に
同
色
の
「
赤
間
關
支
廰
」
の
印
刷

が
あ
る
。

（
注
３
）
半
葉
一
〇
行
藍
色
罫
紙
、
中
央
下
部
に
同
色
の
「
赤
間
關
支
廰
」
の
印
刷

が
あ
る
。

（
注
４
）　
白
無
地
の
半
紙
に
朱
書
き
、
カ
ッ
コ
と
も
。

（
注
５
）　
半
葉
一
〇
行
藍
色
罫
紙
、
中
央
下
部
に
同
色
の
「
萩
出
張
所
」
の
印
刷
が

あ
る
。

（
注
６
）　
半
葉
一
〇
行
藍
色
罫
紙
、
中
央
下
部
に
同
色
の
「
縣
廰
」
の
印
刷
が
あ
る
。

（
注
７
）　
半
葉
一
〇
行
藍
色
罫
紙
、
中
央
下
部
に
同
色
の
「
萩
出
張
所
」
の
印
刷
が

あ
る
。

（
注
８
）　
明
治
五
年
太
政
官
布
告
第
三
百
号
（
十
月
七
日
）（
布
）（『
法
令
全
書 
明

治
五
年
』
二
〇
二
頁
）
第
四
条
は
、
以
下
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。
即
ち
、

　
　
「
一
　
従
前
今
後
共
家
禄
ヲ
引
当
ニ
致
シ
候
金
銀
貸
借
ノ
儀
ハ
一
切
裁
判
ニ

不
及
候
事
」

（
注
９
）　
明
治
六
年
太
政
官
布
告
第
三
百
六
号
（
八
月
二
十
三
日
）（
布
）（『
法
令
全

書 
明
治
六
年
』
四
五
三
頁
）
第
三
条
は
、
以
下
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

即
ち
、

　
　
「
一
　
壬
申
第
三
百
号
布
告
以
前
家
禄
ヲ
書
入
ニ
為
シ
金
穀
貸
借
致
シ
タ
ル

分
ハ
家
禄
ヲ
除
キ
外
品
物
ヲ
以
テ
身
代
限
済
方
可
申
付
事
」

（
注
　
）　
明
治
六
年
太
政
官
布
告
第
二
百
六
号
（
六
月
十
三
日
）（
布
）（『
法
令
全
書 

１０
明
治
六
年
』
二
二
四
頁
以
下
）
は
、「
改
定
律
例
」
で
、
第
五
十
五
条
は
以
下

の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。
即
ち
、

（
　
　
　
）
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「
第
五
十
五
條

凡
盗
犯
正
賊
。
已
ニ
費
用
シ
テ
。
現
在
セ
ス
ト
雖
モ
。
賠

償
ス
可
キ
。
資
力
ア
ル
者
ハ
。
必
ス
追
徴
シ
テ
。
本
主
ニ
給
ス
」

（
注
　
）　
半
葉
一
〇
行
藍
色
罫
紙
、
中
央
下
部
に
同
色
の
「
縣
廰
」
の
印
刷
が
あ
る
。

１１

（
注
　
）　
半
葉
一
〇
行
藍
色
罫
紙
、
中
央
下
部
に
同
色
の
「
萩
出
張
所
」
の
印
刷
が

１２
あ
る
。

（
注
　
）　
白
無
地
の
半
紙
に
朱
書
き
。

１３

（
注
　
）　
半
葉
一
〇
行
藍
罫
紙
、
中
央
下
部
に
「
縣
廳
」
の
同
色
印
刷
が
あ
る

１４

（
注
　
）　
白
無
地
の
半
紙
に
朱
書
き
。

１５

（
注
　
）　
半
葉
一
〇
行
藍
色
罫
紙
、
中
央
下
部
に
同
色
の
「
縣
廰
」
の
印
刷
が
あ
る
。

１６

（
注
　
）　
加
調
米
は
、
加
徴
米
と
同
義
か
。
加
徴
米
と
は
、
公
領
・
荘
園
で
租
税
年

１７
貢
以
外
に
徴
収
し
た
米
、
と
あ
る
（『
広
辞
苑
』
第
二
版
（
昭
和
四
四
年
））。
加

調
米
は
、
子
ど
も
の
養
育
費
の
支
給
と
い
う
意
味
も
含
め
て
用
い
ら
れ
て
い
る

よ
う
で
あ
る
。

（
注
　
）　
白
無
地
の
半
紙
に
朱
書
き
。

１８

（
注
　
）　
半
葉
一
〇
行
藍
色
罫
紙
、
中
央
下
部
に
同
色
の
「
縣
廰
」
の
印
刷
が
あ
る
。

１９

（
注
　
）　
原
文
の
文
字
は
石
偏
に
扇
で 

石毅

と
記
し
て
い
る
が
、
実
は
火
偏
に
扇
で

２０
「
煽
石

毅

毅

」
と
記
す
べ
き
と
こ
ろ
を
原
文
の
筆
者
が
誤
ま
っ
て

石
と
記
し
て
し

ま
っ
た
と
推
測
し
て
い
る
。「
煽
石
」
と
解
す
る
な
ら
ば
広
辞
苑
第
五
版
に
よ

る
と
「
せ
ん
せ
き
」
の
項
に
〈
火
山
岩
の
侵
入
に
よ
り
熱
せ
ら
れ
て
変
質
し
た

石
炭
。
一
種
の
天
然
コ
ー
ク
ス
。
筑
豊
炭
田
に
お
け
る
俗
稫
〉（
１
５
２
４

頁
）
と
あ
る
。
要
す
る
に
石
炭
の
意
で
あ
る
。

（
注
　
）　
半
葉
一
〇
行
藍
色
罫
紙
、
下
部
欄
外
に
同
色
の
「
縣
廰
」
の
印
刷
が
あ
る
。

２１

・

（
注
　
）　
半
葉
一
〇
行
藍
色
罫
紙
、
下
部
欄
外
に
同
色
の
「
縣
廰
」
の
印
刷
が
あ
る
。

２２

（
注
　
）　
半
葉
一
〇
行
藍
色
罫
紙
、
下
部
欄
外
に
同
色
の
「
山
口
縣
」
の
印
刷
が
あ
る
。

２３

（
注
　
）　
白
無
地
の
半
紙
に
朱
書
き
。

２４

（
注
　
）　
明
治
六
年
太
政
官
布
告
第
十
八
号
（
一
月
十
七
日
）（
布
）（『
法
令
全
書 

２５
明
治
六
年
』
一
三
頁
）
は
「
地
所
質
入
書
入
規
則
」
で
、

　
　
「
先
般
田
地
永
代
売
買
被
差
許
候
ニ
付
自
今
質
入
書
入
致
シ
候
節
ハ
左
ノ
規

則
の
通
可
相
心
得
事
」

と
し
て
、
そ
の
第
九
条
は
以
下
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

　
　
「
質
入
又
ハ
書
入
証
文
ニ
ハ
必
ス
其
村
町
戸
長
ノ
奥
書
証
印
ヲ
取
ル
可
シ
其

村
町
戸
長
ノ
役
場
ニ
ハ
奥
書
割
印
帳
ヲ
備
ヘ
置
証
文
ノ
奥
書
割
印
ヲ
願
出

ル
時
ハ
帳
面
ト
証
文
ト
ニ
番
号
ヲ
朱
書
シ
割
印
ヲ
押
シ
奥
書
ヲ
為
ス
可
シ

若
シ
戸
長
ノ
奥
書
並
ニ
割
印
ナ
キ
証
文
ハ
貸
附
ノ
証
拠
ニ
不
相
成
候
事

　
　
　
　
但
戸
長
不
在
ノ
節
ハ
其
旨
ヲ
記
シ
副
戸
長
奥
書
調
印
ス
可
シ
」

（
注
　
）　
明
治
八
年
太
政
官
布
告
第
百
六
号
（
六
月
十
八
日 
輪
郭
附
）（『
法
令
全
書

２６
 
明
治
八
年
』
一
二
八
頁
）
は
、
以
下
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。
即
ち
、

　
　
「
明
治
七
年
十
月
第
百
四
号
布
告
左
ノ
通
改
正
候
条
此
旨
布
告
候
事

　
　
　
　
地
所
売
買
致
し
候
節
代
金
受
取
之
証
文
有
之
共
地
券
申
受
ケ
サ
レ
ハ
買

主
ニ
其
地
所
所
有
ノ
権
無
之
候
条
規
則
之
通
地
券
書
替
可
申
請
事
」

（
注
　
）　
明
治
六
年
太
政
官
布
告
第
三
百
六
十
二
号
（
十
一
月
五
日
）（
布
）（『
法
令

２７
全
書 
明
治
六
年
』
五
六
七
頁
以
下
）
は
、
い
わ
ゆ
る
「
出
訴
期
限
規
則
」
で

あ
る
。
第
二
条
は
、
一
ヶ
年
限
り
の
権
利
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
規
定
し
て

い
る
。

（
　
　
　
）
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「
一

医
師
ノ
肹
診
及
ヒ
薬
料

　
　
　
一
　
授
業
師
ヨ
リ
門
弟
ニ
給
与
シ
タ
ル
飲
食
料

　
　
　
一
　
商
人
ヨ
リ
商
人
ニ
非
サ
ル
者
ヘ
ノ
売
掛
代
金

　
　
　
一
　
一
箇
年
期
マ
テ
ノ
奉
公
人
給
料
　
　
　
　
　
」

　
本
文
中
の
「
出
訴
期
限
」
が
本
規
則
を
指
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
布
告
の
番

号
が
違
っ
て
い
る
。

（
注
　
）　
白
無
地
の
半
紙
に
朱
書
き
。
本
文
〔
七
九
Ａ
〕
の
表
題
の
用
紙
が
来
る
べ
き

２８
位
置
に
あ
る
。

（
注
　
）　
半
葉
一
〇
行
藍
色
罫
紙
、
下
部
欄
外
に
同
色
の
「
山
口
縣
」
の
印
刷
が
あ
る
。

２９

（
注
　
）　
鍬
下
と
は
、
荒
地
を
開
墾
し
て
田
畑
と
す
る
ま
で
の
期
間
。
ま
た
、
鍬
下
年

３０
期
と
は
、
江
戸
時
代
、
荒
地
の
開
墾
に
当
り
開
墾
の
成
功
ま
で
免
訴
ま
た
は
貢

祖
減
軽
を
う
け
た
期
間
。
地
租
改
正
後
は
、
原
地
価
に
よ
り
地
租
の
徴
収
を
受

け
た
一
定
の
年
期
。

（
注
　
）　
畔
（
あ
ぜ
）・
畔
頭
。
水
田
で
畔
と
い
う
の
は
、
灌
漑
水
の
流
出
を
防
ぐ
た
め

３１
に
、
ま
た
一
枚
一
枚
の
水
田
を
区
画
す
る
た
め
に
、
土
を
盛
り
上
げ
た
部
分
を

さ
す
。
畔
も
田
の
境
界
を
意
味
し
、
和
名
は
「
く
ろ
」、
一
名
「
あ
ぜ
」
と
い

う
。

　
畔
頭
（
く
ろ
が
し
ら
）⇒

組
頭
（
く
み
が
し
ら
）、
与
頭
と
も
書
く
。
本
辞
典
中

の
以
下
の
解
説
が
、
本
件
に
関
連
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
即
ち
、（
三
）
江

戸
時
代
の
村
役
人
。
名
主
・
庄
屋
の
補
佐
役
で
地
方
（
村
方
）
役
の
一
つ
。

村
の
規
模
な
ど
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
一
村
に
一
人
な
い
し
数
人
い
た
。
幕
府

領
で
は
組
頭
と
い
う
の
が
一
般
的
で
、
藩
領
に
よ
っ
て
は
年
寄
・
長
（
お
さ
）

百
姓
・
畔
頭
・
五
人
頭
・
五
人
組
頭
な
ど
と
も
い
う
。
は
じ
め
五
人
組
の
組
頭

に
名
主
・
庄
屋
を
補
佐
さ
せ
た
の
で
、
そ
の
補
佐
役
を
組
頭
と
称
す
る
よ
う
に

な
っ
た
と
い
う
。

　
明
治
五
年
の
太
政
官
布
告
に
よ
る
大
小
区
制
と
戸
長
制
が
し
か
れ
る
と
、
名

主
・
庄
屋
な
ど
と
と
も
に
一
般
化
さ
れ
た
。（『
国
史
大
辞
典
１
、
４
』（
昭
和

五
十
四
年
三
月
、
吉
川
弘
文
館
））

（
注
　
）　
下
作
は
、
小
作
の
旧
称
。
小
作
は
地
主
か
ら
土
地
を
借
り
、
小
作
料
を

３２
払
っ
て
そ
の
土
地
を
自
ら
耕
作
し
、
農
業
を
営
む
こ
と
、
ま
た
、
そ
の
人

（『
広
辞
苑
』
第
二
版
（
昭
和
四
四
年
））。

（
注
　
）　
白
無
地
の
半
紙
に
墨
書
き
。〔
五
二
Ａ
〕
に
編
綴
さ
れ
る
べ
き
位
置
に
あ
っ

３３
た
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、（
注
　
）
を
参
照
。

２８

（
注
　
）　
坪
付
帳
と
は
、
古
代
・
中
世
の
地
籍
簿
。
条
里
制
の
区
画
の
坪
を
も
っ
て

３４
田
地
の
段
別
・
所
在
な
ど
を
記
し
た
帳
面
（『
広
辞
苑
』
第
二
版
（
昭
和
四
四

年
））。

（
注
　
）　
白
無
地
の
半
紙
に
朱
書
き
。

３５

（
注
　
）　
半
葉
一
〇
行
藍
色
罫
紙
、
下
部
欄
外
に
同
色
の
「
山
口
縣
」
の
印
刷
が
あ
る
。

３６

（
注
　
）　
明
治
八
年
の
法
令
全
書
に
は
、
太
政
官
布
告
第
三
百
号
は
見
当
た
ら
な
い
。

３７

（
注
　
）　
半
葉
一
〇
行
藍
色
罫
紙
、
下
部
欄
外
に
同
色
の
「
山
口
縣
」
の
印
刷
が
あ
る
。

３８

（
注
　
）　
巻
紙
に
朱
書
き
し
た
も
の
を
付
箋
様
に
綴
じ
込
ん
だ
も
の
。

３９

（
注
　
）　（
注
　
）
と
同
じ
。

４０

３８

（
注
　
）　（
注
　
）
と
同
じ
。

４１

３８

（
注
　
）　（
注
　
）
と
同
じ
。

４２

３８

（
　
　
　
）
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（
注
　
）　
反
坐
と
は
、
人
を
陥
れ
よ
う
と
し
て
偽
証
な
ど
を
し
た
者
が
却
っ
て
陥
れ
よ

４３
う
と
し
た
罪
に
対
す
る
と
同
じ
刑
に
処
せ
ら
れ
る
こ
と
（
上
田
万
年
ほ
か
『
新

大
字
典
』）。

（
注
　
）　
付
箋
に
朱
書
き
。

４４

（
注
　
）　
半
葉
一
三
行
朱
罫
紙
、
中
央
下
部
に
「
東
京
上
等
裁
判
所
」
の
印
刷
が
あ
る
。

４５

（
注
　
）　「
存
生
中
」
三
文
字
の
挿
入
に
つ
い
て
、
欄
外
上
部
に
以
下
の
朱
書
き
の
注

４６
記
が
あ
る
。

　
　
「
十
月
四
日
三
福
二
郎
山
口
縣
江
掛
合
同
縣
ニ
於
十
八
日
同
時
掲
示
之
手
筈

ナ
リ
此
往
復
中
東
三
ハ
四
日
死
去
致
ス
ニ
付
七
日
付
ヲ
以
テ
掲
示
中
存
生
中

三
字
加
入
之
旨
掛
合
有
之
」

（
注
　
）　
白
地
半
紙
に
朱
書
き
。

４７

（
注
　
）　（
注
　
）
と
同
じ
。

４８

３８

（
注
　
）　
沽
券
状
と
は
、
売
渡
し
の
証
文
。「
沽
」
は
売
る
の
意
。

４９

（
注
　
）　
撫
育
方
（
局
）
と
は
、
江
戸
時
代
、
長
州
藩
の
別
途
会
計
を
つ
か
さ
ど
っ

５０
た
役
所
。
宝
暦
一
二
（
一
七
六
二
）
年
の
検
地
で
四
万
石
余
の
増
収
を
み
た
の

で
、
そ
の
分
を
本
会
計
と
は
別
途
に
保
管
し
、
干
拓
・
製
塩
な
ど
各
種
事
業
に

積
極
的
に
投
下
。
維
新
前
後
の
武
器
購
入
は
主
と
し
て
こ
の
撫
育
金
に
よ
っ

た
。
局
に
は
頭
人
・
本
締
役
・
検
使
役
な
ど
が
あ
り
、
明
治
二
（
一
八
六
九
）

年
柳
村
役
所
と
改
称
。
廃
藩
置
県
で
廃
局
当
時
、
一
〇
〇
万
両
の
余
金
が

あ
っ
た
と
い
う
（
高
柳
光
寿
・
竹
内
理
三
編
『
日
本
史
辞
典
第
二
版
』
角
川

書
店
（
昭
和
四
九
年
））。
そ
の
余
金
は
、
八
〇
万
両
が
政
府
に
寄
付
さ
れ
、
二

〇
万
両
が
毛
利
家
に
分
け
ら
れ
た
、
と
あ
る
（『
国
史
大
辞
典
　
』
吉
川
弘
文

１２

館
）。

（
注
　
）　
半
葉
一
〇
行
藍
色
罫
紙
、
下
部
欄
外
に
同
色
の
「
山
口
縣
」
の
印
刷
が
あ
る
。

５１

（
注
　
）　
白
地
半
紙
に
朱
書
き

５２

（
注
　
）　
半
葉
一
〇
行
藍
色
罫
紙
、
下
部
欄
外
に
同
色
の
「
山
口
縣
」
の
印
刷
が
あ
る
。

５３

（
注
　
）　「
旧
藩
ニ
於
テ
裁
判
ス
ル
モ
ノ
、
新
縣
部
署
ノ
所
断
ヲ
以
テ
破
毀
ス
ル
権
無

５４
カ
ル
可
カ
ラ
ス
」
と
し
て
、
旧
藩
に
お
い
て
裁
判
が
な
さ
れ
た
も
の
が
新
県
に

お
い
て
破
毀
す
る
権
限
が
無
い
と
は
い
え
な
い
と
い
う
。
ま
た
、「
旧
藩
ノ
裁

判
ト
云
フ
者
ハ
裁
判
ナ
ル
モ
ノ
ニ
非
ス
、
地
方
ニ
付
テ
ノ
指
図
書
ナ
リ
。
故
ニ

覺
ト
ア
リ
且
本
人
ニ
直
當
ニ
モ
非
ス
、
町
年
寄
至
沙
汰
セ
シ
モ
ノ
ナ
リ
。
公
正

ノ
裁
判
状
ト
見
做
ス
可
カ
ラ
ス
」
と
あ
る
（
な
お
、
句
読
点
は
編
者
で
付
し

た
）。
旧
藩
時
代
の
裁
判
と
廃
藩
置
県
後
の
府
県
裁
判
所
時
代
の
裁
判
と
の
関

係
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
興
味
深
い
。

（
注
　
）　
白
地
半
紙
に
墨
書
き
。
原
告
側
（
代
言
人
）
の
氏
名
だ
け
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

５５

（
注
　
）　
半
葉
八
行
藍
色
罫
紙 

５６

（
　
　
　
）
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（
聴
訟
記
録
）『
裁
判
言
渡
及
之
ニ
類
ス
ル
書
類
綴
』（
民
事
第
一
九
號
）
に
つ
い
て
（
一
）

自
明
治
六
（
一
八
七
三
）
年

至 
同
　
九
（
一
八
七
六
）
年

一
二
八

一
二
八



四
　
写
　
真
（
二
葉
）

 

（
　
　
　
）
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事
件
名
表
記
の
一
例

Ｔ 
Ｎ

表
紙



本
稿
は
、
科
学
研
究
費
（
基
盤
研
究
（
Ｃ
）「
日
本
近
代
法
史
像
の
再
検
討

─
─
ゆ
ら
ぎ
か
ら
再
構
築
へ
─
─
」（
平
成
二
八
年
度
～
三
〇
年
度
））
に
よ

る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
お
世
話
に
な
っ
た
山
口
地
方
裁
判
所
、
特
に

総
務
課
・
民
事
課
の
方
々
、
広
島
県
文
書
館
の
西
村
晃
氏
（
総
括
研
究
員
）

な
ら
び
に
本
研
究
に
関
係
の
方
々
に
対
し
深
甚
の
謝
意
を
表
す
る
。

〈
執
筆
者
紹
介
〉

矢
野

達
雄
（
広
島
修
道
大
学
法
学
部

教
授
）

加
藤

高
（
広
島
修
道
大
学

名
誉
教
授
）

紺
谷

浩
司
（
広
島
大
学

名
誉
教
授
）

（
注

補
）
脱
稿
後
、
三
坂
圭
治
『
萩
藩
の
財
政
と
撫
育
制
度
』（
改
訂
版
）

５０

マ
ツ
ノ
書
店

昭
和

年
刊
に
接
し
え
た
が
、
こ
の
点
に
つ
き
広

５２

島
修
道
大
学
図
書
館
職
員
・
有
田
真
理
子
氏
の
御
好
意
と
御
協
力

に
感
謝
し
た
い
。

（
　
　
　
）
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（
聴
訟
記
録
）『
裁
判
言
渡
及
之
ニ
類
ス
ル
書
類
綴
』（
民
事
第
一
九
號
）
に
つ
い
て
（
一
）

自
明
治
六
（
一
八
七
三
）
年

至 
同
　
九
（
一
八
七
六
）
年

一
二
六

一
二
六




